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「マンションすまい・る債」とは、独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法律第82号）
に基づき発行する住宅金融支援機構債券（マンション債券）の愛称です。

2021年11月作成

2021年度積立組合用

　このしおりは、「マンションすまい・る債」についての重要な事項をお
知らせするものですので、債券の購入を行う前に必ずご覧ください。申込
みに当たっては、このしおりの内容及び申込証記載事項を承認の上、申込
証の代表者署名欄に代表者の方（理事長等）が自署してください。
　また、債券の満期を迎えるまで又は債券の買入請求（中途換金の申出）
の手続を終えるまで、「積立手帳」及び「届出印の登録及び元利金自動振
込依頼書」などとともにこのしおりを大切に保管し、代表者の方が交代す
る際は必ず引継ぎを行ってください。

必　読

重要・要保存
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マンションすまい・る債　購入のしくみ

1 債券の購入
　原則として、マンション全体の １年当たりの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金
会計の残高（定期的に積み立てた修繕積立金の残高や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計の
各科目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいます。）を加えた金額の範囲内で独立行政法
人住宅金融支援機構（以下「機構」といいます。）が発行する債券（利付10年債）を購入するこ
とができます。
　なお、購入された債券は、必ず機構が無料で保護預り（債券の保管）をさせていただきます。

【利付10年債とは？】
　一般的に利付債とは、定期的に利息が支払われ、満期が到来すると元本を返済すること
を約束した確定利付きの有価証券です。利息の支払方法や満期までの年数などに応じて
様々な種類のものが発行されています。
　利付10年債とは、満期までの期間が10年の利付債をいいます。

【保護預りとは？】
　保護預りとは、購入した債券が盗難・火災・紛失などの事故に遭い、財産の保全に支障
を来すことのないように、管理組合に代わって機構が債券を保管する制度です。

※債券は譲渡又は質入れすることはできません。

2 継続購入
　同じ金額（同じ口数）で、１回以上最大10回（毎年1回）続けて購入することができます。続けて購入す
ることを「継続購入」といいます。
　途中で １回当たりの購入金額（購入口数）を変更すること及び複数回分（複数年分）をまとめ
て購入することはできません。
　継続購入を中断され、その後再開する場合や購入金額（購入口数）を変更される場合は、再
度、新たに応募を行った上で、購入する必要があります。
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3 1 回当たりの購入金額（購入口数）
　債券の単位（発行単位）は １口50万円です。
　 1回当たりの購入金額（購入口数）は積立組合（※）にお渡しした積立手帳に記載されている金
額（口数）となります（この金額は積立組合が本制度への応募の際に指定された金額です。）。
　※マンションすまい・る債を購入した管理組合のことをいいます。以下同じです。

〈参考〉 購入金額（購入口数）の変更・継続購入の中止

購入金額（購入口数）の変更
　途中で1回当たりの購入金額（購入口数）を変更すること及び複数回分（複数年分）をまとめて
購入することはできません。
　継続購入を中断され、その後再開する場合や購入金額（購入口数）を変更される場合は、再
度、新たに応募を行った上で、購入する必要があります。

【ご注意】
・�新たに応募する分について、募集口数の上限に達する見込みとなった場合は、応募受付
終了日を前倒しする可能性があります（※この場合、前倒しした応募受付終了日までに
応募された方については、募集口数を超えても応募を受け付けます。）。あらかじめご了
承ください。

・�今後、債券の購入ができるマンション管理組合の要件等が変更となる場合があります。
この場合、新たに応募する分について、応募要件に適合していないためご応募いただけ
ない可能性があります。あらかじめご了承ください。

購入
開始
から

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

１回目購入分の保有期間

発行
債券の利率は、

毎年発行の都度決まります。

購入
回数

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

10回

２回目購入分の保有期間

３回目購入分の保有期間

４回目購入分の保有期間

５回目購入分の保有期間

６回目購入分の保有期間

７回目購入分の保有期間

８回目購入分の保有期間

９回目購入分の保有期間

10回目購入分の保有期間

購入
↓ 毎年２月に利息の受取

毎年１回、10回
連続して同一の
購入金額（購入口数）
を継続購入できます。

毎年１回、10回
連続して同一の
購入金額（購入口数）
を継続購入できます。

● 購入時期ごとに満期の時期が異
なります。

購入期間購入期間

（ ）

【継続購入のしくみ（イメージ）】
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〈例〉

継続購入の中止

・�特別な手続は不要です。継続購入を中止される場合は、機構から送付された積立用書類（振込依
頼書、申込証等）は、破棄してください（継続購入を中断すると翌年以降、積立用書類は送付さ
れません。）。

・�これまでに購入した債券については、修繕工事のために中途換金を行うことも、満期まで保
有することもできます。

【購入金額（購入口数）を増やす場合】

【購入金額（購入口数）を減らす場合】

購入中止

購入中止

①現在の購入金額分は

　購入を中止（※1）

②新規応募分のみ購入（※2）

①現在の購入金額分は

　購入を中止（※1）

②新規応募分のみ購入

※ １ �　積立用書類は①及び②のそれぞれについて送付さ
れますが、①についての積立用書類は破棄してくだ
さい。

※ ２ �　購入金額（購入口数）を増やす場合、②新規の購
入額は、原則として、マンション全体の 1 年当たり
の修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金
会計の残高（定期的に積み立てた修繕積立金の残高
や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計の各科目
の残高の合計額から借入金を除いた額をいいます。）
を加えた金額の範囲内となります。
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プライバシーポリシー（個人情報保護方針）
　機構は、高度情報通信社会における個人情報の保護及び適切な管理の重要性を深く認識し、保有する個人
情報を適切に取り扱うこととし、個人情報の保護に関する法令その他の諸規範を遵守するとともに、プライ
バシーポリシーに従い、個人の権利利益の保護のために誠実かつ積極的に取り組みます。
　機構のプライバシーポリシーについて、詳しくはホームページ（https://www.jhf.go.jp/privacy/
policy.html）をご覧ください。

反社会的勢力と関係がある管理組合はこの制度を利用できません。
　購入開始後に、反社会的勢力と関係があることが判明した場合、機構は積立組合に対して継続購入をお断
りし、既に購入いただいた債券については、積立組合の承諾を得ることなく、中途償還します（☞ P41参照）。

本人確認に関するお願い
　マンションすまい・る債のご利用に当たっては、以下の際に積立組合の代表者の方の氏名・住所・生年月
日の記載された公的機関の発行した証明書類等によりご本人であることを確認させていただきます。これら
の書類は、所得税法等の定めに基づきご提出いただく必要がありますので、ご理解の上、ご協力くださいま
すようお願いします。
・�初回の積立手続（2021年度の積立用書類返送期間は、2021年11月22日～12月24日）を行う場合
・�積立組合から届け出ていただいている代表者の方に変更が生じた場合
※�上記の取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
※本人確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けできませんので、ご了承ください。
※�本人確認のためご提出いただいた代表者の方の氏名・住所・生年月日が記載された次のいずれか １つの書
類は、機構が定める期間保管し、ご返却には応じかねますので、ご了承ください。

　・運転免許証のコピー（表裏両面）　　　　　　　　　・2012年 4 月 1 日以後に交付された運転経歴証明書のコピー（表裏両面）
　・健康保険証のコピー（住所の記載があるもの）　　　・印鑑証明書（発行後 ３か月以内の原本）
　・住民票（発行後 ３か月以内の原本）　　　　　　　　・住民基本台帳カードのコピー（表裏両面）
　・�2020年 2月 3日までに申請されたパスポートのコピー（顔写真のページ及び所持人記入欄（住所等記入済）のページ）
　・マイナンバーカードのコピー（表面のみ）
※�本人確認を含め、機構の求めに応じた手続及び書類の提出がなされない場合、購入の資格を失います。

法人番号提供に関するお願い
　2016年 １ 月の「マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）」開始に伴い、マンション管理組合が法人登記
を行っている場合又は収益事業開始届出若しくは給与支払事務所等の開設届出を行っている等の場合、法人番
号が指定されることになりました。また、所得税法等に基づきご提出いただく「保護預り申込書兼告知書」の
告知事項に法人番号が追加されました。
　法人番号の指定を受けている積立組合におかれましては、「保護預り申込書兼告知書」の法人番号の有無欄
の「有」に○を記入した上で、法人番号をご記入いただきますようお願いします。また、告知に当たっては、
法人番号確認書類（法人番号指定通知書のコピー又はインターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で検
索した結果を印刷したもの（ ６か月以内に印刷したもの））を併せてご提出いただく必要があります。ご理解
の上、ご協力いただきますようお願いします。
　なお、法人番号の指定を受けていない積立組合は、「保護預り申込書兼告知書」の法人番号の有無欄の「無」
に○を記入してください（法人番号欄の記入は不要です。）。
　また、マンションすまい・る債を保有している間に法人番号の指定を受けた場合は、機構に法人番号をご提
供いただく必要がありますので、機構住宅債券事務センター（03-5800-9479）まで速やかにご連絡ください。
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積立手続

1 積立用書類到着後の流れ

積立組合の手続 機構の手続

積立用書類の送付
●積立用書類のご返送（11/22～12/24）
※返送先は事務受託銀行（みずほ銀行）となります。

	

●積立金の振込み（11/22～ 2 / 3 ）

債券の発行（ 2 /21）

毎年	 毎年	

●購入（年 １回　１１月～ ２月頃、最高10回）
●利息のお受取（年 １回　 ２月）

●�積立用書類（ 2回目以降）の送付（年 1回　
11月頃、最高10回）

●残高証明書の送付（年 １回　ご希望の月）
●利払通知書の送付（年 １回　 １月頃）
●発行通知書の送付（年 １回　 ３月頃）
●マンション管理情報誌の送付（年 2回）

修繕工事を実施する場合
●債券の中途換金の申出（買入請求）
　※初回の購入から １年経過以後
●マンション共用部分リフォーム融資のご利用

初回の購入から10年後（以降、毎年各購入から10年後）

初回の購入から10年後（以降、毎年各購入から10年後） 満期償還金支払通知書の送付（ １月頃）
満期償還金のお受取（ 2月）

第 １章　各種手続

1
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2 購入のスケジュール

　2021年度応募の購入のスケジュールは、以下のとおりです。

購入回数
積立用書類の送付
（機構→積立組合）

積立用書類の返送（積立組合→
みずほ銀行）

積立金の振込み
（積立組合）

債券の発行
（機構）

第 １回 2021年11月19日頃
2021年11月22日
～12月24日

2021年11月22日
～2022年 ２ 月 3 日

2022年 ２ 月21日

第 ２回から
第10回

2030年まで
毎年11月中旬頃（予定）

2030年まで
毎年11月中旬

～12月下旬（予定）

2030年まで
毎年11月中旬

～翌年 ２月上旬（予定）

2031年まで
毎年 2月20日（予定）

※�購入を行わなかった場合は、それ以降の購入の権利を失います（既に購入を行った債券は有効
です。）。

※上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は、翌営業日に債券発行を行います。
※�第 2 回以降の購入のスケジュールは、変更となる場合があります。

【ご注意】
　購入に当たっては、機構が定めた各手続の期間内に所定の手続（①積立用書類の返送
+ ② 積立金の振込み）が完了しない場合、その積立手帳に係る購入の権利を失います（他
の積立手帳に係る購入の権利や新たな応募には支障はありません。）。

必ず ① 積立用書類の返送→ ② 積立金の振込み　の順で手続をお願いします。

①　�積立用書類返送期間内に有効な積立用書類の返送がない積立金の振込みに対しては、
債券発行を行わず、積立組合へお知らせすることなく返金させていただきます。

　　�なお、返金に係る振込手数料は積立組合の負担となり、振込手数料を控除して返金し
ますのでご了承ください。

②　�積立用書類返送期間内に有効な積立用書類の返送があっても、積立金振込期間を経過
した後の積立金の振込みはお受けできません。この場合、積立組合へお知らせするこ
となく、債券発行は行いません。

　積立用書類の送付において、書類が 1つでも不足した場合、債券の購入ができなくなる
ことがありますので、ご注意ください。
　なお、書類の到着確認に関するお問合せには応じかねます。期限には余裕をもってご送
付くださいますようお願いします。
　※�積立手続は全て機構が指定する事務受託銀行であるみずほ銀行を通じて行っていただき

ます。
　　�なお、手続は全て郵送及び振込みにより行うことになります（機構及びみずほ銀行の

窓口では手続はできません。）。
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3 購入の手順と必要書類

確認

〈機　　　構〉 〈積立組合〉 〈みずほ銀行〉

STEP❶ 　積立用書類の送付
　購入のスケジュール（☞ P 7 参照）に基づき、積立用書類を機構から積立組合の代表者の方
（理事長等）又は積立組合が別途指定した管理会社に送らせていただきます。
　第２回以降の購入については、積立用書類を毎年11月中旬頃（予定）に送らせていただきます。
　積立用書類は、積立申込書（第 １回の購入に当たりご応募いただいた申込書）にご記入いただ
いた購入予定回数にかかわらず、前年度に購入を行った積立組合に送付します。購入を継続しな
い場合、特別な手続は不要です。送付された積立用書類は破棄していただいて結構です。
　なお、購入を中断すると翌年以降、積立用書類は送付されません。
　機構から積立用書類を送る際は簡易書留郵便により送らせていただきます。

【 第 １回の購入の際に機構からお届けする書類
※�応募受付期間に「積立申込書」において管理会社を送付先に指定いただいた場合は、初回積立
用書類はご指定の管理会社に送付されます。同封されている積立手帳と本冊子（しおり）は代
表者の方に引継ぎを行う等により大切に保管してください。

書類の名称 書類の内容

　積立手続のご案内（概要） 積立手続のスケジュールや必要書類などの手続の概要が記載された書面

　主な発行条件のお知らせ 今回購入する債券の発行条件（利率など）が記載された書面

　保護預り申込書兼
　告知書

購入した債券を機構が保護預りさせていただくために必要な書類（☞
P47、48参照）

　届出印の登録及び
　元利金自動振込依頼書

購入に関する手続全般で使用する届出印を指定していただくため並びに利
息、中途換金の代金及び満期償還金を今後お受取になる際の金融機関の口
座を指定していただくための書類。応募をされてから現在までに代表者等
に変更があった場合は、この書類で変更の届出をしてください。（☞ P49
～52参照）

　申込証 機構が指定する債券の発行条件（利率など）に同意して積立金を払い込むこ
とが記載された書類で、債券発行の申込みに必要なもの（☞P53、54参照）

�　振込依頼書
　（振込金受領書付き）

積立金を振り込んでいただくための書類（☞ P55、56参照）。振込み後の
振込金受領書は、証拠書類として大切に保管してください。
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　返送用封筒 積立手続に必要な書類を積立組合からみずほ銀行にご返送いただく際に使
用する封筒

　記載事項保護シール
　（返送用封筒用）

返送用封筒の［積立手続についての連絡先］欄に貼付するシール

　積立手帳 【重要・要保存】購入ができる管理組合であることを証する書面。代表者の方
が交代する際には、必ずこのしおりなどと一緒に引継ぎを行ってください。

　�マンションすまい・る債
　のしおり（積立手帳別冊）

【重要・要保存】本冊子。代表者の方が交代する際には、必ずこのしおり
の引継ぎを行ってください。

　�積立関係書類保管用
ファイル

積立手帳など積立組合のお手元で管理していただく書類を保管するための
ファイル

　�登録内容の変更届出書 今後の変更手続において使用する書式（☞ P61、62参照）
今回の積立手続においては返送不要です。積立開始後、必要に応じてご利
用ください。

第 2回以降の購入の際に機構からお届けする書類

書類の名称 書類の内容

2 回目以降の購入を行う
お客さまへ

積立手続のスケジュールや書類の記入方法などが記載された書面

主な発行条件のお知らせ 今回購入する債券の発行条件（利率など）が記載された書面

申込証 機構が指定する債券の発行条件（利率など）に同意して積立金を払い込むこ
とが記載された書類で、債券発行の申込みに必要なもの（☞P57、58参照）

振込依頼書
（振込金受領書付き）

積立金を振り込んでいただくための書類（☞ P59、60参照）。振込み後の
振込金受領書は、証拠書類として大切に保管してください。

返送用封筒 申込証をみずほ銀行にご返送いただく際に使用する封筒

記載事項保護シール
（返送用封筒用）

返送用封筒の［積立手続についての連絡先］欄に貼付するシール

登録内容の変更届出書 今後の変更手続において使用する書式（☞ P61、62参照）

送付先指定（変更・中止）
依頼書

機構等からの書類の送付先をご担当の管理会社に変更等する手続において
使用する書式

送付先指定（変更・中止）
依頼書返送用封筒

送付先指定（変更・中止）依頼書を機構住宅債券事務センターにご返送い
ただく際に使用する封筒

送付先指定（変更・中止）
依頼書記載事項保護シール

送付先指定（変更・中止）依頼書返送用封筒の［ご連絡先］欄に貼付する
シール

【ご注意】
　・�2 回目以降に送付する書類の種類・名称・内容は一部変更することがありますのでご了承くだ

さい。
　・書類への記入に当たっては、消せるボールペンを使用しないでください。
　・�機構から送らせていただいた書類を紛失された場合は、機構住宅債券事務センターまでご連絡

ください。

機構住宅債券事務センター　03-5800-9479（通話料金がかかります。）
営業時間　 9 ：00～17：00（土日、祝日、年末年始は休業）
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STEP❷・❸ 　必要書類の準備・返送
　積立用書類が届きましたら、必要書類の準備をしていただき、積立用書類返送期間内（第 1回
の購入は2021年11月22日～12月24日、第 2 回以降の購入は毎年11月中旬～12月下旬（予定））
に、返送用封筒に必要書類を封入し、みずほ銀行にご郵送ください。
　各書類のご記入方法や注意点は、47ページ以降の「ご使用いただく書類の記入例」を参照して
ください。

第 1回の購入の際に準備・返送いただく書類

法人登記していない積立組合の場合

①保護預り申込書兼告知書
②届出印の登録及び元利金自動振込依頼書
③申込証
④代表者の方の氏名・住所・生年月日が記載された下記いずれか １つの書類
　・運転免許証のコピー（表裏両面）	 ・2012年 4 月 1 日以後に交付された運転経歴証明書のコピー（表裏両面）
　・�健康保険証のコピー（住所の記載があるもの）	 ・印鑑証明書（発行後 ３か月以内の原本）
　・住民票（発行後 ３か月以内の原本）	 ・住民基本台帳カードのコピー（表裏両面）
　・�2020年 2月 3日までに申請されたパスポートのコピー（顔写真のページ及び所持人記入欄（住所等記入済）のページ）
　・マイナンバーカードのコピー（表面のみ）
※�①から③までの書類につきましては、機構から送らせていただいている書類に必要事項
を記入してください（消せるボールペンは使用しないでください。）。

※�④の書類につきましては、個人情報保護の観点により、本籍地を黒塗りしたもの又は本
籍地の記載を省略したものをご準備ください（本籍地を黒塗りすることにより住所地が
確認できなくなる場合は、黒塗りにしないようお願いします。）。また、健康保険証のコ
ピーをご提出いただく場合は、保険者番号・被保険者記号・被保険者番号・二次元コー
ドを黒塗りしたものをご準備ください。

　�なお、この書類は、所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者の方にご提出いただ
くものです。

法人登記している積立組合の場合

①保護預り申込書兼告知書
②届出印の登録及び元利金自動振込依頼書
③申込証
④積立組合法人の印鑑証明書（発行後 ３か月以内の原本）
※�①から③までの書類につきましては、機構から送らせていただいている書類に必要事項
を記入してください（消せるボールペンは使用しないでください。）。

※�④の書類は、届出印が積立組合法人の印鑑登録のある印であることを確認するためのも
のです。

※�代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認するため、「法人登記していない積立組合の場
合」に記載した、代表者の方の書類の提出をお願いする場合があります。

法人番号の指定を受けている積立組合
上記の書類に加え、法人番号確認書類（☞ P 5 参照）として次のいずれか 1つの書類
・法人番号指定通知書のコピー
・「国税庁法人番号公表サイト」検索結果（ 6か月以内に印刷したもの）
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【登録内容に変更がある場合のご注意】
　応募受付後にお送りしている「受付及び登録内容のお知らせ（積立手帳別紙）」ハガキの登録内
容に変更がある場合は、以下のとおり修正してください。
・�②の「届出印の登録及び元利金自動振込依頼書」の右側「変更欄」に登録内容をご記入ください
（☞ P51、52参照）。
・�代表者の変更の場合は、①から④までの書類に併せて、代表権等確認書類（☞ P29参照）をご送
付ください。

【積立用書類のご返送に当たってのご注意】
・�郵送料は積立組合の負担となります。
　�なお、ご返送に当たっては簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法により確実にご返送いた
だくことをお勧めします。

・�書類の到着確認に関するお問合せには応じかねます。期限に余裕をもってご送付いただきますよ
うお願いします。

・ご返送いただいた書類は原則としてご返却できませんのでご了承ください。
・�ご返送いただく書類について、控えとして必要な場合はコピーをとり、積立手帳とともに保管し
てください。

【届出印についてのご注意】
　届出印は、今後の積立手続（債券の中途換金の申出（買入請求）や代表者の方の変更などの各種
届出等）において使用する印で、みずほ銀行が積立組合からの真正な申出であるか否かを確認する
ためにお届けいただくものです。
　なお、届出印は、原則として代表者の方個人の印ではなく、次の印となります。
　（法人登記していない積立組合）積立組合の印（理事長印等）
　（法人登記している積立組合）法人の印鑑登録のある印

【元利金自動振込先口座についてのご注意】
　ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための口座で、次の条件を全て満たすものとしてく
ださい。
・�積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と同一であ
るもの

・普通預金又は当座預金（定期預金、金銭信託等はご指定いただけません。）
・�銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀行等の
国内店舗の口座（証券会社及び保険会社の口座はご指定いただけません。）

　この条件に該当する口座がない場合は、積立手続時までに口座の開設をしていただくこととなり
ます。

第 2回以降の購入の際に返送いただく書類
　機構から送らせていただく次の積立用書類に必要事項をご記入の上、ご返送ください。
　・申込証
※�代表者の方の変更など積立組合から届出いただいている内容に変更が生じた場合は、このほか
にも必要な書類があります（☞ P25～32参照）。
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STEP❹・❺ 　積立金の準備・振込み
　積立用書類と同封の「積立手続のご案内」記載の積立金の振込期間内に、みずほ銀行に設置す
る指定口座へ積立金をお振り込みください。
　なお、お振込みいただいた積立金（申込証拠金）には、債券の発行日までの利息は付きませ
ん。

【振込みの手続に関するご注意】
・�積立金の振込みに際しては、機構から送らせていただく「振込依頼書」を必ず使用してください。
・�事務処理上の都合により、本債券の積立金の振込みについては金融機関（※）の窓口のみの取扱
いとさせていただきます（ATM 及び口座振替を利用した振込みはできません。）。

　※�銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫等の国内店舗に限
ります（ゆうちょ銀行は、ご利用できません。）。

・振込手数料は積立組合の負担となります。
・�お振込みいただいた積立金（申込証拠金）について、振込みに関する証明書及び債券の発行日ま

での残高に関する証明書は発行しません。積立金の振込みを行った後は、「振込金受領書」（振込
依頼書の右紙片）を振込みの証拠書類として積立組合で大切に保管してください。

STEP❻ 　積立金及び積立用書類の確認
　積立組合から振り込まれた積立金及びご返送された必要書類に基づき、みずほ銀行が債券の購
入金額や書類の内容の確認を行います。必要書類が不足するなどの場合は、みずほ銀行から積立
組合に連絡をさせていただきます。

STEP❼ 　債券の発行
　購入の必要書類及び積立金がととのいましたら、所定の債券発行日に債券を発行します。

STEP❽・❾ 　債券発行の報告・債券の保護預り・「発行通知書」の送付
　機構はみずほ銀行から債券を発行した旨の報告を受けます。発行した債券は、機構からの再委
託によりみずほ銀行で保護預りします。
　その後、手続が完了し債券を発行した旨を記載したハガキ（「債券発行のご案内」（発行通知
書））を機構から積立組合の代表者の方（理事長等）又は積立組合が別途指定した管理会社宛て
にお送りします（ ３月中旬予定）ので、大切に保管してください。
　発行通知書を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要になります。詳しくは、「 10こん
なときには…？」（☞ P36参照）の「債券発行のご案内（発行通知書）を紛失した」をご覧くだ
さい。
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債券の利息の受取

1 利息の受取のスケジュール

　満期まで毎年 １回定期的にご指定いただいた口座に、債券の利息をお振込みします。

購入回数 債券の発行日 利息の受取日

第 １回 2022年 ２ 月21日 2023年から2032年までの毎年 ２月20日
（計10回）

第 ２回から第10回 2031年まで毎年 ２月20日（予定） 各債券発行後10年間毎年 ２月20日
（各債券10回ずつ）（予定）

【ご注意】
・上記のスケジュールは2021年度応募の購入のものです。
・�上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は、債券の発行日はその翌営業日になり
ます。

・�上記の利息の受取日が銀行休業日に当たる場合は、利息の受取日はその前営業日になり
ます。

・�第 ２ 回以降の債券の発行スケジュールは変更となる場合があり、これに伴い利息の受取
日も変更となることがあります。

2
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2 債券の利率・毎年の受取利息額・課税

　�　第 １回購入（今年度発行債券）の満期までの単年利率（毎年の利率）と １口（50万円）当たり
の受取利息額は以下のとおりです。

　�　なお、債券の利息は源泉分離課税の適用となり、所得税及び復興特別所得税の合計15.315％
（2021年11月現在の税率）相当額を差し引いてお支払いします（満期日後の利息は付きません。）。
【2021年度発行債券】
経過年数

単年利率
（毎年の利率）

毎年の受取利息額
（税引前）

Ａ

所得税及び
復興特別所得税
（15.315％）

Ｂ

毎年の
受取利息額
（税引き後）
Ａ－Ｂ

１年目 0.010％ 50万円 × 0.010％ ＝ 50円 7 円 43円
２ 年目 0.034％ 50万円 × 0.034％ ＝ 170円 26円 144円
3 年目 0.058％ 50万円 × 0.058％ ＝ 290円 44円 246円
4 年目 0.082％ 50万円 × 0.082％ ＝ 410円 62円 348円
5 年目 0.106％ 50万円 × 0.106％ ＝ 530円 81円 449円
6 年目 0.130％ 50万円 × 0.130％ ＝ 650円 99円 551円
7 年目 0.154％ 50万円 × 0.154％ ＝ 770円 117円 653円
8 年目 0.186％ 50万円 × 0.186％ ＝ 930円 142円 788円
9 年目 0.203％ 50万円 × 0.203％ ＝ 1,015円 155円 860円
10年目 0.237％ 50万円 × 0.237％ ＝ 1,185円 181円 1,004円

※今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等にお問合せください。

受取利息額の案内
　�　毎年、 １月中旬頃に、機構から受取利息額等を記載した利息の支払に関する事前案内を代表
者の方（理事長等）又は積立組合が別途指定した管理会社へ送付します。

第 2回以降の利率・受取利息額等
　�　受取利息額を算出するために機構が設定する年平均利率は、市場金利の水準等を勘案して決
定します。

　�　購入した債券がいったん発行されれば、その債券に関する満期までの利率や受取利息額は確
定しますが、第 2回以降の各回の購入により発行される債券の利率や受取利息額は、今後の発
行条件決定時の市場金利水準等を勘案して決定されます。

　�　各回の債券の利率はそれぞれ異なりますので、機構ホームページ又は毎年11月中旬頃に機構
から送付する積立用書類でご確認ください。
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債券発行からの
経過年数

％

0.010％
0.010％

単年利率
適用となる年平均利率

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10年

0.034％0.034％
0.058％0.058％

0.082％0.082％
0.106％0.106％

0.130％0.130％
0.154％0.154％

0.186％0.186％
0.203％0.203％

0.237％0.237％

0.095％0.095％
0.107％0.107％

0.120％0.120％

0.058％0.058％
0.070％0.070％

0.082％0.082％

0.022％0.022％
0.034％0.034％

0.046％0.046％
0.05

0.10

0.15

0.25

0.20

〈参考〉年平均利率
　�　「年平均利率」とは、債券ごとに受取利息額（税引前）の総額を債券発行からの経過年数で
平均した利率で、債券発行からの受取利息（税引前）の「総額」を算出する際に利用します。
このため、実際の毎年（単年）お受取になる利息額に対応する「単年利率」とは異なります。

　　この債券では、債券発行からの期間が経過するほど「年平均利率」が上昇します。

経過年数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

年平均利率 0.010％ 0.022％ 0.034％ 0.046％ 0.058％ 0.070％ 0.082％ 0.095％ 0.107％ 0.120％

　　〈年平均利率の考え方〉　例： 3年目の利率
　　　 １年目の利息50円、 ２年目の利息170円、 ３年目の利息290円
　　　（50円＋170円＋290円）÷50万円÷ ３年＝0.034％

告知書・支払調書の取扱い
　債券の利息を受け取られる積立組合は、所得税法等により利息の受取日現在での積立組合の名
称・所在地及び代表者の氏名・住所等を、利息の支払者である機構に対して告知することが義務
づけられています。
　また、利息の支払者である機構は、告知していただいた内容及び支払利息額などを記載した支
払調書の提出を税務署に対して行うことが義務づけられています。
　こうした所得税法等の取扱いに基づき、積立組合の代表者の方の氏名・住所等を届け出ていた
だく際は、積立組合が法人登記をされていない場合は代表者の方の証明書類（住民票など）を、
法人登記をされている場合は法人の印鑑証明書を併せてご提出いただく必要があります。あらか
じめご了承ください。
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〈機　　　構〉 〈積立組合〉 〈みずほ銀行〉

3 債券の利息の受取方法

STEP❶ 　利息の支払に関する事前案内
　利息の受取日が近づきますと、受取利息額や元利金自動振込先口座（☞ P11参照）などを記載
した利息の支払に関する事前案内のハガキ（「利金支払のご案内」（利払通知書））を機構から積
立組合の代表者の方（理事長等）又は積立組合が別途指定した管理会社へ送らせていただきます
（ １月第 7営業日頃に発送予定）。
　なお、「利金支払のご案内（利払通知書）」に記載している利息額は前年12月末の残高に基づい
ているため、 1月又は 2月に中途換金（買入）の代金をお支払いする場合、実際の利息額とは異
なりますのであらかじめご了承ください。
　利払通知書を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要になります。詳しくは、「 10こん
なときには…？」（☞ P36参照）の「利金支払のご案内（利払通知書）を紛失した」をご覧くだ
さい。

STEP❷ 　元利金自動振込先口座等のご確認
　「利金支払のご案内」（利払通知書）が届きましたら、案内の記載内容をご確認ください。ご不
明な点がございましたら、住宅債券専用ダイヤル（☞裏表紙参照）までお問合せください。ま
た、元利金自動振込先口座に誤りや変更がある場合は、「利金支払のご案内」（利払通知書）を受
領後、速やかにみずほ銀行（☞裏表紙参照）まで変更の届出をしてください。

STEP❸ 　元利金自動振込先口座へ利息のお支払
　利息の受取日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより利息をお支払します。

【手続に当たってのご注意】
　�　代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、利息の支払等に支障が生じます。

総会等で代表者等変更の決議がなされ次第、速やかに変更の届出をお願いします（☞ P25～32参
照）。利息の支払の直前に変更の届出をいただくと、書類の不備等により変更手続が完了しない
場合、利息の支払遅延の原因となります。
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債券の中途換金（買入請求）

1 債券の中途換金手続

　共用部分の修繕工事費に充てる等の場合には、第 １回の購入の債券発行から １年以上経過すれ
ば中途換金の申出（買入請求）ができます。

　　　　〈中途換金可能時期〉
　　　　中途換金の申出受付：2023年 2 月２1日～
　　　　中途換金の代金払戻し：2023年 4 月～

　ただし、以下の債券は中途換金できません。
　　・第 ２回から第10回までの購入に係る債券で、発行から ２か月以内のもの
　　・中途換金の代金の支払日が満期償還月（発行から10年後の 2月）となる債券

　中途換金には、機構による審査及び承認が必要です。審査の結果、ご希望の月に中途換金がで
きない場合がありますので、ご了承ください。
　なお、マンションの緊急の修繕工事など、やむを得ない事情により債券を換金する必要がある
場合は、債券発行から １年以上経過していなくても中途換金に応じることがあります。

中途換金の単位
�　中途換金は必ず １口（50万円）単位で行います。50万円未満の中途換金（例：49万円）や50万
円未満の端数が付いた中途換金（例：170万円）はできません。
　※2002年度以前の購入開始分の中途換金は １口100万円単位で行います。

購入した債券の残高と中途換金口数
�　中途換金を行う時点で購入した債券の残高の範囲内であれば、一部でも全部でも中途換金が可
能です。
�　なお、一部中途換金の場合には、中途換金を行う債券は、中途換金を行う口数に応じて購入の
時期が古い債券からの順番となります（購入した時期が新しい債券を指定して中途換金を行うこ
とはできません。）。
�　残高の一部を中途換金した後の残りの債券については、その後、修繕工事のために再度中途換
金を行うことや、満期まで保有することが可能です。
　積立手帳を複数お持ちの場合は、購入開始時期にかかわらず中途換金を行う手帳をお選びいた
だけます。

3
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中途換金の回数
　購入した債券を複数回に分けて中途換金することも可能です（回数に制限はありません。）。
　ただし、同じ月に中途換金を行うことができる回数は １回のみです。

中途換金の金額及び課税
　中途換金額は購入した債券 １口（50万円）に対し50万円です。
　※2002年度以前の購入開始分の中途換金額は １口（100万円）に対し100万円です。
�　また、これに加えて、中途換金を行う直前の利息の受取日の翌日から中途換金時までの期間に
応じて算出した経過利息をお支払します。
�　なお、課税は経過利息に対してのみ行われ、課税の取扱いは源泉分離課税となります（経過利
息は所得税及び復興特別所得税の合計15.315％（2021年11月現在の税率）相当額を差し引いてお
支払します。）。
　※�今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等にお問合せく

ださい。

手数料
�　手数料はかかりません。

購入の継続
�　債券の購入を継続中で、債券の全部を中途換金した後も継続して購入することを希望する場合
は、「債券買入請求書」（☞ P63、64参照）の「今後の積立継続を【希望する】」に○をすること
で購入の継続が可能です。
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　 参考例

毎年30口（1,500万円）ずつ購入を行っている積立組合が、修繕工事のため第 １回目の購入か
ら ３年半後に、債券の中途換金を希望している場合

〈中途換金可能口数の考え方〉
・�購入を行った回数＝第 １ 回から第 ４ 回（第 １ 回から数えて ３ 年後の購入回数）までの計 ４
回

・購入した債券の残高＝30口× ４回＝120口

１ 口～120口（50万円～6,000万円）の範囲内で中途換金が可能

この積立組合が、50口（2,500万円）の中途換金を希望

中途換金の順番は、購入した時期が古い債券からとなるため、第 １ 回の購入分（30口）と第
2回の購入分のうち20口を合せた50口（2,500万円）の中途換金を行うことになります。

【イメージ図】

購入
回数

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

３年半
中途換金
実施

購入開始
から １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年

合計：50口（2,500万円）

３回目購入分の保有期間

４回目購入分の保有期間

５回目購入分の保有期間

２回目購入分の保有期間

購入開始から１年以上経過しているので、保有する120口の
範囲内で１口（50万円）単位の中途換金が可能です。

30口
（1,500万円）

20口
（1,000万円）

第２回の残りの10口（500万円）
は、満期までの保有が可能です。

中途換金時は、半年間（３年目の利息受取日の
翌日から中途換金時まで）の経過利息も含めて
お受取いただけます。

中途換金手続後の第５回目以降も、当初と同じ30口の購入が継続できます。

半年

　購入時期が古い債券から順番に中途換金を行います。（中途換金する債券の指
定はできません。）。

（ ）
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〈機　　　構〉 〈積立組合〉 〈みずほ銀行〉

中途換金に係る
意思確認

買入計算書の
記載内容のご確認

買入計算書を送付

元利金自動振込先口座へ中途
換金代金・経過利息の支払

購入した債券の
残高のご確認
必要書類のご送付

2 債券の中途換金手続の流れ

STEP❶ 　購入した債券の残高のご確認
　お手元にある最新の残高証明書（☞ P22参照）をご覧いただくか、住宅債券専用ダイヤル（☞
裏表紙参照）にご照会いただき、購入した債券の残高の確認を行います。

STEP❷ 　必要書類のご送付
　ご希望の中途換金額が決まりましたら、「債券買入請求書」（☞ P63、64参照）に中途換金の希
望額（希望口数）や中途換金の理由などを記載した上で、「積立手帳」とともにみずほ銀行にご
送付ください。
　「債券買入請求書」と「積立手帳」が月の １ 日から１５日までの間に送付（消印有効）され、か
つ、同月２０日（銀行休業日に当たる場合は前営業日）までにみずほ銀行に到着し、内容に不備が
なかったものは翌月１０日（銀行休業日に当たる場合は前営業日）のお支払となります。
　ご提出書類に不備があった場合は、お支払が遅延することがありますので、スケジュールには
余裕を持ってお手続されることをお勧めします。
　積立手帳を万一紛失された場合には、再発行の申請が必要になります。詳しくは、「 10こんな
ときには…？」（☞ P36参照）の「積立手帳を紛失した」をご覧ください。

【手続に当たってのご注意】
・�債券買入請求書は機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile_seikyu.
html）よりダウンロードいただくか、住宅債券専用ダイヤル（☞裏表紙参照）へご請求くださ
い。

・�郵送料は積立組合の負担となります。
　�なお、必要書類のご送付に当たっては、簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法により確実
に送付していただくことをお勧めします。

・債券買入請求書の控えは大切に保管してください。
・�代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、中途換金の代金支払等に支障が生じ

ます。総会等で代表者等変更の決議がなされ次第、速やかに変更の届出をお願いします。（☞
P25～32参照）



21

STEP❸ 　書類の確認
　送付していただいた書類の内容の確認を機構住宅債券事務センター及びみずほ銀行で行いま
す。書類の不備や記載事項に不明な点がある場合は、機構住宅債券事務センター又はみずほ銀行
から積立組合にお問合せさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

STEP❹ 　中途換金に係る意思確認
　理事長以外の会計担当役員等の方に対し、機構住宅債券事務センターからお電話にて中途換金
の意思確認をさせていただきます。意思確認がとれ次第、中途換金の手続を進めさせていただき
ます。

【ご注意】
・�会計担当役員等の方のご連絡先は、平日の日中に確実に連絡がとれる連絡先を債券買入請求書に

ご記入ください。
・�月末までに中途換金の意思確認ができない場合は、翌月10日（銀行休業日に当たる場合は前営業
日）の中途換金の代金の交付時期に中途換金の代金及び経過利息をお支払できませんので、ご了
承ください。

STEP❺ 　買入計算書を送付
　中途換金の申出から中途換金の代金をお支払するまでの間に、中途換金額・経過利息額・元利
金自動振込先口座などを記載した「買入計算書」をみずほ銀行から積立組合の代表者の方（理事
長等）又は積立組合が別途指定した管理会社に送らせていただきます。
　また、 STEP❷ でご送付いただいた積立手帳も併せてご返送いたします。

STEP❻ 　買入計算書の記載内容のご確認
　買入計算書が届きましたら、記載内容を確認し、ご不明な点があれば中途換金の申出を行った
月の月末までにみずほ銀行（☞裏表紙参照）にお問合せください。

STEP❼ 　元利金自動振込先口座へ中途換金代金・経過利息の支払
　所定の期日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより中途換金の代金及び経過
利息をお支払します。
※�債券の満期日（☞ P23参照）の属する月の前月に中途換金の手続をされた場合は、満期を迎え
る債券は中途換金の対象から外れます（満期償還の対象となります。）。
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残高証明書
　毎年 １ 回、積立組合が希望する月に、機構が残高証明書（ハガキ）を発行し、代表者の方（理
事長等）又は積立組合が別途指定した管理会社宛てに送付しますので大切に保管してください。
　送付希望月は応募時に「積立申込書」にご記入いただくことで指定していただいており、発行
する残高証明書には前月末の残高を表示しています。
　なお、残高証明書は送付希望月の第 7 営業日頃に発送します。それ以前の送付については、ご
希望に添えませんのでご了承ください。

【ご注意】
　積立金の振込みが完了していても、まだ債券が発行されていない場合は、その購入金額について
は残高証明書の債券残高には含まれません。
（例）　�2021年11月～2022年 2 月に積立金の振込みをした場合、2022年 3 月以降送付の残高証明書に

記載されます。

※�　残高証明書を万一紛失された場合や、臨時の発行を希望する場合には、再発行の申請が必要
になります（この場合の残高証明書はハガキではなく封書にて送付します。）。

　�　「残高証明書等再発行申請書」を機構のホームページ（https://www1.fastcloud.jp/jhffaq/
jhf/web/knowledge267.html）よりダウンロードしていただくか、住宅債券専用ダイヤル（☞裏
表紙参照）へご請求ください。

　�　申請書のご提出に当たっては「残高証明書等再発行申請書」記載の注意事項（積立手帳のコ
ピーを添付等）をご確認ください。

　�　また、申請書をご提出いただいてから残高証明書の発行まで数日かかりますので、あらかじ
めご了承ください。

※�　残高証明書の送付時期を変更したい場合には、変更の届出が必要になります。詳しくは「 10

こんなときには…？」（☞P36参照）の「残高証明書の送付時期を変更したい」をご覧ください。

債券の満期償還

1 債券の満期償還額

　満期償還額（満期日にお支払する額）は購入した債券 1 口（50万円）に対し50万円となりま�
す（2002年度以前の購入開始分は 1口（100万円）に対し100万円）。
　また、満期日にはその債券の10回目（最終回）の利息を併せてお支払します（満期後は利息は付
きません。）。
　なお、満期償還金により、自動的に新たな債券での購入を継続する取扱いはございません。 
その年度の満期償還金をもって、新たに購入する債券の払込みに充当することができませんので、
ご留意ください（別途、購入のための資金のご用意が必要になります。）。

4

5
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〈機　　　構〉 〈積立組合〉 〈みずほ銀行〉

（満期償還金支払の
ご案内（満期償還
金支払通知書））

2 債券の満期のスケジュール
　購入する各債券の満期は、各債券の発行時期から10年後となります。

購入回数 購入する債券の発行日 購入する債券の満期日（満期償還金の支払日）

第 1回 2022年 2 月21日 2032年 2 月20日

第 2回から第10回 2031年まで毎年 2月20日（予定） 2041年まで毎年 2月20日（予定）

　※上記のスケジュールは2021年度応募の購入のものです。
　※上記の債券の発行日が銀行休業日に当たる場合は翌営業日に債券発行を行います。
　※上記の債券の満期日が銀行休業日に当たる場合は前営業日に満期日となります。
　※�第 2 回以降の債券の発行スケジュールは変更となる場合があり、これに伴い債券の満期日も

変更となることがあります。

3 満期償還手続の流れ

STEP❶ 　満期償還に関する事前案内
　満期が近づきますと、満期償還額や元利金自動振込先口座（☞Ｐ11参照）などを記載した満期
償還に関する事前案内のハガキ（「満期償還金支払のご案内」（満期償還金支払通知書））を機構
から積立組合の代表者の方（理事長等）又は積立組合が別途指定した管理会社へお送りします
（ 1月第 7営業日頃に発送予定）。なお、「満期償還金支払のご案内（満期償還金支払通知書）」に
記載している満期償還額は、前年12月末の残高に基づいていますのであらかじめご了承くださ
い。
STEP❷ 　元利金自動振込先口座等のご確認
　「満期償還金支払のご案内」（満期償還金支払通知書）が届きましたら、案内の記載内容をご確認
ください。ご不明な点がございましたら、住宅債券専用ダイヤル（☞裏表紙参照）までお問合せく
ださい。また、元利金自動振込先口座に誤りや変更がある場合は、「満期償還金支払のご案内」（満
期償還金支払通知書）を受領後、速やかにみずほ銀行（☞裏表紙参照）まで変更の届出をしてくだ
さい。
STEP❸ 　元利金自動振込先口座へ満期償還金のお支払
　満期日に、みずほ銀行から元利金自動振込先口座に振込みにより満期償還金をお支払します。

【手続に当たってのご注意】
　�　代表者等変更の都度、速やかな変更の届出がない場合には、満期償還金の支払等に支障が生じ
ます。総会等で代表者等変更の決議がなされ次第、速やかに変更の届出をお願いします（☞ P25
～32参照）。満期償還金の支払の直前に変更の届出をいただくと、書類の不備等により変更手続
が完了しない場合、満期償還金の支払遅延の原因となります。
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積立組合のご負担となる費用

時期 項目（主なもの）
税率

購入時
積立金の振込手数料
購入に必要な書類の作成費及び郵送費

－
－

毎年 １回の定期利息受取時
利息に対する所得税及び復興特別所得税（源泉分離
課税）

利息×15.315％（注）

中途換金

債券買入請求書（中途換金の請求書）及び積立手帳
の郵送費
経過利息に対する所得税及び復興特別所得税（源泉
分離課税）

－
利息×15.315％（注）

満期時
利息に対する所得税及び復興特別所得税（源泉分離
課税）

利息×15.315％（注）

代表者の変更等各種手続 手続に必要な書類の作成費及び郵送費 －

（注）2021年11月現在の税率を記載しています。
　　　�今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等にお問合せ

ください。

6
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〈機　　　構〉 〈積立組合〉 〈みずほ銀行〉

変更手続

1 変更手続の流れ

　代表者の方の変更など積立組合から届出いただいている内容に変更が生じた場合は、その都度
変更届を速やかにご提出していただく必要があります。速やかな変更の届出がない場合には、中
途換金の代金の支払や利息の支払等に支障が生じることがあります。
　※�書類の送付先を管理会社としている場合で、ご担当の管理会社が変更となったときは、併せ

て「送付先指定（変更・中止）依頼書」の提出により送付先を変更する手続が必要です（☞
P33、34参照）。

【手続に当たってのご注意】
・�毎月15日までに送付（消印有効）され、かつ、20日（銀行休業日に当たる場合は前営業日）まで
にみずほ銀行に到着し、同日までに不備なく処理が終了した変更内容が翌月から反映されます。

　�※�積立用書類については、発送される月（11月を予定）の前月（10月）に処理が終了した変更内
容が反映されます。

・�代表権等を確認するためにご提出いただく書類は、必要事項が記載されているか内容を十分ご確
認の上、お送りください（☞ P29参照）。

・�ご提出書類に不備があった場合は、変更処理が遅延することがありますので、スケジュールには
余裕をもってお手続されることをお勧めします。

・郵送料は積立組合の負担となります。
・�郵送に当たっては簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法により確実に送付していただくこ
とをお勧めします。

・変更届について、控えが必要な場合はコピーをとり、保管してください。
・� STEP❶ の必要書類のうち、積立手帳についてはみずほ銀行での手続終了後に積立組合（又
は管理会社）へ返送します。ただし、ご提出いただいた書類は原則として返却できませんので、
ご了承ください。

7
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STEP❶ 　変更手続に必要な書類の送付
　変更手続に必要な書類をみずほ銀行に送付していただきます。
　「登録内容の変更届出書」の作成に当たっては、Excel シートへの入力による「登録内容の変更
届出書（Excel版）」のご利用をお勧めします。（Excel 版のご案内☞ P31、32参照）。
　なお、積立用書類に同封した書式又は機構のホームページからダウンロードした手書き用の書
式に必要事項をご記入の上、手続することも可能です。

変更手続に必要な書類
送付先

（事務受託銀行）みずほ銀行　資本市場部業務第二チーム
〒100-8241 東京都千代田区丸の内 1 - 3 - 3 みずほ丸の内タワー� TEL：03-5252-6017

※�書類の送付先を管理会社としている場合で、ご担当の管理会社が変更となったときは、併せて「送付先
指定（変更・中止）依頼書」の提出により送付先を変更する手続が必要です（☞ P33、34参照）。

　なお、送付先指定依頼書と変更届出書の送付先は異なりますのでご注意ください。

変更の内容 変更手続に必要な書類
代表者の変更（代表者の
氏名・住所の変更）
（☞ P61、62参照）
※�行政区分又は地番の変
更があった場合もこの
手続が必要です。

◎�口座名義に代表者名が
含まれている場合、代
表者の変更と併せて、
元利金自動振込先口座
の変更が必要です（☞
P27）。

法人登記していない積立組合の場合
①�登録内容の変更届出書
②�総会議事録・その他の新代表者の代表権を確認できる書類（☞ P29参照）
　※積立組合によってご用意いただく書類が異なります。
③�新代表者の方の氏名・住所・生年月日が記載された次のいずれか １ つの

書類
　・運転免許証のコピー（表裏両面）
　・2012年 4 月 1 日以後に交付された運転経歴証明書のコピー（表裏両面）
　・健康保険証のコピー（住所の記載があるもの）
　・印鑑証明書（発行後 3 か月以内の原本）
　・住民票（発行後 3 か月以内の原本）
　・住民基本台帳カードのコピー（表裏両面）
　・�2020年 2 月 3 日以前に申請されたパスポートのコピー（顔写真のペー

ジ及び所持人記入欄（住所等記入済）のページ）
　・マイナンバーカードのコピー（表面のみ）
　　※�③の書類につきましては、個人情報保護の観点により、本籍地を黒

塗りしたもの又は本籍地の記載を省略したものをご準備ください
（本籍地を黒塗りすることにより住所地が確認できなくなる場合は、
黒塗りにしないようお願いします。）。また、健康保険証のコピーを
ご提出いただく場合は、保険者番号・被保険者記号・被保険者番
号・二次元コードを黒塗りしたものをご準備ください。

　　　�なお、この書類は、所得税法等の定めに基づき、積立組合の代表者
の方にご提出いただくものです。

法人登記している積立組合の場合
①登録内容の変更届出書
②�積立組合法人の登記簿謄本又は全部事項証明書（発行後 3 か月以内の原

本）
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③�新代表者の方の氏名・住所・生年月日が記載された次のいずれか 1 つの
書類

　・積立組合法人の印鑑証明書（発行後 3か月以内の原本）
　・�「法人登記していない積立組合の場合」の「③新代表者の方の氏名・

住所・生年月日が記載された書類」
　　のうちいずれか

積立組合の名称・所在地
の変更
（☞ P61、62参照）
※�行政区分又は地番の変
更があった場合もこの
手続が必要です。

※�組合の名称変更に伴
い、届出印の変更があ
る場合には P28「届出
印の変更」をご覧くだ
さい。

法人登記していない積立組合の場合
①登録内容の変更届出書
②積立手帳
　※複数の積立手帳を保有している場合は、全ての積立手帳が必要です。
③積立組合の名称・所在地の変更に関する次の書類（注）
　◆マンション管理規約のコピー
　◆積立組合の名称・所在地の変更に関する集会の議事録等のコピー

（注）�市区町村の統廃合等により単に住居表示に変更が生じたのみの場合に
ついては、①及び②に加え、変更内容が分かる行政からの通知書類等
をご提出ください（上記③の書類をご提出いただく必要はありませ
ん。）。

法人登記している積立組合の場合
①登録内容の変更届出書
②積立手帳　
　※複数の積立手帳を保有している場合は、全ての積立手帳が必要です。
③�積立組合法人の登記簿謄本又は全部事項証明書（発行後 3 か月以内の原本）

代表者以外（会計担当役
員等や管理会社）の連絡
先の変更
（☞ P61、62参照）

○登録内容の変更届出書
　※�会計担当役員等の方や管理業務を委託している管理会社等、代表者以

外の方の連絡先が変更となった場合も、変更届の提出が必要です。
　※�代表者以外の方の連絡先として登録された方に、今後、積立内容の確

認等をさせていただくことがありますので、ご了承ください。

元利金自動振込先口座の
変更
（☞ P61、62参照）

①登録内容の変更届出書
②積立手帳
　※�複数の積立手帳を保有している場合は、全ての積立手帳が必要です。
　※�金融機関やその支店の統合により金融機関、支店又は口座番号が変わ

る場合（口座名義の変更無し）は、金融機関が発行する証明書類の写
しがあれば積立手帳は不要です。

　※�代表者変更手続に伴う元利金自動振込先口座変更で、金融機関、預金
種目及び口座番号に変更がなく、口座名義の代表者名のみが変更にな
る場合は積立手帳は不要です。
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届出印の変更
（☞ P61、62参照）

①登録内容の変更届出書
　※�法人登記していない積立組合の場合は、新旧の組合印の押印があるも

の
　※�法人登記している積立組合の場合は、新旧の印鑑登録のある印の押印

があるもの
②積立組合法人の印鑑証明書（法人登記している積立組合のみ）
　※変更後の印鑑に係る発行後 3か月以内の原本

　変更届の提出がない場合は、中途換金の手続ができなくなることや遅延するなどの支障が生じ
ることがありますのでご注意ください。
　上記の取扱いについてご不明な点がある場合は、みずほ銀行（☞裏表紙参照）までお問合せく
ださい。

STEP❷ 　書類の確認
　積立組合から送付された書類をみずほ銀行において確認させていただきます。
　また、書類に不備がある場合は、みずほ銀行から積立組合に連絡させていただきます。
　なお、ご提出いただいた書類は原則として返却できませんのでご了承ください。

STEP❸・❹ 　変更内容の報告・代表者等変更手続完了のお知らせ
　書類の確認が終了しますと、機構はみずほ銀行から変更内容の報告を受けます。
　また、手続が完了した後、変更後の内容を登録した旨を記載した「登録内容の変更手続完了の
お知らせ（積立手帳別紙）」を機構から積立組合の代表者の方（理事長等）又は積立組合が別途
指定した管理会社に送らせていただきますので、大切に保管してください。
　なお、お知らせは毎月中旬頃に送付します（毎月第 7営業日頃に発送を行っています。）。
※届出印の変更については、みずほ銀行から手続完了をご連絡します。
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2 代表権等確認書類

いいえ

いいえ

総会で役員と代表者（理事長
等）が同時に選任される。

総会で一旦役員が選任され、
理事会で役員の互選により代表
者（理事長等）が選任される。

総会議事録で「必要な内容①」が
全て確認できる。

総会議事録で「必要な内容②」が
全て確認できる。

次ページ

B  
をご提出

必要な内容①
・現代表者選任が決議されたこと
・現代表者の役職名
・現代表者の氏名

総会議事録と総会議案書を併せれ
ば、「必要な内容①」が全て確認で
きる。

必要な内容②
・現役員の選任が決議されたこと
・選任された役員の氏名
・総会後に、理事会で役員の互選に
より現代表者が選任されたこと

・現代表者の役職名
・現代表者の氏名

次ページ

A  
をご提出

いいえ

総会議事録と理事会議事録等を併

※第三者管理方式の積立組合の場合は、みずほ銀行にお問合せください。

せれば、「必要な内容②」が全て確
認できる。

次ページ

C  
をご提出

みずほ銀行（事務受託銀行）にお問合せください。
電話番号：03-5252-6017

はい

いいえ

総会議事録等の内容により提出書類が異なります。
下のフロー図の「はい」又は「いいえ」に従って、どのパターンに当てはまるかをご確

認いただき、次のページのＡからＣまでのうち該当する書類をご提出ください。

はい

はい

いいえ

はい

はい

次ページ

A  
をご提出いいえ

はい

登記簿謄本又は全部事項証明書（発行後３か月以内のもの）をご提出ください。
（コピー不可）

法人登記している積立組合

法人登記していない積立組合
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　法人登記していない積立組合は、次表のＡからＣまでのいずれかの書類（前ページのフロー
図であてはまったもの）をご提出ください。その際は、次表の記載必要項目の記載が必須と
なります。記載必要項目の記載がない場合は、みずほ銀行（事務受託銀行）にお問合せくだ
さい。

※１ 総会議事録で記載事項が確認できない場合は、総会議案書も必要です。
※２ 理事会議事録等には、役員会議事録、役員互選報告書、住民へのお知らせ等を含みます。

注１） ご提出いただく総会議事録等については、変更手続時点の代表者が選任された際の総会議事録等で
あることが必要です。

注２） 全てコピーの提出で差し支えありません。
書類名 記載必要項目

A 総会議事録

管理組合名 マンション管理組合の正式名称
日程等 総会の開催日

決議内容等 現代表者の選任が決議されたこと。
役職名
氏名等

現代表者の役職名
現代表者の氏名

その他
定足数を満たす参加者が出席し決議が有効であることが分かる記述
議長及び総会に出席した組合員２名以上の署名

B

総会議案書

管理組合名 マンション管理組合の正式名称

日程等 総会の開催予定日や「第○期定期総会議事録」等がいつの総会に係
るものかの記述

決議内容等 現代表者の選任議案
役職名
氏名等

現代表者の役職名
現代表者の氏名

総会議事録

管理組合名 マンション管理組合の正式名称
日程等 総会の開催日

決議内容等 提出された総会議案書に記載されている現代表者の選任議案が決議
されたこと。

その他

総会の開催日等提出された議案書に係る議事録であることが分かる
記述
定足数を満たす参加者が出席し決議が有効であることが分かる記述
議長及び総会に出席した組合員２名以上の署名

C

総会議事録
※１

管理組合名 マンション管理組合の正式名称
日程等 総会の開催日

決議内容等 現代表者の選任が決議されたこと。

その他
定足数を満たす参加者が出席し決議が有効であることが分かる記述
議長及び総会に出席した組合員２名以上の署名

理事会議事録
等※２

日程等 理事会議事録の場合は理事会開催日、
役員互選報告書・住民へのお知らせの場合は書類作成日

決議内容等 現代表者の選任が役員の互選により決議されたこと。
役職名
氏名等

現代表者の役職名
現代表者の氏名

その他 理事会が作成した書類であることが分かる記述

代表権等確認書類について②６
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３ 「登録内容の変更届出書（Excel 版）」のご案内

Excel で
簡単入力

記入漏れ・記入相違
防止！

次回変更手続時にも
活用可

Excel シートへの入力によって「登録内容の変更届出書」の作成ができるため、手書き用の
書式を使用した場合に比べ簡易に作成できます。また、エラーチェック機能で記入漏れ等を
確認できます。
※�変更手続に当たっては「登録内容の変更届出書」を含む変更手続に必要な書類（☞P26～参
照）をご用意いただき、みずほ銀行（☞裏表紙参照）に送付していただく必要があります。

住宅金融支援機構ホームページからダウンロードいただけます。

「各種変更手続」に関するお問合せ先

事務受託銀行（みずほ銀行）
03-5252-6017
●営業時間９�００～17�００（土日、祝日、年末年始は休業）
●通話料金がかかります。

☎

「変更届出書」の送付先

〒100-8241
東京都千代田区丸の内1-3-3 みずほ丸の内タワー
みずほ銀行 資本市場部 業務第二チーム

〶
●変更届出書は1部を送付、 1部を控えとして保管
ください。
●届出印の押印が必要な場合※は忘れずに押印くだ
さい。
※「届出印」または「元利金自動振込先口座」を変更する場合に
、届出印の押印が必要です。

マンションすまい・る債 変更届出書 検索

「変更届出書」の入手方法

https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/
smile_henkou_name.html

最後に
確認�
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変更届出書（Excel 版）の使い方

登録内容の変更届出書送付先
（事務受託銀行）
	 みずほ銀行
	 資本市場部業務第二チーム

	 〒100-8241　東京都千代田区丸の内 1 - 3 - 3 みずほ丸の内タワー
	 ＴＥＬ：03-5252-6017

※変更手続に必要な書類についてはP26 ～ P28 を参照してください。

[入力シート]にある変更する項目に☑チェックを入れてください。
入力が必要な項目のセルだけが黄色くなります。
黄色くなっている全てのセルに入力ください。

変更届出書（Excel版）をリニューアルしました

変更届出書（Excel版）の使い方

＜入力画面のイメージ（一部）＞
① 今回変更する項目に✔マークをつけてください。（□をクリックすると✔がつきます。）

② 黄色のセルに入力してください。

年 月 日

←80文字以下で入力願います。

←40文字以下で入力願います。

←80文字以下で入力願います。

←40文字以下で入力願います。

代表者氏名・住所

代表者以外の連絡先

元利金振込先口座

届出印

積立組合名称

積立組合所在地

フリガナ

漢字等

フリガナ

漢字等

積立組合の名称
（登録済の情報）

入力不要

積立組合番号

記入日

法人登記の有無

変更する項目にチェッ
クを入れると、入力の
必要な項目だけが黄色
くなります。

入力セルを次のとおり色分けしています。

必ず入力ください。
入力不要です。

全ての入力が終わりましたら、 ボタンを押してくだ
さい。
入力漏れ等がある場合は、エラー箇所が赤く反転しますので、修
正のうえ、再度エラーチェックをお願いします。

入力

エラー
チェック

[出力シート]にある ボタンを押して印刷ください。

自動的に２部印刷されます。
届出印の押印が必要な場合は、事務受託銀行（みずほ銀行）送付用
に届出印を押印ください。
１部を事務受託銀行（みずほ銀行）に送付し、１部は控えとして
保管ください。

出力

！注意点！ エラーがある状態では印刷できませんので、ご注意ください。
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書類の送付先について

　機構等から送付する書類は、あらかじめ届け出られた管理組合の代表者の方（理事長等）宛て
に送付しますが、「送付先指定（変更・中止）依頼書」をご提出いただくことにより、送付先を
ご担当の管理会社に変更することができます。

書類の送付先及び対象となる書類（イメージ）

【通常の場合】

機　構

・�受付及び登録内容のお知らせ（積立
手帳別紙）

・積立用書類
・発行通知書
・利払通知書
・残高証明書
・�登録内容の変更手続完了のお知らせ
（積立手帳別紙）
・満期償還金支払通知書

管理組合
（代表者）

みずほ銀行 ・買入計算書

【送付先指定依頼書をご提出いただいた場合】

機　構

・�受付及び登録内容のお知らせ（積立
手帳別紙）

・積立用書類
・発行通知書
・利払通知書
・残高証明書
・�登録内容の変更手続完了のお知らせ
（積立手帳別紙）
・満期償還金支払通知書

管理
会社

管理組合
（代表者）

みずほ銀行 ・買入計算書

※�上記書類以外に機構から送らせていただくお知らせは送付先指定の対象外です。
　マンション管理情報誌「マンション情報 BOX」は、原則として管理組合宛てに送付します。

8
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送付先の指定方法（送付先を管理会社に変更する場合又は指定内容を変更する場合）
　�　「送付先指定（変更・中止）依頼書」（注）を、住宅債券事務センター宛てに郵送にてご提出
ください。

「送付先指定（変更・中止）依頼書」
送付先

住宅金融支援機構　住宅債券事務センター
〒112-8570 東京都文京区後楽 1 丁目 4 番10号�

　�　毎月15日までに送付（消印有効）され、かつ、20日（土日・祝日に当たる場合は前営業日）
までに住宅債券事務センターに到着し、同日までに不備なく処理が完了した場合は、翌月の送
付物から送付先が変更されます。

　（注）�「送付先指定（変更・中止）依頼書」は、機構のホームページ
（https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile_soufuhenkou.
html）をご参照の上、書式をダウンロードしてご使用ください。

　※管理会社を変更する場合、併せて「登録内容の変更届出書」のご提
出が必要となります。

《重要》　送付先指定に当たってのお願い及び留意事項
①�「送付先指定（変更・中止）依頼書」のご提出に当たっては、送付先として指定する管理会社の了解

を得ていただくようお願いします（管理事務室・管理事務所を送付先とすることはできません。）。

②�ご提出いただいた「送付先指定（変更・中止）依頼書」の届出内容（送付先及び送付先住所）に変更

があった場合には、直ちに変更後の内容を同依頼書により届出ください（担当者のみ変更となる場合

は、ご提出いただく必要はありません。）。

　※�「送付先指定（変更・中止）依頼書」のご提出後に代表者の方の変更があった場合は、同依頼書の
再提出は不要ですが、「登録内容の変更届出書（元利金自動振込依頼書兼用）」による変更手続は必
要です（代表者変更手続については、機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/
smile/customer/tetuzuki.html）をご覧ください。）。

③指定できる送付先は、 １つの積立組合（積立組合番号）につき １箇所です。

④�同一の積立組合（積立組合番号）が複数の積立手帳を保有している場合においても、「送付先指定（変

更・中止）依頼書」を １部ご提出いただくことにより、全ての積立手帳に係る送付先が変更となりま

す。

⑤�過去に債券を購入された（残高のある）管理組合が新たに応募する場合、既に指定した内容に変更が

なければ、「送付先指定（変更・中止）依頼書」の提出は不要です。

⑥�送付先を指定する対象書類については、「全ての書類」又は「残高証明書及び買入計算書のみ」の選択

が可能です。

⑦�送付先変更の手続完了に関するお知らせはお送りしませんので、書類の到着をもってご確認ください。
⑧�ご提出に当たっては、「本件について万が一将来紛議が生じましても、機構及び事務受託銀行は責任を

負わないことを確認します。」等について承認いただきます。詳細は「送付先指定（変更・中止）依頼

書」の（承認条項）をご確認ください。
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9 債券の安全性
　債券の安全性は、一般的に、それを発行する主体（発行体）の債務全体を履行する総合的な能
力（信用力）に依存していると考えられています。
　機構は、資本金の全額を政府が出資しており（2020年度末7,015億円）、主務大臣は国土交通大
臣と財務大臣です。マンションすまい・る債は、政府保証は付されていませんが、独立行政法人
住宅金融支援機構法（平成17年法律第82号。以下「機構法」といいます。）に基づき、国の認可
を受けて発行しています。
　なお、マンションすまい・る債は預金保険制度の対象ではありません。

機構の財務状況等（2020年度決算）
損益の状況
　法人全体では2,410億円の当期総利益を計上し
ています。
　機構の財務諸表等はこちらでご覧になれます。
（https://www.jhf.go.jp/teikyou/zaimu.
html）
　機構の経営資料はこちらでご覧になれます。
（統合報告書）
（https://www.jhf.go.jp/about/disclosure/
index.html）
　機構は、マンションすまい・る債の個別の格付
けは取得していませんが、債券を発行する発行体
（当機構）についての、債務全体を履行する総合的な能力（信用力）に関する外部機関からの評
価（発行体格付）を以下のとおり取得しています。

　　・S&Pグローバル・レーティング・ジャパン（S&P）：Ａ＋（2021年 2 月 1 日現在）
　　・格付投資情報センター（R&I）：ＡＡ＋（2020年12月 1 日現在）

　マンションすまい・る債の元本については、機構法において、機構の財産より優先的に弁済さ
れることが定められており、積立組合のみなさまからお預かりした財産を保全するための措置が
講じられています。
　マンションすまい・る債は、国の認可を受けて機構が発行する一般担保（※ １）付債券です。
　マンションすまい・る債を保有されている方は、機構の総資産から優先的に弁済を受ける権利
があります（※ 2）。
※ １ �　マンションすまい・る債を保有されている方は、機構法第19条第 ４項により「機構の財産

について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」とされています。
この優先弁済権の順位は、同条第 5項において民法の規定による一般の先取特権に次ぐもの
と規定されています。

※ ２ �　マンションすまい・る債は、発行体である機構の信用状況の悪化等により、元本や利息の
支払が滞る可能性や、元本割れが生じる可能性があります。

2018年度 2019年度 2020年度

（単位：億円）
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

0

当期総利益 利益剰余金

2,044
1,514

2,410

11,747

13,237

15,623
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こんなときには…？

事　　　　象 対応

・積立手帳を紛失した 　速やかにみずほ銀行（☞裏表紙参照）にご連絡ください（詳細な手続はご
連絡いただいた際にみずほ銀行からご説明します。）。

・届出印を紛失した

・購入を失念した 　本制度は継続購入を前提とする制度ですので、購入を １回でも故意に中断
したり、失念された場合は以降の購入の権利を失います。

・残高証明書を紛失した
・�残高証明書を臨時に発行
して欲しい

・�利金支払のご案内（利払
通知書）を紛失した

・�債券発行のご案内（発行
通知書）を紛失した

・満期償還金支払のご案内
　�（満期償還金支払通知書）
を紛失した

　残高証明書を万一紛失された場合や臨時の発行を希望する場合、また、利
払通知書、発行通知書又は満期償還金支払通知書を万一紛失された場合には、
残高証明書等【再発行】申請書及び積立手帳（コピー）をご提出ください。
　なお、申請書をいただいてから、残高証明書、利払通知書［再発行］、発行通
知書［再発行］又は満期償還支払通知書［再発行］の発行まで数日間いただく
ことがありますので、あらかじめご了承ください。
　��機構のホームページ（https://www1.fastcloud.jp/jhffaq/jhf/web/
knowledge267.html）よりダウンロードし、プリントアウトしてご利用く
ださい。

※�プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル（☞裏表紙参照）に
ご連絡いただければ、申請書をお送りします。

※ご提出に当たっては、申請書記載の注意事項をご確認ください。

・�残高証明書の送付時期を
変更したい

　積立組合の決算月が変更された場合など送付時期の変更を希望される場合
には、変更の届出が必要になります。届出書（「残高証明書の送付時期変更届
出書」）は、機構のホームページ（https://www1.fastcloud.jp/jhffaq/jhf/
web/knowledge267.html）よりダウンロードし、プリントアウトしてご利
用ください。
※�プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル（☞裏表紙参照）に
お問合せください。届出書を送らせていただきます。

※�ご提出に当たっては「残高証明書の送付時期変更届出書」記載の注意事項
をご確認ください。

・�代表者の方の氏名・住所
を変更したい

・�積立組合の名称・所在地
を変更したい

・管理会社を変更したい
・�会計担当役員等や管理会社
の住所等を変更したい

・�振込先口座を変更したい
・届出印を変更したい

　登録内容の変更届出書と添付書類（☞ P26～28参照）を併せてみずほ銀行
（☞裏表紙参照）にご送付ください。
※登録内容の変更届出書の記入方法（☞ P61、62参照）をご確認ください。

・�登録内容の変更届出書な
どの手続用書類が欲しい

　変更届出の書式（「登録内容の変更届出書」）（パソコン用：Excel、手書用：
PDF）及び「債券買入請求書」は、機構のホームページよりダウンロードし、
プリントアウトしてご利用ください。
〈機構のホームページ〉
・�変更届出の書式（「登録内容の変更届出書」）
　https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile_henkou_name.html
・�「債券買入請求書」
　https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile_seikyu.html
※�プリントアウトできない方は、住宅債券専用ダイヤル（☞裏表紙参照）に
お問合せください。書式を送らせていただきます。

10
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マンションすまい・る債　積立制度　手続規定

　この手続規定は、マンションすまい・る債（住宅金融支援機
構住宅宅地債券及び住宅金融支援機構債券のうちマンション債
券に係る積立制度をいいます。以下「本制度」といいます。）
の取引について、独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機
構」といいます。）及び機構が指定する事務受託銀行（以下

「事務受託銀行」といいます。）と本制度に係る積立てを行うマ
ンション管理組合（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年
法律第69号）に規定する区分所有者の団体をいいます。以下同
じ。）との間の取扱いを記載したものです。
　本制度に係る積立てを行うマンション管理組合については、
この手続規定について承諾したものとします。

〔制度についての基本規定〕
１（債券の積立てについて）
⑴ 積立てとは、マンション管理組合が、原則として、マンショ
ン全体の 1 年当たりの修繕積立金額に、前年度決算におけ
る修繕積立金会計の残高（定期的に積み立てた修繕積立金
の残高や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計の各科目
の残高の合計額から借入金額を除いた額をいいます。）を加
えた金額の範囲内で、機構が発行する債券を購入すること
を指します。

⑵ 機構は、積立てを行うマンション管理組合の募集を、年
１ 回行い、マンション管理組合は、機構が定める応募手続（以
下「応募手続」といいます。）に従い、毎年 １ 回の応募がで
きます。

⑶ 機構は、機構が定める応募受付期間内に応募してきたマ
ンション管理組合から提出された書類の確認等を行い、積
立てができるマンション管理組合として選定します。

⑷ ⑶の手続により選定されたマンション管理組合（以下「積
立組合」といいます。）は、応募した年度（以下「募集年度」
といいます。）に初回の債券の購入を行うこととし、以後、
毎年 １ 回、10年間行うことができます（この最高10回の債
券の継続的購入を、以下「募集年度の積立て」といいます。）。

⑸ 積立ての最低単位は １ 口50万円（ただし、募集年度が平
成14年度以前である場合にあっては １ 口100万円）です。積
立組合は、応募時に届け出た積立希望口数（以下「積立口数」
といいます。）を、毎年積み立てることとなります。口の分
割及び口数の変更はできません。

⑹ 購入された債券は、債券の発行日をもって積立組合の代
わりに機構が全額保護預りします。17に定めるところによ
り債券を払い出す場合以外に、積立組合が債券を払い出す
ことはできません。

⑺ 既に積立てしている積立組合も、追加で別の募集年度に
応募することができます。⑶については、この場合も同様
とします。

２（債券について）
⑴ 積立組合が購入する債券は、機構が積立組合向けに発行
する、期間が10年の利付債券（住宅金融支援機構住宅宅地
債券（区）又は住宅金融支援機構債券（区））です。

⑵ 債券の利息等の発行条件は、機構が債券の発行の前にこ
れを定め、各年の債券購入の手続に係る申込証に記載します。

⑶ 債券の発行は、毎年 １ 回、 ２ 月20日（その日が銀行休業
日の場合は直後の営業日）に行います。

３（確認手続等）
⑴ 本制度はマンション管理組合専用の制度であり、個人及
びマンション管理組合以外の法人・団体等による応募はで
きません。

⑵ 本制度に応募するマンション管理組合は、応募手続の際
に、当該組合がマンション管理組合であることを証明する
機構が指定する書類（以下「マンション管理組合の確認書類」
といいます。）を機構へ提出してください。

⑶ 本制度への応募、取引に関する書類の記入、押印その他
の手続に必要な行為を行う方は、マンション管理組合（ １
の⑶に定めるところによる積立組合選定後は積立組合。以
下同じ。）の代表者（以下「代表者」といいます。）に限り
ます。本制度に応募するマンション管理組合は、応募手続
の際に、代表者の代表権等を証明する機構が指定する書類

（以下「代表権等の確認書類」といいます。）を機構へ提出
してください。また、積立組合は、募集年度の積立ての初
回の債券購入手続の際に、応募手続時のものとは別に機構
が指定する代表権等の確認書類を事務受託銀行の取扱店へ
提出してください。代表者が、書類の記入、押印その他の
手続に必要な行為を行った場合、そのためにいかなる損害
が生じても、代表者の過失又は悪意の有無にかかわらず、
機構及び事務受託銀行は責任を負いません。また、代表者
以外の方が、書類の記入、押印その他の手続に必要な行為
を行った場合、そのためにいかなる損害が生じても、機構
及び事務受託銀行は責任を負いません。

⑷ ⑴から⑶までの手続がなされない場合、積立組合がマン
ション管理組合であることが確認できない場合又は積立組
合が申し出た代表者の代表権が確認できない場合、積立組
合は積立ての資格を失い、初回及び ２ 回目以後の債券購入
はできません。 ２ 回目以後の債券購入その他の取引に関す
る手続についても、機構の求めに応じ手続がなされない場
合又は機構の求めに応じマンション管理組合の確認書類若
しくは代表権等の確認書類が提出されない場合は、積立て
の資格を失います。

４（確認書類等）
マンション管理組合の確認書類、代表権等の確認書類その他
の手続に必要な書類について、偽造、変造、不正使用その他
の事故があった場合、そのために生じた損害については機構
及び事務受託銀行は責任を負いません。
５（印鑑照合等）
⑴ 積立組合は本制度の取引に使用する印鑑（以下「届出印」
といいます。）を、初回の債券購入手続の際、機構に １ つ届
け出るものとします。 １ の⑺に定めるところにより追加し
て応募し、複数の募集年度の積立てを行う積立組合につい
ても、各募集年度の積立て毎に異なる印鑑を使用すること

11
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はできません。
⑵ 届出印については、法人登記された積立組合の場合には
当該組合の印鑑証明のある印、法人登記されていない積立
組合の場合には当該組合の印（理事長印等）を届け出てく
ださい。

⑶ 機構及び事務受託銀行が諸届その他の書類に使用された
印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違な
いものと認めて取り扱った場合、それらの印鑑又は書類に
つき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じ
た損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いませ
ん。

６（積立手帳について）
⑴ 募集年度の積立ての初回の債券購入の手続に先立ち、機
構は積立組合に積立手帳を １ 通発行します。積立組合がそ
の募集年度の積立てに係る取引により保有する債券が保護
預りとなっている間、又は積立組合がその募集年度の積立
てに係る取引により積立ての資格を有している間、これを
積立組合を特定する証として取扱いますので、大切に保管
してください。 １ の⑺に定めるところにより追加して応募
し、複数の募集年度の積立てを行う積立組合に対しては、
各募集年度の積立ての初回の債券購入の手続に先立ち積立
手帳を各 １ 通発行します。

⑵ 機構所定の取引の際には、機構が指定する手続書類と併
せて、積立手帳を提出してください。

⑶ 積立手帳を、盗難、不正使用等が発生しないよう、厳重
に保管するとともに、代表者の交代時には遅滞なく交代後
の代表者に引き渡してください。積立手帳の盗難、不正使用、
偽造、変造その他の事故があった場合、そのために生じた
損害については機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

⑷ 積立手帳には、機構が付与した、積立組合を特定する積
立組合番号及び募集年度の積立てを特定する積立手帳番号
が表記されます。積立組合番号及び積立手帳番号は積立組
合だけの固有番号ですから、機構及び事務受託銀行への手
続又は連絡の際には、この番号を所定の書類に記入し、又
はお知らせください。また、 １ の⑺に定めるところにより
追加で応募を行う場合、機構に対し、積立組合番号を申告
する必要があります。

⑸ 積立手帳を譲渡し、又は質入れすることはできません。
７（積立資格の喪失について）
次の⑴から⑸までのいずれかに該当する場合には、積立組合
は、各募集年度の積立て毎（積立手帳番号毎）に、その後の
積立ての資格を失います。
⑴ 積立組合が、債券購入を行わなかった場合（22の⑸に定
める場合を含みます。）

⑵ 積立組合が、積み立てた債券のすべてにつき買入消却を
受け、かつ、買入消却の請求（以下「買入請求」といいます。）
の手続において積立ての中止の意思表示を行った場合

⑶ 積立組合が、やむを得ない理由により債券の保護預りを
解除した場合

⑷ 機構の求める手続及び書類の提出がなされない場合
⑸ その他機構が積立ての資格の取消が必要と判断した場合

〔手続についての基本規定〕
８（手続書類の提出方法について）
⑴ 本制度における積立組合の手続においては、積立金の振

込みを除き、機構が指定する手続書類を事務受託銀行の取
扱店に郵送することにより行います。書類の提出はすべて
郵便によることとし、持参による提出は受け付けません。

⑵ 郵送の期限については、各取引毎に機構が定めます。こ
の期限を過ぎて事務受託銀行に到着した手続書類について
は、手続が成立しない、又は相当期間遅延することがあり
ます。なお、そのために積立組合に生じた損害については、
機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

９（取引書類の送付について）
機構及び事務受託銀行から積立組合に送付する本制度の取
引・手続に係る書類等は、代表権等の確認書類で届け出られ
た代表者（以下「届出の代表者」といいます。）あて又は機構
が指定する手続書類により積立組合が指定した管理会社（以
下「管理会社」といいます。）あてに郵便又はこれに準ずる方
法で送付します。

10（手続書類の延着及び未着について）
⑴ 機構又は事務受託銀行の取扱店あてに、積立組合が各取
引に必要な各種書類を郵便又はこれに準ずる方法で送付し
た場合で、当該書類が延着し、又は到達しなかったときには、
そのために生じた損害については機構及び事務受託銀行は
責任を負いません。

⑵ ９ に定める方法に従い、届出の代表者又は管理会社あて
に機構又は事務受託銀行が通知又は送付書類を発送した場
合には、当該書類が延着し、又は到達しなかったときでも
通常到達すべき時に到達したものとみなします。

11（連絡先）
�機構又は事務受託銀行は、届出の代表者に連絡がとれない場
合に、マンション管理組合が応募時に届け出た連絡先（23に
定めるところにより、連絡先の変更の届出を行った場合は積
立組合が届け出た連絡先）に対して、取引に関し連絡するこ
とがあります。

〔債券の保護預りについての規定〕
12（保護預りの範囲）
積立組合は、募集年度の積立ての初回の債券購入の手続時
に、必ず、機構が指定する書類をあらかじめ提出することで
債券の保護預り依頼を行うものとし、債券は、発行と同時に
機構がこれを全額保護預りします。

13（債券の保管方法）
⑴ 機構が保護預りする債券は、機構が善良なる管理者の注
意義務をもって、所定の場所（事務受託銀行）に再寄託し、
他の預け主の同銘柄の債券と区別することなく混蔵保管で
きるものとします。

⑵ 混蔵保管は、大券をもって行うことがあります。
14（告知書の提出）
利子に係る告知書については、12に定める保護預り依頼時に
機構が指定する書類にて、積立組合が事務受託銀行の取扱店
に提出するものとします。

15（取引内容の通知）
募集年度の積立て毎の取引の内容について機構は、取引の都
度発行する計算書等によりお知らせします。

16（残高の通知）
�機構は、募集年度の積立て毎の残高の明細を記載した残高証
明書を、年 １ 回、積立組合が応募時に届け出た希望時期に、
届出の代表者又は管理会社に送付します。
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17（債券の払出し）
保護預りされた債券については、買入消却、利払及び満期償
還の際に、その対象となる債券（利払の場合は利札のみ）に
限り払出しを行い、19から21までに定める方法により利息、
償還金及び買入代金を支払います。

18（譲渡又は質入れの禁止）
この保護預りに伴う一切の権利について、譲渡又は質入れす
ることはできません。

19（利息、償還金等の受取方法）
保護預りの債券の利息、償還金及び買入代金については、20
に定める元利金自動振込先口座に振り込みます。機構及び事
務受託銀行の店頭にて受け取ることはできません。

20（元利金自動振込先口座の指定）
⑴ 積立組合が12に定める保護預り依頼を行うに際しては、
必ず機構の指定する書類を提出することにより、利息、償
還金、買入代金、振込みの返戻金その他一切の取引に係る
資金の振込先とする預金口座（以下「元利金自動振込先口座」
といいます。）を指定するものとします。ただし、既にそれ
以前に募集年度の積立てを行い、元利金自動振込先口座を
指定している積立組合については、改めて元利金自動振込
先口座を指定する必要はありません。

⑵ 積立組合は元利金自動振込先口座を変更する場合には、
機構の指定する書類の提出により元利金自動振込先口座変
更の手続をするものとします。

⑶ 積立組合は、元利金自動振込先口座を、 １ 口座のみ指定
するものとします。

⑷ 元利金自動振込先口座に指定する預金口座は、積立組合
自身の預金口座を指定することとし、かつ口座名義に積立
組合のマンション管理規約に定められた積立組合の名称が
明記されているものに限ります。

⑸ 機構又は事務受託銀行が⑴から⑷までに基づき元利金自
動振込先口座に指定された口座に、21に定めるところによ
り利息、償還金、買入代金及び振込みの返戻金その他一切
の取引に係る資金の振込みを行った場合は、いかなる損害
が生じても機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

21（利息、償還金等の元利金自動振込先口座への振込み）
⑴ 事務受託銀行は、各債券の利払日に、元利金自動振込先
口座に利息を振り込みます。

⑵ 事務受託銀行は、各債券の償還日に、元利金自動振込先
口座に償還金を振り込みます。

⑶ 買入消却を行う場合、事務受託銀行は、各債券につき機
構の定める買入代金の交付日（以下「買入日」といいます。）
に、元利金自動振込先口座に買入代金及び利息を振り込み
ます。

⑷ ⑴から⑶までによる振込みは、各募集年度の積立て毎（積
立手帳番号毎）に合算して行うことができるものとします。

⑸ 機構及び事務受託銀行に責任を帰すべきでない理由によ
り、⑴から⑷までによる振込みが遅延した場合には、その
ために生じた損害について、機構及び事務受託銀行は責任
を負いません。

⑹ ⑴から⑷までによる振込みに係る振込手数料は無料とし
ます。ただし、機構及び事務受託銀行に責任を帰すべきで
ない理由により、⑴から⑷までによる振込みについて組戻
又は再振込みが必要となったときは、組戻手数料及び振込
手数料は積立組合の負担となります。この場合、事務受託

銀行は、組戻額又は再振込額の中から事務受託銀行所定の
手数料相当額を差し引いて振り込みます。

⑺ 債券の購入に際して積立組合から事務受託銀行に振り込
まれた資金につき、返金の必要が生じたときは、振込手数
料は積立組合の負担となります。この場合、事務受託銀行は、
振込額の中から事務受託銀行所定の手数料相当額を差し引
いて振り込みます。

〔債券の積立てについての規定〕
22（積立手続等）

⑴ 毎年の債券の購入に当たっては、積立組合は、募集年度
の積立ての初回の債券購入手続の際、機構が定める積立金
の振込受付期間（以下「積立金振込受付期間」といいます。）
内に、機構所定の振込依頼書にて、全国銀行データ通信シ
ステム（全銀システム）による振込みが可能な国内の金融
機関から、事務受託銀行の指定する口座に当該債券に係る
積立金（以下⑹に定めるところにより債券発行に係る払込
金に充当されるまでの間、これを「申込証拠金」といいます。）
を振り込むとともに、機構が定める積立てに必要となる書
類の受付期間（以下「積立必要書類返送受付期間」といい
ます。）内に、機構の指定する書類を事務受託銀行の取扱店
に郵送してください。この場合、振込みに係る振込手数料
は積立組合の負担となります。

⑵ ９ に定めるところにより機構が届出の代表者又は管理会
社にあてて送付した申込証に、何らかの署名がなされて事
務受託銀行に提出された場合は、これを積立組合の代表者
による債券購入の申込みとみなします。

⑶ 届出の代表者以外の方による署名がなされた申込証が事
務受託銀行に提出された場合、⑵により当該申込みは積立
組合の代表者によってなされたものとみなします。ただし、
機構及び事務受託銀行はこれをもって代表者変更の届出が
なされたとは取り扱いませんので、代表者の変更があった
場合には、23に定める手続により速やかに届け出て下さい。
なお、この手続が遅れたことにより生じた損害については、
機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

⑷ 申込証拠金は、口座引落及び ATM 利用による払込みは
できません。

⑸ 次の①から⑦までの要件のいずれか一つでも満たさない
場合、債券の購入はできません。また、①から⑦までの要
件を全て満たせば債券の購入は成立し、債券の発行日以後
いかなる理由があっても当該購入の取消しはできません。
① �積立必要書類返送受付期間内に、申込証その他機構が定

める書類が、事務受託銀行の取扱店に到着していること。
② �申込証拠金の振込みに当たって、機構所定の振込依頼書

が使用されていること。
③ 積立組合による債券購入の申込み ( ⑵の場合の申込みを
含む。) であること。

④ 積立組合が積立ての資格を失っていないこと。
⑤ �積立金振込受付期間内に申込証拠金が、事務受託銀行の

指定する口座に振り込まれていること。
⑥ �申込証に記載された金額と、振り込まれた申込証拠金の

金額が一致していること。
⑦ �振り込まれた申込証拠金の金額が「50万円（募集年度が

平成14年度以前である場合にあっては100万円）×積立口
数」の算式より算出した金額と一致していること。
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⑹  振り込まれた申込証拠金は、債券の発行日に債券購入の
ための払込金に充当されます。また、振込日から債券の発
行日までの利息はつきません。

⑺ 積立組合は、積み立てた債券につき、25に定めるところ
により一部又は全部の買入消却を受けた後も、積立組合が
積立て中止の申出を行わない限り、積立てを継続すること
ができます。

⑻ １ の⑺に定めるところにより追加して応募し、複数の募
集年度の積立てを行っている積立組合は、各募集年度の積
立て毎（積立手帳番号毎）に積立ての手続書類を提出して
ください。また、積立てに係る振込みについても、機構所
定の振込依頼書を使用して各募集年度の積立て毎（積立手
帳番号毎）に各々振込みを行うこととし、各募集年度の積
立てに係る債券毎の金額の合計金額での振込みは行うこと
はできないものとします。積み立てている各募集年度の積
立ての手続が行われない場合は、手続がされなかった募集
年度の積立てにつき、積立ての資格を失います。

⑼ 申込証拠金の振込手続において、積立組合が機構所定の
振込依頼書を使用しなかったことにより、機構及び事務受
託銀行が振込みを行った積立組合を特定できない場合、積
立ての手続ができず、振込金の返金ができなくなることが
あります。そのために生じた損害は、機構及び事務受託銀
行は責任を負いません。

〔届出事項の変更等についての規定〕
23（届出事項の変更等）

⑴ 機構に届け出た代表者の氏名及び住所、積立組合の名称
及び所在地、連絡先その他の変更並びに募集年度の積立て
の初回の債券購入の手続時に届け出た届出印、元利金自動
振込先口座その他の届出事項の変更（以下「届出事項の変更」
といいます。）があった場合には、届出の代表者（代表者の
変更の場合は、変更後の代表者）は、直ちに事務受託銀行
の取扱店に対し、機構が指定する手続書類により届け出て
ください。この場合、機構の指定する事項の変更については、
積立手帳を併せて提出してください。この届出の前にこの
届出を行わなかったことにより生じた損害については、機
構及び事務受託銀行は責任を負いません。

⑵ １ の⑺に定めるところにより追加して応募し、複数の募
集年度の積立てを行っている積立組合が届出事項の変更の
手続を行う場合は、すべての募集年度の積立てについての
手続となります。

⑶ 届出事項の変更の手続から、機構及び事務受託銀行から
送付される書類及び郵送物の宛先等についての届出事項の
変更の反映までは、相当の期間を必要とする場合がありま
す。これらの反映が完了し次第、機構から届出の代表者又
は管理会社にあてて、代表者等変更手続完了のお知らせを
送付します。なお、届出印の変更については、事務受託銀
行から届出の代表者又は管理会社にあてて、手続が完了し
た旨を通知します。

⑷ 届出の代表者又は管理会社にあてて機構又は事務受託銀
行が通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到
達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものと
みなします。

〔積立手帳・届出印の紛失等についての規定〕
24（積立手帳・届出印の紛失等）

⑴ 積立手帳や届出印を失った場合には、届出の代表者は直
ちに事務受託銀行の取扱店に電話で連絡してください。当
該取扱店は直ちに届出事項の変更受付、買入請求受付の停
止の措置を行うとともに、利払、買入消却及び満期償還の
各取引に係る支払の停止の措置を行います。この連絡の前
に生じた損害及び支払の停止の措置による損害については、
機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

⑵ １ の⑺に定めるところにより追加して応募し、複数の募
集年度の積立てを行っている場合、⑴に定める届出事項の
変更受付の停止の対象は、積立組合が積立てを行っている
全ての募集年度の積立てが対象となります。また、買入請
求受付の停止並びに利払、買入消却及び満期償還の各取引
に係る支払の停止は、積立手帳又は届出印を失った場合に
は、積立組合が積立てを行っている全ての募集年度の積立
てに係る債券が対象となります。

⑶ 機構及び事務受託銀行は、⑴の支払の停止の措置につい
て、当該取引が予定されている日の ２ 営業日前以後に連絡
された場合、当該取引の支払停止はできないことがありま
す。停止の措置ができないことにより生じた損害について
は、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

⑷ ⑴の事務受託銀行への連絡の後、直ちに機構が指定する
書類を、事務受託銀行の取扱店へ提出してください。

⑸ 届出事項の変更受付の停止の解除、買入請求受付の停止
の解除並びに積立手帳の再発行、利払、買入消却及び満期
償還の各取引に係る支払停止の解除については、機構所定
の手続を行った後に行います。この場合、相当の期間を必
要とすることがあります。

〔買入消却（中途換金・解約）についての規定〕
25（買入消却等）

⑴ 買入消却の手続は、各募集年度の積立毎（積立手帳番号毎）
に行います。 １ の⑺に定めるところにより追加して応募し、
複数の募集年度で積立てを行っている積立組合については、
それぞれの積立てについて一部又は全部の買入消却を請求
できます。

⑵ 積立組合は、次の①又は②の場合に限り保護預り債券の
全部又は一部について買入消却を請求できるものとします。
① �マンション共用部分の改良工事を行う場合（各募集年度

の積立毎（積立手帳番号毎）に積立開始日の翌日から 1
年を経過している場合で、機構による審査を受け、機構
が承認したときに限ります。）

② �マンションに係る不慮の事故等への対応の場合（機構に
よる審査を受け、機構が承認した場合に限ります。）

⑶ 積立組合は積み立てた債券につき、発行後 ２ か月以内の
債券及び買入日が属する月に満期償還を迎える債券を除き、
１ 口50万円（募集年度が平成14年度以前である場合にあっ
ては １ 口100万円）単位で、募集年度の積立て毎（積立手帳
番号毎）に発行日の古い債券から順に買入消却を受けるこ
ととなります。

⑷ 一部の債券の買入消却の場合には、買入消却する口数を
指定してください。

⑸ 全部を買入消却した場合でも、買入請求手続の際に積立
組合からの積立てを中止する旨の申出がない限り、次回か
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らの積立てを継続できます。
⑹ 買入代金の額は、額面金額とします（買入価額は額面100
円につき100円とします。）。買入消却を行う場合には、買入
日に、買入代金と併せて、直前の利払日の翌日から当該買
入日までの経過期間に応じて、機構が定める方法により計
算した利息額から源泉徴収税額を差し引いた額を、19から
21までに定める方法により支払います。

26（買入消却の手続）
⑴ 買入日は毎月 １ 回とし、毎月10日（その日が銀行休業日
の場合は直前の営業日）とします。

⑵ 買入消却の手続の際は、機構が定める債券買入請求書に
届出の代表者の氏名・住所及び届出の代表者以外の会計担
当役員等の氏名・連絡先等を記入し、届出印を押印の上、
⑶に定めるとおり事務受託銀行の取扱店に到着するよう買
入消却を行う債券に係る積立手帳とともに提出してくださ
い。⑶に定めるとおりに到着しない場合、それにより生じ
た損害については、機構及び事務受託銀行は責任を負いま
せん。

⑶ ⑵に定める債券買入請求書及び積立手帳の提出について
は、買入日の属する月の前月 １ 日から同月15日までの消印
を得て、買入日の属する月の前月20日までに事務受託銀行
の取扱店に到着するよう郵送してください。

⑷ 買入消却は各募集年度の積立て毎（積立手帳番号毎）に
何回でも請求することができます。ただし、同一募集年度
の積立て（同一積立手帳番号）の同一買入月において買入
消却を複数回請求することはできません。

⑸ 買入消却に際しては、債券買入請求書に記載された届出
の代表者以外の会計担当役員等に対して、機構から買入消
却の意思確認をさせていただきます。買入日の属する月の
前月末日（その日が銀行休業日の場合は直前の営業日）ま
でに買入消却の意思確認がとれ次第、買入消却の手続を進
めさせていただきます。この買入消却の意思確認がとれず、
買入消却の手続を進めることができなかった場合、そのた
めに生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任を
負いません。

⑹� 買入消却の受付手続が完了し次第、買入計算書が届出の
代表者又は管理会社あてに送付されます。当該代表者は買
入消却の内容と、元利金自動振込先口座を確認した上で、
誤りがあれば事務受託銀行の取扱店に直ちに連絡してくだ
さい。この連絡が買入日の属する月の前月末日までにない
場合、そのために生じた損害については機構及び事務受託
銀行は責任を負いません。

〔利払についての規定〕
27（利払等）

⑴ 各債券の利払日は、年 １ 回、 ２ 月20日（その日が銀行休
業日の場合は直前の営業日）とします。

⑵ 各債券の利払日には、債券発行時に各債券毎の機構が定
める方法により計算した利息額から源泉徴収税額を差し引
いた後の金額を、19から21までに定める方法により支払い
ます。

⑶ 利払に先立って、利金支払のご案内が届出の代表者又は
管理会社あてに送付されます。当該代表者は送付された利
金支払のご案内について、利払内容と、元利金自動振込先

口座を確認した上で、誤りがあれば事務受託銀行の取扱店
に直ちに連絡してください。この連絡が利払日の属する月
の10日までにない場合、そのために生じた損害については
機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

⑷ 積立組合は、行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第
58条第 １ 項又は第 ２ 項の規定により法人番号が指定された
ときは、当該法人番号を速やかに機構に提出してください。

〔満期償還についての規定〕
28（満期償還等）

⑴ 満期償還日は、各債券毎に発行時に機構が定める日（そ
の日が銀行休業日の場合は直前の営業日）とします。

⑵ 満期償還日まで保有した債券については、各債券の満期
償還日にその償還金を、19から21までに定める方法により
支払います。

⑶ 満期償還に先立って、満期償還金支払のご案内が届出の
代表者又は管理会社あてに送付されます。当該代表者は送
付された満期償還金支払のご案内について、満期償還の内
容と、元利金自動振込先口座を確認した上で、誤りがあれ
ば直ちに事務受託銀行の取扱店に連絡してください。この
連絡が満期償還日の属する月の10日までにない場合、その
ために生じた損害については機構及び事務受託銀行は責任
を負いません。

⑷ 満期償還日後は利息は付きません。

〔本制度の利用における情報提供についての規定〕
29（積立組合への情報提供）
債券購入の実績がある積立組合のうち、機構に保護預りされ
た債券の残高が存在する積立組合又は購入した債券を全て買
入消却している積立組合で、今後も積立ての継続を希望して
いるものに対しては、マンション管理に関する有益な情報を
掲載した情報誌を定期的に送付する等の措置を行います。

〔アンケートヘの協力依頼についての規定〕
30 機構又は機構の委託を受けた者が、29に定める情報誌等を
作成することを主な目的として積立組合の代表者あてにアン
ケート調査の協力をお願いすることがあります。

〔反社会的勢力の排除〕
31 積立組合（積立組合を構成する区分所有者を含みます。31
において同じ。）は、次の⑴から⑶までを機構に対して誓約し
ます。
⑴ 積立組合が本制度利用中の全ての段階において次の①か
ら⑦までに掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者の
いずれとも関係（これらの者を経営に実質的に関わらせる
こと、これらの者に資金供給又は便宜供与すること、これ
らの者を従事者とすること等を含む。以下同じ。）がないこ
とを表明し、かつ、将来にわたっても該当せず、関係がな
いことを確約すること。
①　暴力団
②　暴力団員
③　暴力団員でなくなった時から ５ 年を経過しない者
④　暴力団準構成員
⑤　暴力団関係企業
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⑥　総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団
等

⑦　その他①から⑥までに準ずる次のいずれかに該当する
者

　イ�　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的
又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は
暴力団員を利用するなどしている者

　ロ�　暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又
は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団
の維持、運営に協力し、又は関与している者

　ハ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係
を有している者

　ニ�　暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これ
を不当に利用するなどしている者

⑵ 積立組合自ら又は第三者を利用して次の①から⑤までに
該当する行為を行わないこと。
①　暴力的な要求行為
②　法的な責任を超えた不当な要求行為
③　脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④　�風説を流布し、偽計又は威力を用いて機構の信用を毀

損し、又は機構の業務を妨害する行為
⑤　その他①から④までに準ずる行為

⑶ ⑴の①から⑦までに掲げる者のいずれかに該当し、これ
らの者のいずれかと関係し、若しくは⑵の①から⑤までの

いずれかに該当する行為をし、又は⑴に基づく表明及び確
約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、積
立組合は、次の①又は②の措置について一切の異議等を述
べないで応じること。
①　�機構が積立組合の承諾を得ることなく既に積み立てた

債券を中途償還すること。
②　機構は積立組合に対して積立継続を認めないこと。

〔本規定の変更の場合の扱い〕
32 本規定を変更する場合には、機構ホームページでお知らせ
します。

〔附則〕
その １ 　事務受託銀行はみずほ銀行とし、取扱店は同行本店と
します。

その ２ 　�2000年度募集に係る積立手帳に記載されている「元利
金受取口座」については、本規定上の「元利金自動振
込先口座」を指すものとします。

その ３ 　�2000年度募集に係る保護預り申込書兼告知書に記載さ
れている「申込証拠金受付期間（積立金の払込期間）」
については、この手続規定上の「積立金振込受付期
間」を指すものとします。

 【ご注意】機構及び事務受託銀行の責任によらない損害の規定について

次のとおり、機構及び事務受託銀行の責任によらない損害が生じた場合には、いかなる
損害が生じても、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。

手続規定 ３ の（ ３ ）抜粋

代表者が、書類の記入、押印その他の手続に必要な行為を行った場合、そ
のためにいかなる損害が生じても、代表者の過失又は悪意の有無にかかわ
らず、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。また、代表者以外の方
が、書類の記入、押印その他の手続に必要な行為を行った場合、そのため
にいかなる損害が生じても、機構及び事務受託銀行は責任を負いません。
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12 購入の特典
　「マンションすまい・る債」を購入した管理組合は、次の特典をご利用いただけます。
　特典は、初回の債券購入から債券の残高がなくなるまでご利用いただけます。

マンション共用部分リフォーム融資の金利を年0.2％引き下げます。
　管理組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をご利用される際、
購入していない管理組合に比べ、金利を年0.2％引き下げます。
※�「マンション共用部分リフォーム融資」の申込時点で残高があることが必要
です。

マンション共用部分リフォーム融資の保証料が ２割程度割り引かれます。
　（（公財）マンション管理センターに保証委託する場合）

　管理組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をご利用される
際、（公財）マンション管理センターへ保証委託する場合は、購入していない
管理組合に比べ、保証料が ２割程度割り引かれます。
※�購入を継続している管理組合が購入した債券を全て中途換金し、残高がなく
なった場合でも、中途換金手続時に次回以降の継続購入を希望していれば、
ご利用いただけます。

※�この冊子の作成日（2021年11月）現在、（公財）マンション管理センターへ
保証委託する場合に同センターが実施している特典であり、今後、取扱いの
変更等が生じることがあります。

　　　　　　※「マンション共用部分リフォーム融資」については、44ページをご覧ください。

　また、機構が主催する管理組合等向けのマンション管理・再生（以下「マンション管理等」と
いいます。）に役立つセミナーのご案内や地方公共団体、関係団体等が実施するマンション管理
等に関するセミナーの開催情報やマンション管理等に役立つ情報等を提供しています。



44

13 マンション共用部分リフォーム融資のご案内
　マンション共用部分リフォーム融資とは、分譲マンションの共用部分の改良工事に要する費用
を対象とした融資です（以下の情報は融資金利を除き2021年11月現在のものです。）。

特　　長

本融資には 5つの特長があります。
【特長①】全期間固定金利
・�借入申込み時点で返済額が確定しますので、返済計画が立てやすく、管理組合の合意形
成がしやすくなります。

【特長②】法人格の有無を問いません。
・法人格の有無を問わずお申込みいただけます。

【特長③】担保は不要です。
・�（公財）マンション管理センターの保証を利用する場合は、担保不要でお申込みいただけます。

【特長④】耐震改修工事又は浸水対策工事を行うことにより、融資金利を一定程度（※ 1 ）引
き下げます。
・耐震改修工事（※ 2）又は浸水対策工事（※ 3）を行う場合に対象となります。

【特長⑤】マンションすまい・る債の購入により、融資金利を年0.2％引き下げます。
・�借入申込み時点でマンションすまい・る債を購入している場合は、通常の融資金利から
年0.2％引き下げます。

※ １　金利の引下げ幅につきましては、毎月見直します。
※ ２　�建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第123号）に定める計画の認定を受

け耐震改修を行うもの等が対象になります。
　　　詳しくは、46ページのお問合せ先にお問合せください。
※ 3 �　「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン（令和 2年 6 月（国土交通省・経済産
　　　業省））」に規定された浸水対策工事のうち、機構が定める工事（止水板又は防火扉の設置
　　　等）を行うものが対象となります。詳しくは46ページのお問合せ先にお問合せください。

融資金利 （返済期間が １年以上10年以内の場合）

リフォーム融資の種類 融資金利 マンションすまい・る債
積立組合向け融資金利

マンション共用部分リフォーム 年0.70％ 年0.50％

耐震改修工事又は浸水対
策工事を伴う場合

年0.42％ 年0.22％

※上記金利は、2021年10月現在のものです。融資金利は毎月見直します。
※�最新の金利は、機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/mansionreform/ 
jouken.html）でご確認ください。
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商品概要

資 金 使 途 マンション管理組合がマンションの共用部分の改良工事を行うための資金※1

（ローンのお借換えには利用できません。）

ご利用いただける
管理組合

１ �　次の事項等が管理規約又は総会の決議※2で決められていること。
　①　マンション共用部分の工事をすること。
　②　�機構から資金を借り入れること（借入金額・借入期間・借入予定利

率等）。
　③　本返済には修繕積立金を充当すること。
　④　（公財）マンション管理センターに保証委託すること。
　⑤　組合員、業務、役員、総会、理事会及び会計に関する事項
２ �　管理規約において管理費又は組合費により充当すべき経費に修繕積立
金を充当できる旨の定めがないこと。
３ �　修繕積立金が一年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が原則
として10％以内であること。また修繕積立金が管理費や組合費と区分し
て経理されていること。
4 �　マンションの管理者又は管理組合法人の代表理事が原則として当該マ
ンションの区分所有者（自然人）の中から選任されていること。
5　反社会的勢力と関係がないこと※3。

融資額の上限

以下の①又は②のいずれか少ない額が融資額の上限となります。
（融資額は10万円単位で、最低額は100万円です（10万円未満切捨て）。）
【工事費等から決まる融資額の上限】
①融資対象工事費（－補助金）
【管理組合の修繕積立金から決まる融資額の上限】
②毎月徴収する修繕積立金※4×80％以内※5÷毎月の返済額※6×100万円
（＊）�既に他の借入れがある場合は、今回の融資額に係る借入金の毎月の

返済額に当該借入れに係る毎月の返済額を加えた額が、毎月徴収す
る修繕積立金額の80％以内であることが必要です。

返 済 期 間 １年以上10年以内（ 1年単位）※7

担　　 保 不要

保 証 人・�
保　証　料

（公財）マンション管理センターの保証をご利用いただきます。
なお、保証料はお客さまの負担となります。

火 災 保 険 必要ありません。

返 済 方 法 元利均等返済又は元金均等返済

手 数 料 ・融資手数料：必要ありません。
・繰上返済手数料：必要ありません。

※ 1 �　専門家による調査設計の実施、耐震診断の実施、長期修繕計画の作成等のみを実施する場
合も融資の対象となります。この場合、改良工事を実施する場合と手続等が異なりますの
で、詳細は次ページのお問合せ先にお問合せください。

※ 2 �　決議を行う総会において、「商品概要説明書」等、機構所定の書式を配布した上で理事長
等が内容を説明し、その旨を当該総会の議事録に記載していただく必要があります。

※ 3 �　マンション管理組合の組合員が反社会的勢力に該当する場合、住戸が反社会的勢力の事務

詳細は機構HPの「マンション共用部分リフォーム融資のご案内（詳細版）」をご覧ください。
URL:https://www.jhf.go.jp/files/100011980.pdf



46

所等として使用されている場合等もご融資できません。
※ 4　返済額に充当するために返済期間中一定額を徴収する場合には、その額を含みます。
※ 5 �　修繕積立金の滞納割合が10％超20％以内である管理組合がお借入れいただくためには、一

定の条件を満たした上で、60％以内とする必要があります
※ 6 �　借入金100万円当たりの毎月の返済額をいいます。
※ 7 �　一定の工事を行う場合、返済期間を最長20年間とすることができます。また、返済期間が

11年以上20年以内の場合は、融資金利等が異なります。
　　詳しくは、下記のお問合せ先にお問合せください。

【ご注意】
●�審査の結果、お客さまのご要望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●�上記は（公財）マンション管理センターへ保証を委託する場合の融資条件です。保証を委託しな
い場合は、融資条件が異なります。

●�マンションすまい・る債の応募要件と本融資要件は異なりますのでご注意ください。

マンション共用部分リフォーム融資に関するお問合せ先

支　店　名 営 業 エ リ ア 電話番号

北 海 道 支 店 北海道 ☎011-261-8305

東 北 支 店 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 ☎022-227-5036

本 　 店
マンション・まち
づ く り 支 援 部

栃木県・群馬県・新潟県・長野県・東京都・神奈川県・茨城県・
埼玉県・千葉県・山梨県・静岡県 ☎03-5800-9366

東 海 支 店 岐阜県・愛知県・三重県 ☎052-971-6903

近 畿 支 店
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・富山県・
石川県・福井県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

☎06-6281-9266

中 国 支 店 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 ☎082-221-8653

九 州 支 店 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 ☎092-233-1509
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全てご記入ください。
※代表者氏名欄は必ず自署してください。

あらかじめ印字されている部分です
（記入不要）。

あらかじめ印字されている部分です
（記入不要）。
　※�この部分を変更する場合は、印字部

分に届出印で訂正印を押印の上、枠
内に加筆修正してください。また、
51、52ページをご参照いただき、併
せて変更手続をお願いします。

〈法人番号の指定を受けている積立組合〉
　�「法人番号の指定」欄の「有」に○を記入した
上で、マイナンバー制度開始に伴い指定され
た法人番号を記入してください。

〈法人番号の指定を受けていない積立組合〉
　�「法人番号の指定」欄の「無 ] に○を記入して
ください。

　　

1 初回の購入を行う時

（ 1）保護預り申込書兼告知書

第 2章　ご使用いただく書類の記入例
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※�実際の記入に際しましては、黒又は青の
ボールペンでご記入ください。また消せ
るボールペンは使用しないでください。
次ページ以降も同様です。

●�書き損じの場合は、二重線で訂正の上、
届出印を押印してください。

記入日をご記入ください。

「届出印の登録及び元利金自動振込依頼
書」により届け出ていただく印鑑（注）
を鮮明に押印してください。
（注）過去に債券を購入した積立組合が新
たに購入する場合は現在登録されている
印鑑

今後の債券購入のスケジュール（予定）
です。内容をご確認ください。

ご記入いただきましたら、必要書類（10、11ページ
参照）とともに、みずほ銀行宛てご返送ください。
※�控えが必要な場合はコピーをとり、大切に保管し

てください。

※�この書類のほか、ご提出いただく書類等は10、11ページをご覧ください。
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今後の積立手続の中でご使用になる届出印を鮮明に押
印してください。

届出印について

届出印は今後の手続（債券の中途換金（買入）の請
求などの各種届出等）においてご使用いただく印で、
事務受託銀行が積立組合からの真正な申出であるか
否かを確認するためにお届けいただくものです。
なお、届出印は原則として代表者個人の印ではなく、
次の印となります。
　＜法人登記していない積立組合＞
　　積立組合の印（理事長印等）
　＜法人登記している積立組合＞
　　法人の印鑑登録のある印
積立組合の印を作成していない場合は、新たに作成
していただくことをお勧めします。
積立組合印を作成しないで代表者の方の個人印を届
出印とした場合は、代表者の方の変更の都度届出印
の変更手続が必要となり、変更手続が遅れた場合、
トラブルの原因ともなりますので、極力お避けくだ
さい。

記入日をご記入ください。

あらかじめ印字されている部分です
（記入不要）。
　※�印字されている内容をご確認くださ

い。印字されている内容に誤りがあ
る場合は51、52ページをご参照くだ
さい。

代表者の方のご氏名を自署によりご記入
ください。

1 初回の購入を行う時

（ 2）－ 1　届出印の登録及び元利金自動振込依頼書（印字内容に変更がない場合）※応募時から現在までに代表者の方等に変更がない場合
ɦఊი͈ಎͬ஠ܱ̀වȆ̱֣؋Ȃຈါ੥႒ȪζϋΏοϋ̳̞͘Ȇͥञ͈̱̤ͤ Ĳı ĮĲĲ βȜΐ४ચȫ͂͂͜ͅȂ̴͙͕࣐߆Ȫমྩ਋ు࣐߆ȫ̜̮̀༐௣̩̺̯̞ȃ
ȁܱවȆͅࢃ֣؋ຈါͅ؊̲̀΋άȜͬ͂ͤȂ̢̱̀͂ࢱ༗̞̯̺̩̱̀ۯȃ

ਯ఺߄ဏ঑ࢹܥ׳ञ࠴ȪζϋΏοϋ̳̞͘・ͥञȫ

එ੄֣͈ഴ჏ࡓ͍ݞ၌ু߄൲૦ࣺջှ੥
独立行政法人住宅金融支援機構
株式会社みずほ銀行（事務受託銀行）御中 西暦 年 月 日

Ⱥඑ੄֣͈ഴ჏Ȼ
ġȆඑ੄֣၇ͅඑ੄֣̞̯̺̩֣ͬ؋ȃ̹͘Ȃ֣ܱئলඤယ̮ͬږ෇̧̞̹̺Ȃ་̞̦̈́ࢵાࣣ͉Ȃయນ৪੤ྴ၇̮ͅ੤ྴ̩̺̯̞ȃ
ġġġ་̜̦ͥࢵાࣣ͉Ȃ͈ئ 1 ～ 3 の該当番号を○で囲み、་ࢵ၇͈ఊიඤ͉Ȃ་̳ͥࢵඤယ̴̥̥ͩͣͅȂ஠̮ܱ̀ව̩̺̯̞ȃ

ɦમ̱̩͉ȶζϋΏοϋ̳̞͘Ȇͥञ͈̱̤ͤȷȪĵĺβȜΐոࣛȫ̮ͬ४ચ̩̺̯̞ȃ

1 2 3積 立 組 合 所 在 地 積 立 組 合 名 称 代 表 者

積立組合番号

積立組合所在地

積立組合名称

代表者住所

電 話 番 号

代表者氏名

法人登記有無

代表者署名欄

（ゴム印不可）

変 更 欄

市・区・郡都・道・府・県

〒 －

市・区・郡都・道・府・県

〒 －

区町村名

　番地

区町村名

　番地

フリガナ

号 室 等

Ｔ Ｅ Ｌ （　　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　）

フリガナ

代 表 者

氏 名

届出印は、積立組合印又は理事長印を必ず押印ください（個人印はお

避けください。法人登記している積立組合は、印鑑登録されている

印を押印ください。）

上記　　～　　に変更ない場合は代表者氏名を、必ずご署名ください。

当マンション管理組合は、今後貴行において受領する住宅金融支援機構債券（マンションすまい・る債）の元利金について、下記の預金
口座への自動振込みを依頼します（下記預金口座を元利金自動振込先口座として指定します。）。
なお、今後元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行いますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必
要ありません。
また、この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても当マンション管理組合がその責を負い、独立行政法人住宅金融
支援機構及び貴行に対しましては一切ご迷惑、ご損害をおかけしません。

振 込 先

預金口座名義

（フリガナ）必ずご記入ください。

（ 金 融 機 関 及 び 店 舗 名 ）

銀行 支店

（ 預 金 種 類  ・  口 座 番 号 ）

必ずご記入ください。

１）普通　　２）当座

口 座
番 号

1

2

3

届

出

印

積立組合

　名称

1 3

Ⱥࡓ၌ু߄൲૦ࣺ͈ջှȻ

①積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と同一であること。

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であること。

③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行等の口座であること（証券会社及び保険会社の口座は指定できません。）。

銀行使用欄

受付日 　 振込先
銀行店コード

廃止日

権
限
者

再

　
鑑

担
当
者

備

　
考

権
限
者

再

　
鑑

担
当
者

（ 自 署 ）
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利息、償還金及び中途換金の代金のお受取に
ご使用される口座の情報を正確にご記入くだ
さい（口座名義（フリガナを含みます。）は省
略せずにご記入ください。）。

元利金自動振込先口座について
ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための
口座で、次の条件を全て満たす口座としてください。
　　・�積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義

が管理規約に定められた積立組合の名称と同
一である。

　　・�普通預金又は当座預金（定期預金、金銭信託
等はご指定できません。）

　　・�銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同
組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀
行等の国内店舗の口座（証券会社及び保険会
社の口座はご指定できません。）

この条件を満たす口座がない場合は、条件を満たす
口座を新たに開設していただきますようお願いしま
す。
過去に債券を購入した積立組合が新たに購入する場
合は、現在登録されている元利金自動振込先口座を
ご記入下さい。

ご記入いただきましたら、必要書類（10、11ページ
参照）とともにみずほ銀行宛てご返送ください。
※�控えが必要な場合はコピーをとり、大切に保管し

てください。

記入不要

※�この書類のほか、ご提出いただく書類等は10、11ページをご覧ください。

●�書き損じの場合は、二重線で訂正の上、
届出印を押印してください。

※応募時から現在までに代表者の方等に変更がない場合

ɦఊი͈ಎͬ஠ܱ̀වȆ̱֣؋Ȃຈါ੥႒ȪζϋΏοϋ̳̞͘Ȇͥञ͈̱̤ͤ Ĳı ĮĲĲ βȜΐ४ચȫ͂͂͜ͅȂ̴͙͕࣐߆Ȫমྩ਋ు࣐߆ȫ̜̮̀༐௣̩̺̯̞ȃ
ȁܱවȆͅࢃ֣؋ຈါͅ؊̲̀΋άȜͬ͂ͤȂ̢̱̀͂ࢱ༗̞̯̺̩̱̀ۯȃ

ਯ఺߄ဏ঑ࢹܥ׳ञ࠴ȪζϋΏοϋ̳̞͘・ͥञȫ

එ੄֣͈ഴ჏ࡓ͍ݞ၌ু߄൲૦ࣺջှ੥
独立行政法人住宅金融支援機構
株式会社みずほ銀行（事務受託銀行）御中 西暦 年 月 日

Ⱥඑ੄֣͈ഴ჏Ȼ
ġȆඑ੄֣၇ͅඑ੄֣̞̯̺̩֣ͬ؋ȃ̹͘Ȃ֣ܱئলඤယ̮ͬږ෇̧̞̹̺Ȃ་̞̦̈́ࢵાࣣ͉Ȃయນ৪੤ྴ၇̮ͅ੤ྴ̩̺̯̞ȃ
ġġġ་̜̦ͥࢵાࣣ͉Ȃ͈ئ 1 ～ 3 の該当番号を○で囲み、་ࢵ၇͈ఊიඤ͉Ȃ་̳ͥࢵඤယ̴̥̥ͩͣͅȂ஠̮ܱ̀ව̩̺̯̞ȃ

ɦમ̱̩͉ȶζϋΏοϋ̳̞͘Ȇͥञ͈̱̤ͤȷȪĵĺβȜΐոࣛȫ̮ͬ४ચ̩̺̯̞ȃ

1 2 3積 立 組 合 所 在 地 積 立 組 合 名 称 代 表 者

積立組合番号

積立組合所在地

積立組合名称

代表者住所

電 話 番 号

代表者氏名

法人登記有無

代表者署名欄

（ゴム印不可）

変 更 欄

市・区・郡都・道・府・県

〒 －

市・区・郡都・道・府・県

〒 －

区町村名

　番地

区町村名

　番地

フリガナ

号 室 等

Ｔ Ｅ Ｌ （　　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　）

フリガナ

代 表 者

氏 名

届出印は、積立組合印又は理事長印を必ず押印ください（個人印はお

避けください。法人登記している積立組合は、印鑑登録されている

印を押印ください。）

上記　　～　　に変更ない場合は代表者氏名を、必ずご署名ください。

当マンション管理組合は、今後貴行において受領する住宅金融支援機構債券（マンションすまい・る債）の元利金について、下記の預金
口座への自動振込みを依頼します（下記預金口座を元利金自動振込先口座として指定します。）。
なお、今後元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行いますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必
要ありません。
また、この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても当マンション管理組合がその責を負い、独立行政法人住宅金融
支援機構及び貴行に対しましては一切ご迷惑、ご損害をおかけしません。

振 込 先

預金口座名義

（フリガナ）必ずご記入ください。

（ 金 融 機 関 及 び 店 舗 名 ）

銀行 支店

（ 預 金 種 類  ・  口 座 番 号 ）

必ずご記入ください。

１）普通　　２）当座

口 座
番 号

1

2

3

届

出

印

積立組合

　名称

1 3

Ⱥࡓ၌ু߄൲૦ࣺ͈ջှȻ

①積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と同一であること。

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であること。

③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行等の口座であること（証券会社及び保険会社の口座は指定できません。）。

銀行使用欄

受付日 　 振込先
銀行店コード

廃止日

権
限
者

再

　
鑑

担
当
者

備

　
考

権
限
者

再

　
鑑

担
当
者

（ 自 署 ）

NA35

2021.10

３校  （6）-b_届出印の登録及び元利金自動振込依頼書_20210924_SATO

コウラクコーポカンリクミアイ

後楽コーポ管理組合
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記入日をご記入ください。

あらかじめ印字されている部分です（記入不要）。

今後の積立手続の中でご使用になる届出印を鮮明に押
印してください。

届出印について

届出印は今後の手続（債券の中途換金（買入）の請
求などの各種届出等）においてご使用いただく印で、
事務受託銀行が積立組合からの真正な申出であるか
否かを確認するためにお届けいただくものです。
なお、届出印は原則として代表者個人の印ではなく、
次の印となります。
　＜法人登記していない積立組合＞
　　積立組合の印（理事長印等）
　＜法人登記している積立組合＞
　　法人の印鑑登録のある印
積立組合の印を作成していない場合は、新たに作成
していただくことをお勧めします。
積立組合印を作成しないで代表者の方の個人印を届
出印とした場合は、代表者の方の変更の都度届出印
の変更手続が必要となり、変更手続が遅れた場合、
トラブルの原因ともなりますので、極力お避けくだ
さい。

記入不要

1 初回の購入を行う時

（ 2）－ 2　届出印の登録及び元利金自動振込依頼書（印字内容に変更がある場合）※応募時から現在までに代表者の方等に変更がある場合

ɦఊი͈ಎͬ஠ܱ̀වȆ̱֣؋Ȃຈါ੥႒ȪζϋΏοϋ̳̞͘Ȇͥञ͈̱̤ͤ Ĳı ĮĲĲ βȜΐ४ચȫ͂͂͜ͅȂ̴͙͕࣐߆Ȫমྩ਋ు࣐߆ȫ̜̮̀༐௣̩̺̯̞ȃ
ȁܱවȆͅࢃ֣؋ຈါͅ؊̲̀΋άȜͬ͂ͤȂ̢̱̀͂ࢱ༗̞̯̺̩̱̀ۯȃ

ਯ఺߄ဏ঑ࢹܥ׳ञ࠴ȪζϋΏοϋ̳̞͘・ͥञȫ

එ੄֣͈ഴ჏ࡓ͍ݞ၌ু߄൲૦ࣺջှ੥
独立行政法人住宅金融支援機構
株式会社みずほ銀行（事務受託銀行）御中 西暦 年 月 日

Ⱥඑ੄֣͈ഴ჏Ȼ
ġȆඑ੄֣၇ͅඑ੄֣̞̯̺̩֣ͬ؋ȃ̹͘Ȃ֣ܱئলඤယ̮ͬږ෇̧̞̹̺Ȃ་̞̦̈́ࢵાࣣ͉Ȃయນ৪੤ྴ၇̮ͅ੤ྴ̩̺̯̞ȃ
ġġġ་̜̦ͥࢵાࣣ͉Ȃ͈ئ 1 ～ 3 の該当番号を○で囲み、་ࢵ၇͈ఊიඤ͉Ȃ་̳ͥࢵඤယ̴̥̥ͩͣͅȂ஠̮ܱ̀ව̩̺̯̞ȃ

ɦમ̱̩͉ȶζϋΏοϋ̳̞͘Ȇͥञ͈̱̤ͤȷȪĵĺβȜΐոࣛȫ̮ͬ४ચ̩̺̯̞ȃ

1 2 3積 立 組 合 所 在 地 積 立 組 合 名 称 代 表 者

積立組合番号

積立組合所在地

積立組合名称

代表者住所

電 話 番 号

代表者氏名

法人登記有無

代表者署名欄

（ゴム印不可）

変 更 欄

市・区・郡都・道・府・県

〒 －

市・区・郡都・道・府・県

〒 －

区町村名

　番地

区町村名

　番地

フリガナ

号 室 等

Ｔ Ｅ Ｌ （　　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　）

フリガナ

代 表 者

氏 名

届出印は、積立組合印又は理事長印を必ず押印ください（個人印はお

避けください。法人登記している積立組合は、印鑑登録されている

印を押印ください。）

上記　　～　　に変更ない場合は代表者氏名を、必ずご署名ください。

当マンション管理組合は、今後貴行において受領する住宅金融支援機構債券（マンションすまい・る債）の元利金について、下記の預金
口座への自動振込みを依頼します（下記預金口座を元利金自動振込先口座として指定します。）。
なお、今後元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行いますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必
要ありません。
また、この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても当マンション管理組合がその責を負い、独立行政法人住宅金融
支援機構及び貴行に対しましては一切ご迷惑、ご損害をおかけしません。

振 込 先

預金口座名義

（フリガナ）必ずご記入ください。

（ 金 融 機 関 及 び 店 舗 名 ）

銀行 支店

（ 預 金 種 類  ・  口 座 番 号 ）

必ずご記入ください。

１）普通　　２）当座

口 座
番 号

1

2

3

届

出

印

積立組合

　名称

1 3

Ⱥࡓ၌ু߄൲૦ࣺ͈ջှȻ

①積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と同一であること。

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であること。

③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行等の口座であること（証券会社及び保険会社の口座は指定できません。）。

銀行使用欄

受付日 　 振込先
銀行店コード

廃止日

権
限
者

再

　
鑑

担
当
者

備

　
考

権
限
者

再

　
鑑

担
当
者

（ 自 署 ）

NA35

2021.10

３校  （6）-b_届出印の登録及び元利金自動振込依頼書_20210924_SATO

コウラクコーポカンリクミアイ

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○
東京都文京区
後楽○－○－○

東京 文京

東京 文京

後楽○－○－○

後楽○－○－○

〒○○○－○○○○
東京都文京区
後楽○－○－○
後楽コーポ101号室
○○－○○○○－○○○○ 後楽コーポ503号室

住　構　次　郎

ジュウ　 コウ　　 ジ　　 ロウ

後楽コーポ管理組合

後　楽 日本橋 0 0 0 0 0 0 0

後楽太郎

無

コウラクコーポカンリクミアイ
後楽コーポ管理組合

変更する内容が含まれる番号に○をつけてくだ
さい。
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変更する内容にかかわらず、全て記入してく
ださい（フリガナも必ずご記入ください。）。
※代表者氏名欄は必ず自署してください。

●応募受付後にお送りしている「受付及び登録内容
のお知らせ（積立手帳別紙）」ハガキの登録内容
（申込組合所在地、申込組合名称、代表者住所、代
表者氏名、代表者電話番号及び法人登記の有無）に
変更があった場合には、他の必要書類（☞P26～参
照※ただし、登録内容の変更届出書を除きます。）
を併せてご提出いただくことになります（積立用書
類に同封してください。）。特に代表者の方の変更の
場合は、29ページを併せてご参照ください。

利息、償還金及び中途換金の代金のお受取に
ご使用される口座の情報を正確にご記入くだ
さい（口座名義（フリガナを含みます。）は省
略せずにご記入ください。）。

元利金自動振込先口座について
ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための
口座で、次の条件を全て満たす口座としてください。
　　・�積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義

が管理規約に定められた積立組合の名称と同
一である。

　　・�普通預金又は当座預金（定期預金、金銭信託
等はご指定できません。）

　　・�銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同
組合、漁業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀
行等の国内店舗の口座（証券会社及び保険会
社の口座はご指定できません。）

この条件を満たす口座がない場合は、条件を満たす
口座を新たに開設していただきますようお願いしま
す。
過去に債券を購入した積立組合が新たに購入する場
合は、現在登録されている元利金自動振込先口座を
ご記入下さい。

ご記入いただきましたら、添付書類（10、 11ページ
参照）とともにみずほ銀行宛てご返送ください。
※�控えが必要な場合はコピーをとり、大切に保管し

てください。

※�この書類のほか、ご提出いただく書類等は
10、11ページをご覧ください。

●�書き損じの場合は、二重線で訂正の上、
届出印を押印してください。

※応募時から現在までに代表者の方等に変更がある場合

ɦఊი͈ಎͬ஠ܱ̀වȆ̱֣؋Ȃຈါ੥႒ȪζϋΏοϋ̳̞͘Ȇͥञ͈̱̤ͤ Ĳı ĮĲĲ βȜΐ४ચȫ͂͂͜ͅȂ̴͙͕࣐߆Ȫমྩ਋ు࣐߆ȫ̜̮̀༐௣̩̺̯̞ȃ
ȁܱවȆͅࢃ֣؋ຈါͅ؊̲̀΋άȜͬ͂ͤȂ̢̱̀͂ࢱ༗̞̯̺̩̱̀ۯȃ

ਯ఺߄ဏ঑ࢹܥ׳ञ࠴ȪζϋΏοϋ̳̞͘・ͥञȫ

එ੄֣͈ഴ჏ࡓ͍ݞ၌ু߄൲૦ࣺջှ੥
独立行政法人住宅金融支援機構
株式会社みずほ銀行（事務受託銀行）御中 西暦 年 月 日

Ⱥඑ੄֣͈ഴ჏Ȼ
ġȆඑ੄֣၇ͅඑ੄֣̞̯̺̩֣ͬ؋ȃ̹͘Ȃ֣ܱئলඤယ̮ͬږ෇̧̞̹̺Ȃ་̞̦̈́ࢵાࣣ͉Ȃయນ৪੤ྴ၇̮ͅ੤ྴ̩̺̯̞ȃ
ġġġ་̜̦ͥࢵાࣣ͉Ȃ͈ئ 1 ～ 3 の該当番号を○で囲み、་ࢵ၇͈ఊიඤ͉Ȃ་̳ͥࢵඤယ̴̥̥ͩͣͅȂ஠̮ܱ̀ව̩̺̯̞ȃ

ɦમ̱̩͉ȶζϋΏοϋ̳̞͘Ȇͥञ͈̱̤ͤȷȪĵĺβȜΐոࣛȫ̮ͬ४ચ̩̺̯̞ȃ

1 2 3積 立 組 合 所 在 地 積 立 組 合 名 称 代 表 者

積立組合番号

積立組合所在地

積立組合名称

代表者住所

電 話 番 号

代表者氏名

法人登記有無

代表者署名欄

（ゴム印不可）

変 更 欄

市・区・郡都・道・府・県

〒 －

市・区・郡都・道・府・県

〒 －

区町村名

　番地

区町村名

　番地

フリガナ

号 室 等

Ｔ Ｅ Ｌ （　　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　）

フリガナ

代 表 者

氏 名

届出印は、積立組合印又は理事長印を必ず押印ください（個人印はお

避けください。法人登記している積立組合は、印鑑登録されている

印を押印ください。）

上記　　～　　に変更ない場合は代表者氏名を、必ずご署名ください。

当マンション管理組合は、今後貴行において受領する住宅金融支援機構債券（マンションすまい・る債）の元利金について、下記の預金
口座への自動振込みを依頼します（下記預金口座を元利金自動振込先口座として指定します。）。
なお、今後元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行いますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必
要ありません。
また、この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても当マンション管理組合がその責を負い、独立行政法人住宅金融
支援機構及び貴行に対しましては一切ご迷惑、ご損害をおかけしません。

振 込 先

預金口座名義

（フリガナ）必ずご記入ください。

（ 金 融 機 関 及 び 店 舗 名 ）

銀行 支店

（ 預 金 種 類  ・  口 座 番 号 ）

必ずご記入ください。

１）普通　　２）当座

口 座
番 号

1

2

3

届

出

印

積立組合

　名称

1 3

Ⱥࡓ၌ু߄൲૦ࣺ͈ջှȻ

①積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と同一であること。

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であること。

③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行等の口座であること（証券会社及び保険会社の口座は指定できません。）。

銀行使用欄

受付日 　 振込先
銀行店コード

廃止日

権
限
者

再

　
鑑

担
当
者

備

　
考

権
限
者

再

　
鑑

担
当
者

（ 自 署 ）

NA35

2021.10

３校  （6）-b_届出印の登録及び元利金自動振込依頼書_20210924_SATO

コウラクコーポカンリクミアイ

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○
東京都文京区
後楽○－○－○

東京 文京

東京 文京

後楽○－○－○

後楽○－○－○

〒○○○－○○○○
東京都文京区
後楽○－○－○
後楽コーポ101号室
○○－○○○○－○○○○ 後楽コーポ503号室

住　構　次　郎

ジュウ　 コウ　　 ジ　　 ロウ

後楽コーポ管理組合

後　楽 日本橋 0 0 0 0 0 0 0

後楽太郎

無

コウラクコーポカンリクミアイ
後楽コーポ管理組合
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今回購入する債券の発行条件を記載して
います。債券の発行条件をご確認くださ
い（裏面もご確認ください。）。

機械で読みとりを行う部分です。この
部分を汚したり、折り曲げたりしない
ようご注意ください。

1 初回の購入を行う時

（ 3）申込証

（注）「5. 債券の総額」は、機構募集債券の総額になります。
　　　「※金融機関確認欄」は、金融機関の使用欄となります。

ఈ ਕ ே
ఈਕଦ࿌̜̜̜̜̜̜ࠗ࠽!!ϩϧϩϨ໪ϨϨॉϩϩ໙рѾ

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ϩϧϩϨ໪Ϩϩॉϩϫ໙ѳќ

ఈਕே࢑ࣟ࿼ਕ࠽໙̜̜̜!!ϩϧϩϩ໪!ϩ!ॉ!Ϫ!໙

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ Ȫ̜૭ࣺબ߄ݶ໡ࣺܢ඾́͘ͅબ͈߄ݶ໡ࣺ͙͈
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!̈́ ̧̞͉͂Ȃ̷͈૭ࣺ͙ͬྫ̳࢘͂ͥȃȫ
ఈਕଦ࿌௙୹ဗѨѠఈਕே࢑ࣟ࿼ਕଙڀ௙୹ࡹѨ࿼ਕࣟଙڀ௙୹

ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ!!̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜

ఈਕே̜̜̜̜̜̜޾࢑ࣟ!!࿼ਕࣟ޾ೱ๵޾ѝь̝࿼ਕ࠽໙Ѡ࿼ਕࣟѠୋ๵

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!юҀ̞џп̝ఈਕே࢑ࣟѠѤᅧഎ҇࿌цџй̞

ਹॏѣ೴̜̜̜̜̜̜̜޾!!̜̜̜̜̜̜̜̜ࣟ!ಒ܆

ਹॏ౗ᅶѣຠഌ̜̜̜̜̜!!ႏਹॏѣܥြ೴޾с̝ႏਹॏѣ೴޾Ѡ൦ьџй

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ѝтќѷ̝ђѣܥြ೴҇޾ѷјћ౗ᅶюҀ̞

ਹॏѣजૡ̜̜̜̜̜̜̜!!჆ࡌ჏ૡᅧ੸࿌ѠॻҀ̞

ਹॏѣ཈৫݆޾!!̜̜̜̜̜޾ო100܆Ѡљтࣟ100܆

ਹॏ཈৫໙ͅ࿼ਕ࠽໙̜͆ ̜ϩϧϩϩ໪ϩॉϩϨ໙

ީਹॏѣ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ࣟ޾!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̝܆

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̝܆

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ಒ܆ѣ̜ଠ

஍ࠕѣ࠽ॻࡹѨၒၔ̜̜̜!!ႏਹॏѤ̝ϩϧϪϩ໪!ϩ!ॉϩϧ໙Ѡђѣ޾ო

બ࿼лѮт҇ࣟࠕюҀ̞єѕь̝஍ࠕ஍҇޾ࣟ!!̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѤ̝ђѣಷ۫ࣅ໙

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!Ѡआѿ௒чҀ̞

஍޾!!̜̜̜̜̜̜̜̜޾݆ࠕო100܆Ѡљтࣟ100܆

Ϩ/

ϩ/

Ϫ/

ϫ/

Ϭ/

ϭ/

Ϯ/

ϯ/

ϰ/

10/

11/

12/

ϩϧϩϨ໪!!11!!ॉ!!22!!໙

ႏఈਕேсఈਕଦ࿌ࠗ࠽຿

ѠѴяѰ࣡৫ႏุѠ๽ඨь

џй௙̝৾ఈਕѴѤ჆঳

Ѡџѿѳю̞

ІϺЉ຦ଙᅢ ͅшѣ࿫ခ҇ܟъџйќфѕъй̞͆

ᅧࣟબ࿼ၒၔဗѨѠ

બ࿼࠽໙ࡹѨᅧᅵ

(1)ᅧഎѤਹॏ཈৫໙ѣᅑ໙рѾ஍࠽ࠕ໙ѳќшҁ҇࿌
!!!ц̝݁ࡌѠซѶҀᅧ࿼࠽໙Ѡ̝ީᅧ࿼࠽໙Ѡܥэє
!!!ᅧᅵѠѽѿ̝ީђѣ໙ѳќѣಷϨݚ໪ခ҇બ࿼л̞

്Ϩ̜ݸϩϧϩϪ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/121ͮ

്ϩ̜ݸϩϧϩϫ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/145ͮ

്Ϫ̜ݸϩϧϩϬ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/169ͮ

്ϫ̜ݸϩϧϩϭ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/193ͮ

്Ϭ̜ݸϩϧϩϮ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/217ͮ

്ϭ̜ݸϩϧϩϯ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/241ͮ

്Ϯ̜ݸϩϧϩϰ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/265ͮ

്ϯ̜ݸϩϧϪϧ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/297ͮ

്ϰ̜ݸϩϧϪϨ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/314ͮ

ϩϧϪϩ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/348̜ͮݸ10്

24/

౺ᅶ೏৾ѣ

჏!!஻

౺ᅶଛස
̜཯৽

΁ࣟᄪޱ࠙ࡀ໢ᅢ

୹ ੔ ඒ

࿼ਕࣟ޾ͅ޾ოࣟ͆޾

౺

ᅶ

೏

৾

ൊྴଅ୿჏ᅢͅ ྣяॶ੔ѣൊྴଅс૜୿ьћфѕъй̞͆

ႏఈਕேੑࡌૉ৷ࡹѨӑӦҪӚӦюѳй̡Ҁਹѣьпѿ҇஢໢ѣ௒̝ܥြйєьєф̝
௒ࡌѣѝпѿఈьਕѴѳю̞

ᄭ༭̢щ೾࿌ѣ੒ѠѤшѣᄭ༭҇฿ಧќಃѿଙјћфѕъй̞

ͅಃѿଙѿಧ͆

ͱ౺ᅶ೏৾ѣ჏஻̝୹੔ඒࡹѨൊྴଅѠဦ৐сзҀ௙৾Ѥ્̝ھ࿫ခ҇໐୔ಧќผ౞ь̝
̜ᇳ຿Ѡ݈ྥଳ౞ьћфѕъй̞џп̝ђѣ੒Ѥ͑ӑӦҪӚӦюѳй̡Ҁਹѣьпѿ͒
̜҇щޱ໢ѣ௒̝ဦ৐ଛഘ҇ྣя৫јћфѕъй̞

௒ޓړࡌѣૉ৷Ѥ̝шҁ҇ႏఈਕேѣᅯოѠੑࡌь̝ఈਕேੑࡌૉ

৷ѣڵ࿫ѝюҀ̞

৔ѠпцҀϨϧॉႩॶ੔ѣ๏ᇪ຿ᄵќю̞ͅࡀ܎຿ᄵѤ୊ൕࣟᄪબ્ھѣ݁ړ ͱ͆

3133໪3ॉ!!!ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔̜ᅬૉේ

NA15
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ᅯ ო ࡌ ੑ ૉ ৷

ᄭ༭̢щ೾࿌ѣ੒ѠѤшѣᄭ༭҇฿ಧќಃѿଙјћфѕъй̞

ͅಃѿଙѿಧ͆

)3*25ѣ(1)рѾ)4*ѳќѠ࠱њтႏਹॏѣ༞໛ர҇ࡰ৫л
̜௙৾ѠѤ̝๵ޝ༞໛ரࡰѠओҀ༞໛ൊࣟѣফ࿌໙
̜!ͅ ໙͒ѝйл̞͆ࡰ༞໛ர͑݁ړ Ѡ̝๵ޝ༞໛ரࡰ
̜ෟಷѣ௒(1)ࡌѠซѶҀᅧ࿼໙ѣᅑ໙рѾ๵ޝ༞໛ரࡰ໙
̜ѳќѣफࠗ࠽ݦѠܥэ̝ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબ܎
બ࿼л̞҇޾৔ѣซѶҀၒၔѠѽѿल઎ьєᅧഎࡀ̜
)4)ᅧഎ҇બ࿼лѮт໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѠѤ̝
̜ђѣಷ۫ࣅ໙Ѡआѿ௒чҀ̞
)5*22ѠซѶҀ஍ࠕѣ࠽໙ঞѤᅧഎ҇࿌цџй̞
(1)༞໛ரࡰѤйљќѷ৫лшѝсќтҀѷѣѝь̝୊
̜ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹॏѣ౺ᅶଅс૜Ѿ౺Ѵᅶћລᅶ৫ౘ
̜ၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔Ѡဲࠊѣښ൜҇ьћйҀ୊ൕࣟ
̜ᄪબࡀ܎৔ਹॏѠљт്̝ 2 ѣ౺ᅶћрѾݸ 2 ໪ړ௒
̜फݦьє୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹॏѣ౺ᅶଅрѾ๵ޝ౺ᅶଅ
̜ѣࣥခ୹ᄜѠओҀॕඞ࿿ѣࢣᅀ࿫ခѣރᆖীૉ҇৫л
̜ჭษќ༞໛౪ࢀсзјєѝтႧѤ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹ
̜ॏѣ౺ᅶଅѣࣥခ୹ᄜѠओҀॕඞ࿿Ѡ࿋ᆅѣૉই๸
̜с཈ౡьє௙৾ќ๵ޝ౺ᅶଅрѾ༞໛౪ࢀсзѿ̝
̜ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔с༞໛ர҇ࡰ໢Ѷє
̜ѝтѤ༞໛ர҇ࡰ৫лѷѣѝюҀ̞
(2)༞໛ரࡰѣ݆ޭѤ ѝюҀ̞܆Ѡљтࣟ100܆ო100̝޾
)4)༞໛ரࡰ໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѤ̝ђѣಷ۫ࣅ໙
̜Ѡआѿ௒чҀ̞
ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ
ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ
ႏਹॏѣਹज़ଅѤ̝ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ၔ
ͅန౗ 28 ໪ၔᅴ് 93 ৽͆ѣซѶҀѝш҂Ѡѽѿ̝ລᅶ৫
ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ѣ੗ઍѠљйћണѣਹज़ଅѠ
಑ᅶјћ૜ঃѣਹज़ѣူ੆҇ଦцҀज़ᅧ҇ᄜюҀ̞
єѕь̝ႏਹॏ҇ࠟѶєڵཥ൷ဲਹॏѠओҀᄔ಑ူ੆
ज़Ѥ̝Ⴢၔͅბ૔ 3: ໪ၔᅴ് 9: ৽͆ѣࡋซѠѽҀڵཥѣ
಑ଙຠज़Ѡ૒хѷѣѝъҁ̝ڵཥ൷ဲਹॏຎડќѣᄔ
಑ᇁঞѣ࠙ओѤџф̝ຎ୶ڕќ൷ဲъҁҀ̞

༞໛ர25ࡰ/

༞໛ரࡰଙڀ௙୹
८ᅧࣟબ࿼௙୹
൷ဲ

26/
27/
28/

ြେѣଦ൜ݶଃ /ଃѴяѰ࣡৫29ݶૡߗ

๫࢝๓ಒൊใࣥൌଛාڵලჭϬ཯Ϭ৽

ૉჄଙڀ࿫୿̢ૄႏધ௙࿫ࣅჄ്໐Ҵ̷ӓ

๫࢝๓ಒൊใࣥࠞѣ຿Ϩ͘Ϫ͘Ϫ
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区第○○回○○号住宅金融支援機構債券

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○
東京都文京区後楽○－○－○

￥○○,○○○,○○○

後楽太郎 後　楽　太　郎
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あらかじめ印字されている部分です（記入不要）。
　※�積立組合の名称又は所在地を変更する場合は、印字部分を二重線で訂正し、枠内に加筆修正し

てください。また、51、52ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。

現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください（ゴム印は使用しないでください。）。

代表者署名欄左側に印字されている代表者が変更されている場合は、印字部分を二重線で訂正し、
代表者署名欄は現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください（ゴム印は使用しない
でください。）。
〈記入例〉

　　　　後楽太郎 住　構　次　郎
代表者署名欄（必ず現在の代表者が自署してください。）

また、51、52ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。
代表者の方の変更の場合は、代表権等の確認書類の提出が必要となりますので、29ページをご参照
ください。

※�この書類のほか、ご提出いただく書類等は10、11ページをご覧ください。

ఈ ਕ ே
ఈਕଦ࿌̜̜̜̜̜̜ࠗ࠽!!ϩϧϩϨ໪ϨϨॉϩϩ໙рѾ

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ϩϧϩϨ໪Ϩϩॉϩϫ໙ѳќ

ఈਕே࢑ࣟ࿼ਕ࠽໙̜̜̜!!ϩϧϩϩ໪!ϩ!ॉ!Ϫ!໙

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ Ȫ̜૭ࣺબ߄ݶ໡ࣺܢ඾́͘ͅબ͈߄ݶ໡ࣺ͙͈
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!̈́ ̧̞͉͂Ȃ̷͈૭ࣺ͙ͬྫ̳࢘͂ͥȃȫ
ఈਕଦ࿌௙୹ဗѨѠఈਕே࢑ࣟ࿼ਕଙڀ௙୹ࡹѨ࿼ਕࣟଙڀ௙୹

ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ!!̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜

ఈਕே̜̜̜̜̜̜޾࢑ࣟ!!࿼ਕࣟ޾ೱ๵޾ѝь̝࿼ਕ࠽໙Ѡ࿼ਕࣟѠୋ๵

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!юҀ̞џп̝ఈਕே࢑ࣟѠѤᅧഎ҇࿌цџй̞

ਹॏѣ೴̜̜̜̜̜̜̜޾!!̜̜̜̜̜̜̜̜ࣟ!ಒ܆

ਹॏ౗ᅶѣຠഌ̜̜̜̜̜!!ႏਹॏѣܥြ೴޾с̝ႏਹॏѣ೴޾Ѡ൦ьџй

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ѝтќѷ̝ђѣܥြ೴҇޾ѷјћ౗ᅶюҀ̞

ਹॏѣजૡ̜̜̜̜̜̜̜!!჆ࡌ჏ૡᅧ੸࿌ѠॻҀ̞

ਹॏѣ཈৫݆޾!!̜̜̜̜̜޾ო100܆Ѡљтࣟ100܆

ਹॏ཈৫໙ͅ࿼ਕ࠽໙̜͆ ̜ϩϧϩϩ໪ϩॉϩϨ໙

ީਹॏѣ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ࣟ޾!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̝܆

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̝܆

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ಒ܆ѣ̜ଠ

஍ࠕѣ࠽ॻࡹѨၒၔ̜̜̜!!ႏਹॏѤ̝ϩϧϪϩ໪!ϩ!ॉϩϧ໙Ѡђѣ޾ო

બ࿼лѮт҇ࣟࠕюҀ̞єѕь̝஍ࠕ஍҇޾ࣟ!!̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѤ̝ђѣಷ۫ࣅ໙

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!Ѡआѿ௒чҀ̞

஍޾!!̜̜̜̜̜̜̜̜޾݆ࠕო100܆Ѡљтࣟ100܆

Ϩ/

ϩ/

Ϫ/

ϫ/

Ϭ/

ϭ/

Ϯ/

ϯ/

ϰ/

10/

11/

12/

ϩϧϩϨ໪!!11!!ॉ!!22!!໙

ႏఈਕேсఈਕଦ࿌ࠗ࠽຿

ѠѴяѰ࣡৫ႏุѠ๽ඨь

џй௙̝৾ఈਕѴѤ჆঳

Ѡџѿѳю̞

ІϺЉ຦ଙᅢ ͅшѣ࿫ခ҇ܟъџйќфѕъй̞͆

ᅧࣟબ࿼ၒၔဗѨѠ

બ࿼࠽໙ࡹѨᅧᅵ

(1)ᅧഎѤਹॏ཈৫໙ѣᅑ໙рѾ஍࠽ࠕ໙ѳќшҁ҇࿌
!!!ц̝݁ࡌѠซѶҀᅧ࿼࠽໙Ѡ̝ީᅧ࿼࠽໙Ѡܥэє
!!!ᅧᅵѠѽѿ̝ީђѣ໙ѳќѣಷϨݚ໪ခ҇બ࿼л̞

്Ϩ̜ݸϩϧϩϪ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/121ͮ

്ϩ̜ݸϩϧϩϫ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/145ͮ

്Ϫ̜ݸϩϧϩϬ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/169ͮ

്ϫ̜ݸϩϧϩϭ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/193ͮ

്Ϭ̜ݸϩϧϩϮ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/217ͮ

്ϭ̜ݸϩϧϩϯ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/241ͮ

്Ϯ̜ݸϩϧϩϰ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/265ͮ

്ϯ̜ݸϩϧϪϧ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/297ͮ

്ϰ̜ݸϩϧϪϨ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/314ͮ

ϩϧϪϩ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/348̜ͮݸ10്

24/

౺ᅶ೏৾ѣ

჏!!஻

౺ᅶଛස
̜཯৽

΁ࣟᄪޱ࠙ࡀ໢ᅢ

୹ ੔ ඒ

࿼ਕࣟ޾ͅ޾ოࣟ͆޾

౺

ᅶ

೏

৾

ൊྴଅ୿჏ᅢͅ ྣяॶ੔ѣൊྴଅс૜୿ьћфѕъй̞͆

ႏఈਕேੑࡌૉ৷ࡹѨӑӦҪӚӦюѳй̡Ҁਹѣьпѿ҇஢໢ѣ௒̝ܥြйєьєф̝
௒ࡌѣѝпѿఈьਕѴѳю̞

ᄭ༭̢щ೾࿌ѣ੒ѠѤшѣᄭ༭҇฿ಧќಃѿଙјћфѕъй̞

ͅಃѿଙѿಧ͆

ͱ౺ᅶ೏৾ѣ჏஻̝୹੔ඒࡹѨൊྴଅѠဦ৐сзҀ௙৾Ѥ્̝ھ࿫ခ҇໐୔ಧќผ౞ь̝
̜ᇳ຿Ѡ݈ྥଳ౞ьћфѕъй̞џп̝ђѣ੒Ѥ͑ӑӦҪӚӦюѳй̡Ҁਹѣьпѿ͒
̜҇щޱ໢ѣ௒̝ဦ৐ଛഘ҇ྣя৫јћфѕъй̞

௒ޓړࡌѣૉ৷Ѥ̝шҁ҇ႏఈਕேѣᅯოѠੑࡌь̝ఈਕேੑࡌૉ

৷ѣڵ࿫ѝюҀ̞

৔ѠпцҀϨϧॉႩॶ੔ѣ๏ᇪ຿ᄵќю̞ͅࡀ܎຿ᄵѤ୊ൕࣟᄪબ્ھѣ݁ړ ͱ͆

3133໪3ॉ!!!ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔̜ᅬૉේ
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ᅯ ო ࡌ ੑ ૉ ৷

ᄭ༭̢щ೾࿌ѣ੒ѠѤшѣᄭ༭҇฿ಧќಃѿଙјћфѕъй̞

ͅಃѿଙѿಧ͆

)3*25ѣ(1)рѾ)4*ѳќѠ࠱њтႏਹॏѣ༞໛ர҇ࡰ৫л
̜௙৾ѠѤ̝๵ޝ༞໛ரࡰѠओҀ༞໛ൊࣟѣফ࿌໙
̜!ͅ ໙͒ѝйл̞͆ࡰ༞໛ர͑݁ړ Ѡ̝๵ޝ༞໛ரࡰ
̜ෟಷѣ௒(1)ࡌѠซѶҀᅧ࿼໙ѣᅑ໙рѾ๵ޝ༞໛ரࡰ໙
̜ѳќѣफࠗ࠽ݦѠܥэ̝ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબ܎
બ࿼л̞҇޾৔ѣซѶҀၒၔѠѽѿल઎ьєᅧഎࡀ̜
)4)ᅧഎ҇બ࿼лѮт໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѠѤ̝
̜ђѣಷ۫ࣅ໙Ѡआѿ௒чҀ̞
)5*22ѠซѶҀ஍ࠕѣ࠽໙ঞѤᅧഎ҇࿌цџй̞
(1)༞໛ரࡰѤйљќѷ৫лшѝсќтҀѷѣѝь̝୊
̜ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹॏѣ౺ᅶଅс૜Ѿ౺Ѵᅶћລᅶ৫ౘ
̜ၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔Ѡဲࠊѣښ൜҇ьћйҀ୊ൕࣟ
̜ᄪબࡀ܎৔ਹॏѠљт്̝ 2 ѣ౺ᅶћрѾݸ 2 ໪ړ௒
̜फݦьє୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹॏѣ౺ᅶଅрѾ๵ޝ౺ᅶଅ
̜ѣࣥခ୹ᄜѠओҀॕඞ࿿ѣࢣᅀ࿫ခѣރᆖীૉ҇৫л
̜ჭษќ༞໛౪ࢀсзјєѝтႧѤ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹ
̜ॏѣ౺ᅶଅѣࣥခ୹ᄜѠओҀॕඞ࿿Ѡ࿋ᆅѣૉই๸
̜с཈ౡьє௙৾ќ๵ޝ౺ᅶଅрѾ༞໛౪ࢀсзѿ̝
̜ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔с༞໛ர҇ࡰ໢Ѷє
̜ѝтѤ༞໛ர҇ࡰ৫лѷѣѝюҀ̞
(2)༞໛ரࡰѣ݆ޭѤ ѝюҀ̞܆Ѡљтࣟ100܆ო100̝޾
)4)༞໛ரࡰ໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѤ̝ђѣಷ۫ࣅ໙
̜Ѡआѿ௒чҀ̞
ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ
ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ
ႏਹॏѣਹज़ଅѤ̝ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ၔ
ͅန౗ 28 ໪ၔᅴ് 93 ৽͆ѣซѶҀѝш҂Ѡѽѿ̝ລᅶ৫
ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ѣ੗ઍѠљйћണѣਹज़ଅѠ
಑ᅶјћ૜ঃѣਹज़ѣူ੆҇ଦцҀज़ᅧ҇ᄜюҀ̞
єѕь̝ႏਹॏ҇ࠟѶєڵཥ൷ဲਹॏѠओҀᄔ಑ူ੆
ज़Ѥ̝Ⴢၔͅბ૔ 3: ໪ၔᅴ് 9: ৽͆ѣࡋซѠѽҀڵཥѣ
಑ଙຠज़Ѡ૒хѷѣѝъҁ̝ڵཥ൷ဲਹॏຎડќѣᄔ
಑ᇁঞѣ࠙ओѤџф̝ຎ୶ڕќ൷ဲъҁҀ̞

༞໛ர25ࡰ/

༞໛ரࡰଙڀ௙୹
८ᅧࣟબ࿼௙୹
൷ဲ

26/
27/
28/

ြେѣଦ൜ݶଃ /ଃѴяѰ࣡৫29ݶૡߗ

๫࢝๓ಒൊใࣥൌଛාڵලჭϬ཯Ϭ৽

ૉჄଙڀ࿫୿̢ૄႏધ௙࿫ࣅჄ്໐Ҵ̷ӓ

๫࢝๓ಒൊใࣥࠞѣ຿Ϩ͘Ϫ͘Ϫ
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区第○○回○○号住宅金融支援機構債券

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○
東京都文京区後楽○－○－○

￥○○,○○○,○○○

後楽太郎 後　楽　太　郎
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金融機関に振込みを依頼された日付
を西暦でご記入ください（ 2か所）。

10桁の積立手帳番号、
管理組合名及び住所が
あらかじめ印字されて
います（記入不要）。

代表者の方のご氏名及
びお電話番号（日中に
連絡がとりやすいお電
話番号）をご記入くだ
さい。

届出印を押印しないようご注意ください。

1 初回の購入を行う時

（ 4）振込依頼書

ɧĲııĮĹĳĵĲȁ൐ނസ୷యന͈܃ߊඤ ĲĮĴĮĴġ̴͙͕͈܃ඤΗχȜ

ġġȪႲ၁୶ȫ ıĴĮĶĳĶĳĮķıĲĸȁ

ɧĲııĮĹĳĵĲȁ൐ނസ୷యന͈܃ߊඤ ĲĮĴĮĴġ̴͙͕͈܃ඤΗχȜ

ġġȪႲ၁୶ȫ ıĴĮĶĳĶĳĮķıĲĸȁ

䛂᣺㎸౫㢗᭩䛃 䛻䜘䜚䝬䞁䝅䝵䞁䛩䜎䛔 䞉 䜛മ䛾஦ົཷク㖟⾜䛷䛒䜛䜏䛪䜋㖟⾜䛻᣺䜚㎸䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹

✚❧㔠䛾᣺㎸䜏䜢⾜䛳䛯ᚋ䛿䚸 䛣䛾 䛂᣺㎸㔠ཷ㡿᭩䛃 䜢᣺㎸䜏䛾ドᣐ᭩㢮䛸䛧䛶䚸 ኱ษ䛻ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䈜ఫᏯ㔠⼥ᨭ᥼ᶵᵓ䛜ᐃ䜑䛯ᡤᐃ䛾ᮇ㛫ෆ䛻᭷ຠ䛺✚❧⏝᭩㢮䛾ᥦฟ䛜䛺䛔✚❧㔠䛾᣺㎸䜏
䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸 മๆⓎ⾜䛿⾜䜟䛪䚸 ✚❧⤌ྜ䛻㏻▱䛩䜛䛣䛸䛺䛟㏉㔠䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹 ㏉㔠
䛻䛛䛛䜛᣺㎸ᡭᩘᩱ䛿✚❧⤌ྜ䛾㈇ᢸ䛸䛺䜚䚸 ᣺㎸ᡭᩘᩱ䜢᥍㝖䛧䛶㏉㔠䛔䛯䛧䜎䛩䛾䛷䚸
䛤஢ᢎ䛟䛰䛥䛔䚹 䛺䛚䚸 ᣺㎸㔠 䠄⏦㎸ドᣐ㔠䠅 䛻䛿䚸 മๆ䛾Ⓨ⾜᪥䜎䛷䛾฼ᜥ䛿௜䛝䜎䛫䜣䚹

※届出印を押印しないでください。

左記の金額正に受け取りました。

NA16

2021.10

初校  （2）-d_振込依頼書兼振込金受領書_20210913_SATO

9999999999　コウラクコーポカンリクミアイ 9999999999　コウラクコーポカンリクミアイ

○○○○年○○月○○日
○○○○年○○月○○日

￥○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ￥○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○東京都文京区
後楽○－○－○

後　楽　太　郎

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○東京都文京区
後楽○－○－○

後　楽　太　郎
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届出印を押印しないようご注意ください。

右紙片（振込金受領書）は振込みの証拠書類となる書類です。
大切に保管してください。
　お振込みいただいた積立金（申込証拠金）について、振込みに関する証明書及び債券
の発行日までの残高に関する証明書を発行しません。

　所定の債券発行日に債券を発行した後、手続が完了し債券を発行した旨を記載した「発行
通知書」（ハガキ）を機構から積立組合の代表者の方（理事長等）又は積立組合が別途指定し
た管理会社宛てに送らせていただきます。

●�書き損じの場合は、振込みをする金融機
関に訂正方法をご確認ください。

あらかじめ印字されている
部分です（記入不要）。

ɧĲııĮĹĳĵĲȁ൐ނസ୷యന͈܃ߊඤ ĲĮĴĮĴġ̴͙͕͈܃ඤΗχȜ

ġġȪႲ၁୶ȫ ıĴĮĶĳĶĳĮķıĲĸȁ

ɧĲııĮĹĳĵĲȁ൐ނസ୷యന͈܃ߊඤ ĲĮĴĮĴġ̴͙͕͈܃ඤΗχȜ

ġġȪႲ၁୶ȫ ıĴĮĶĳĶĳĮķıĲĸȁ

䛂᣺㎸౫㢗᭩䛃 䛻䜘䜚䝬䞁䝅䝵䞁䛩䜎䛔 䞉 䜛മ䛾஦ົཷク㖟⾜䛷䛒䜛䜏䛪䜋㖟⾜䛻᣺䜚㎸䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹

✚❧㔠䛾᣺㎸䜏䜢⾜䛳䛯ᚋ䛿䚸 䛣䛾 䛂᣺㎸㔠ཷ㡿᭩䛃 䜢᣺㎸䜏䛾ドᣐ᭩㢮䛸䛧䛶䚸 ኱ษ䛻ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䈜ఫᏯ㔠⼥ᨭ᥼ᶵᵓ䛜ᐃ䜑䛯ᡤᐃ䛾ᮇ㛫ෆ䛻᭷ຠ䛺✚❧⏝᭩㢮䛾ᥦฟ䛜䛺䛔✚❧㔠䛾᣺㎸䜏
䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸 മๆⓎ⾜䛿⾜䜟䛪䚸 ✚❧⤌ྜ䛻㏻▱䛩䜛䛣䛸䛺䛟㏉㔠䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹 ㏉㔠
䛻䛛䛛䜛᣺㎸ᡭᩘᩱ䛿✚❧⤌ྜ䛾㈇ᢸ䛸䛺䜚䚸 ᣺㎸ᡭᩘᩱ䜢᥍㝖䛧䛶㏉㔠䛔䛯䛧䜎䛩䛾䛷䚸
䛤஢ᢎ䛟䛰䛥䛔䚹 䛺䛚䚸 ᣺㎸㔠 䠄⏦㎸ドᣐ㔠䠅 䛻䛿䚸 മๆ䛾Ⓨ⾜᪥䜎䛷䛾฼ᜥ䛿௜䛝䜎䛫䜣䚹

※届出印を押印しないでください。

左記の金額正に受け取りました。

NA16

2021.10

初校  （2）-d_振込依頼書兼振込金受領書_20210913_SATO

9999999999　コウラクコーポカンリクミアイ 9999999999　コウラクコーポカンリクミアイ

○○○○年○○月○○日
○○○○年○○月○○日

￥○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ￥○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○東京都文京区
後楽○－○－○

後　楽　太　郎

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○東京都文京区
後楽○－○－○

後　楽　太　郎
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今回購入する債券の発行条件を記載して
います。債券の発行条件をご確認くださ
い（裏面もご確認ください。）。

機械で読みとりを行う部分です。この
部分を汚したり、折り曲げたりしない
ようご注意ください。

2 2回目以降の購入を行う時

（ 1）申込証

（注）「5. 債券の総額」は、機構募集債券の総額になります。
　　　「※金融機関確認欄」は、金融機関の使用欄となります。

ఈ ਕ ே
ఈਕଦ࿌̜̜̜̜̜̜ࠗ࠽!!ϩϧϩϨ໪ϨϨॉϩϩ໙рѾ

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ϩϧϩϨ໪Ϩϩॉϩϫ໙ѳќ

ఈਕே࢑ࣟ࿼ਕ࠽໙̜̜̜!!ϩϧϩϩ໪!ϩ!ॉ!Ϫ!໙

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ Ȫ̜૭ࣺબ߄ݶ໡ࣺܢ඾́͘ͅબ͈߄ݶ໡ࣺ͙͈
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!̈́ ̧̞͉͂Ȃ̷͈૭ࣺ͙ͬྫ̳࢘͂ͥȃȫ
ఈਕଦ࿌௙୹ဗѨѠఈਕே࢑ࣟ࿼ਕଙڀ௙୹ࡹѨ࿼ਕࣟଙڀ௙୹

ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ!!̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜

ఈਕே̜̜̜̜̜̜޾࢑ࣟ!!࿼ਕࣟ޾ೱ๵޾ѝь̝࿼ਕ࠽໙Ѡ࿼ਕࣟѠୋ๵

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!юҀ̞џп̝ఈਕே࢑ࣟѠѤᅧഎ҇࿌цџй̞

ਹॏѣ೴̜̜̜̜̜̜̜޾!!̜̜̜̜̜̜̜̜ࣟ!ಒ܆

ਹॏ౗ᅶѣຠഌ̜̜̜̜̜!!ႏਹॏѣܥြ೴޾с̝ႏਹॏѣ೴޾Ѡ൦ьџй

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ѝтќѷ̝ђѣܥြ೴҇޾ѷјћ౗ᅶюҀ̞

ਹॏѣजૡ̜̜̜̜̜̜̜!!჆ࡌ჏ૡᅧ੸࿌ѠॻҀ̞

ਹॏѣ཈৫݆޾!!̜̜̜̜̜޾ო100܆Ѡљтࣟ100܆

ਹॏ཈৫໙ͅ࿼ਕ࠽໙̜͆ ̜ϩϧϩϩ໪ϩॉϩϨ໙

ީਹॏѣ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ࣟ޾!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̝܆

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̝܆

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ಒ܆ѣ̜ଠ

஍ࠕѣ࠽ॻࡹѨၒၔ̜̜̜!!ႏਹॏѤ̝ϩϧϪϩ໪!ϩ!ॉϩϧ໙Ѡђѣ޾ო

બ࿼лѮт҇ࣟࠕюҀ̞єѕь̝஍ࠕ஍҇޾ࣟ!!̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѤ̝ђѣಷ۫ࣅ໙

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!Ѡआѿ௒чҀ̞

஍޾!!̜̜̜̜̜̜̜̜޾݆ࠕო100܆Ѡљтࣟ100܆

Ϩ/

ϩ/

Ϫ/

ϫ/

Ϭ/

ϭ/

Ϯ/

ϯ/

ϰ/

10/

11/

12/

ϩϧϩϨ໪!!11!!ॉ!!22!!໙

ႏఈਕேсఈਕଦ࿌ࠗ࠽຿

ѠѴяѰ࣡৫ႏุѠ๽ඨь

џй௙̝৾ఈਕѴѤ჆঳

Ѡџѿѳю̞

ІϺЉ຦ଙᅢ ͅшѣ࿫ခ҇ܟъџйќфѕъй̞͆

ᅧࣟબ࿼ၒၔဗѨѠ

બ࿼࠽໙ࡹѨᅧᅵ

(1)ᅧഎѤਹॏ཈৫໙ѣᅑ໙рѾ஍࠽ࠕ໙ѳќшҁ҇࿌
!!!ц̝݁ࡌѠซѶҀᅧ࿼࠽໙Ѡ̝ީᅧ࿼࠽໙Ѡܥэє
!!!ᅧᅵѠѽѿ̝ީђѣ໙ѳќѣಷϨݚ໪ခ҇બ࿼л̞

്Ϩ̜ݸϩϧϩϪ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/121ͮ

്ϩ̜ݸϩϧϩϫ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/145ͮ

്Ϫ̜ݸϩϧϩϬ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/169ͮ

്ϫ̜ݸϩϧϩϭ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/193ͮ

്Ϭ̜ݸϩϧϩϮ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/217ͮ

്ϭ̜ݸϩϧϩϯ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/241ͮ

്Ϯ̜ݸϩϧϩϰ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/265ͮ

്ϯ̜ݸϩϧϪϧ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/297ͮ

്ϰ̜ݸϩϧϪϨ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/314ͮ

ϩϧϪϩ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/348̜ͮݸ10്

24/

౺ᅶ೏৾ѣ

჏!!஻

౺ᅶଛස
̜཯৽

΁ࣟᄪޱ࠙ࡀ໢ᅢ

୹ ੔ ඒ

࿼ਕࣟ޾ͅ޾ოࣟ͆޾

౺

ᅶ

೏

৾

ൊྴଅ୿჏ᅢͅ ྣяॶ੔ѣൊྴଅс૜୿ьћфѕъй̞͆

ႏఈਕேੑࡌૉ৷ࡹѨӑӦҪӚӦюѳй̡Ҁਹѣьпѿ҇஢໢ѣ௒̝ܥြйєьєф̝
௒ࡌѣѝпѿఈьਕѴѳю̞

ᄭ༭̢щ೾࿌ѣ੒ѠѤшѣᄭ༭҇฿ಧќಃѿଙјћфѕъй̞

ͅಃѿଙѿಧ͆

ͱ౺ᅶ೏৾ѣ჏஻̝୹੔ඒࡹѨൊྴଅѠဦ৐сзҀ௙৾Ѥ્̝ھ࿫ခ҇໐୔ಧќผ౞ь̝
̜ᇳ຿Ѡ݈ྥଳ౞ьћфѕъй̞џп̝ђѣ੒Ѥ͑ӑӦҪӚӦюѳй̡Ҁਹѣьпѿ͒
̜҇щޱ໢ѣ௒̝ဦ৐ଛഘ҇ྣя৫јћфѕъй̞

௒ޓړࡌѣૉ৷Ѥ̝шҁ҇ႏఈਕேѣᅯოѠੑࡌь̝ఈਕேੑࡌૉ

৷ѣڵ࿫ѝюҀ̞

৔ѠпцҀϨϧॉႩॶ੔ѣ๏ᇪ຿ᄵќю̞ͅࡀ܎຿ᄵѤ୊ൕࣟᄪબ્ھѣ݁ړ ͱ͆

3133໪3ॉ!!!ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔̜ᅬૉේ
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ᅯ ო ࡌ ੑ ૉ ৷

ᄭ༭̢щ೾࿌ѣ੒ѠѤшѣᄭ༭҇฿ಧќಃѿଙјћфѕъй̞

ͅಃѿଙѿಧ͆

)3*25ѣ(1)рѾ)4*ѳќѠ࠱њтႏਹॏѣ༞໛ர҇ࡰ৫л
̜௙৾ѠѤ̝๵ޝ༞໛ரࡰѠओҀ༞໛ൊࣟѣফ࿌໙
̜!ͅ ໙͒ѝйл̞͆ࡰ༞໛ர͑݁ړ Ѡ̝๵ޝ༞໛ரࡰ
̜ෟಷѣ௒(1)ࡌѠซѶҀᅧ࿼໙ѣᅑ໙рѾ๵ޝ༞໛ரࡰ໙
̜ѳќѣफࠗ࠽ݦѠܥэ̝ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબ܎
બ࿼л̞҇޾৔ѣซѶҀၒၔѠѽѿल઎ьєᅧഎࡀ̜
)4)ᅧഎ҇બ࿼лѮт໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѠѤ̝
̜ђѣಷ۫ࣅ໙Ѡआѿ௒чҀ̞
)5*22ѠซѶҀ஍ࠕѣ࠽໙ঞѤᅧഎ҇࿌цџй̞
(1)༞໛ரࡰѤйљќѷ৫лшѝсќтҀѷѣѝь̝୊
̜ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹॏѣ౺ᅶଅс૜Ѿ౺Ѵᅶћລᅶ৫ౘ
̜ၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔Ѡဲࠊѣښ൜҇ьћйҀ୊ൕࣟ
̜ᄪબࡀ܎৔ਹॏѠљт്̝ 2 ѣ౺ᅶћрѾݸ 2 ໪ړ௒
̜फݦьє୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹॏѣ౺ᅶଅрѾ๵ޝ౺ᅶଅ
̜ѣࣥခ୹ᄜѠओҀॕඞ࿿ѣࢣᅀ࿫ခѣރᆖীૉ҇৫л
̜ჭษќ༞໛౪ࢀсзјєѝтႧѤ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹ
̜ॏѣ౺ᅶଅѣࣥခ୹ᄜѠओҀॕඞ࿿Ѡ࿋ᆅѣૉই๸
̜с཈ౡьє௙৾ќ๵ޝ౺ᅶଅрѾ༞໛౪ࢀсзѿ̝
̜ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔с༞໛ர҇ࡰ໢Ѷє
̜ѝтѤ༞໛ர҇ࡰ৫лѷѣѝюҀ̞
(2)༞໛ரࡰѣ݆ޭѤ ѝюҀ̞܆Ѡљтࣟ100܆ო100̝޾
)4)༞໛ரࡰ໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѤ̝ђѣಷ۫ࣅ໙
̜Ѡआѿ௒чҀ̞
ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ
ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ
ႏਹॏѣਹज़ଅѤ̝ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ၔ
ͅန౗ 28 ໪ၔᅴ് 93 ৽͆ѣซѶҀѝш҂Ѡѽѿ̝ລᅶ৫
ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔ѣ੗ઍѠљйћണѣਹज़ଅѠ
಑ᅶјћ૜ঃѣਹज़ѣူ੆҇ଦцҀज़ᅧ҇ᄜюҀ̞
єѕь̝ႏਹॏ҇ࠟѶєڵཥ൷ဲਹॏѠओҀᄔ಑ူ੆
ज़Ѥ̝Ⴢၔͅბ૔ 3: ໪ၔᅴ് 9: ৽͆ѣࡋซѠѽҀڵཥѣ
಑ଙຠज़Ѡ૒хѷѣѝъҁ̝ڵཥ൷ဲਹॏຎડќѣᄔ
಑ᇁঞѣ࠙ओѤџф̝ຎ୶ڕќ൷ဲъҁҀ̞

༞໛ர25ࡰ/

༞໛ரࡰଙڀ௙୹
८ᅧࣟબ࿼௙୹
൷ဲ

26/
27/
28/

ြେѣଦ൜ݶଃ /ଃѴяѰ࣡৫29ݶૡߗ

๫࢝๓ಒൊใࣥൌଛාڵලჭϬ཯Ϭ৽

ૉჄଙڀ࿫୿̢ૄႏધ௙࿫ࣅჄ്໐Ҵ̷ӓ

๫࢝๓ಒൊใࣥࠞѣ຿Ϩ͘Ϫ͘Ϫ
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区第○○回○○号住宅金融支援機構債券

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○
東京都文京区後楽○－○－○

￥○○,○○○,○○○

後楽太郎 後　楽　太　郎
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あらかじめ印字されている部分です（記入不要）。
　※�積立組合の名称又は所在地を変更する場合は、印字部分を二重線で訂正し、枠内に加筆修正し

てください。また、61、62ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。

現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください（ゴム印は使用しないでください。）。

代表者署名欄左側に印字されている代表者が変更されている場合は、印字部分を二重線で訂正し、
代表者署名欄は現在の代表者の方のご氏名を必ず自署によりご記入ください（ゴム印は使用しない
でください。）。
〈記入例〉

　　　　後楽太郎 住　構　次　郎
代表者署名欄（必ず現在の代表者が自署してください。）

また、61、62ページをご参照いただき、併せて変更手続をお願いします。
代表者の方の変更の場合は、代表権等の確認書類の提出が必要となりますので、29ページをご参照
ください。

ఈ ਕ ே
ఈਕଦ࿌̜̜̜̜̜̜ࠗ࠽!!ϩϧϩϨ໪ϨϨॉϩϩ໙рѾ

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ϩϧϩϨ໪Ϩϩॉϩϫ໙ѳќ

ఈਕே࢑ࣟ࿼ਕ࠽໙̜̜̜!!ϩϧϩϩ໪!ϩ!ॉ!Ϫ!໙

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ Ȫ̜૭ࣺબ߄ݶ໡ࣺܢ඾́͘ͅબ͈߄ݶ໡ࣺ͙͈
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!̈́ ̧̞͉͂Ȃ̷͈૭ࣺ͙ͬྫ̳࢘͂ͥȃȫ
ఈਕଦ࿌௙୹ဗѨѠఈਕே࢑ࣟ࿼ਕଙڀ௙୹ࡹѨ࿼ਕࣟଙڀ௙୹

ଃѴяѰ࣡৫̜ႏุݶૡߗ!!̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜

ఈਕே̜̜̜̜̜̜޾࢑ࣟ!!࿼ਕࣟ޾ೱ๵޾ѝь̝࿼ਕ࠽໙Ѡ࿼ਕࣟѠୋ๵

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!юҀ̞џп̝ఈਕே࢑ࣟѠѤᅧഎ҇࿌цџй̞

ਹॏѣ೴̜̜̜̜̜̜̜޾!!̜̜̜̜̜̜̜̜ࣟ!ಒ܆

ਹॏ౗ᅶѣຠഌ̜̜̜̜̜!!ႏਹॏѣܥြ೴޾с̝ႏਹॏѣ೴޾Ѡ൦ьџй

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ѝтќѷ̝ђѣܥြ೴҇޾ѷјћ౗ᅶюҀ̞

ਹॏѣजૡ̜̜̜̜̜̜̜!!჆ࡌ჏ૡᅧ੸࿌ѠॻҀ̞

ਹॏѣ཈৫݆޾!!̜̜̜̜̜޾ო100܆Ѡљтࣟ100܆

ਹॏ཈৫໙ͅ࿼ਕ࠽໙̜͆ ̜ϩϧϩϩ໪ϩॉϩϨ໙

ީਹॏѣ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ࣟ޾!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̝܆

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̜̝܆ ̜̜̜̜!!ಒ̝܆

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!ಒ܆ѣ̜ଠ

஍ࠕѣ࠽ॻࡹѨၒၔ̜̜̜!!ႏਹॏѤ̝ϩϧϪϩ໪!ϩ!ॉϩϧ໙Ѡђѣ޾ო

બ࿼лѮт҇ࣟࠕюҀ̞єѕь̝஍ࠕ஍҇޾ࣟ!!̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѤ̝ђѣಷ۫ࣅ໙

̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜!!Ѡआѿ௒чҀ̞

஍޾!!̜̜̜̜̜̜̜̜޾݆ࠕო100܆Ѡљтࣟ100܆

Ϩ/

ϩ/

Ϫ/

ϫ/

Ϭ/

ϭ/

Ϯ/

ϯ/

ϰ/

10/

11/

12/

ϩϧϩϨ໪!!11!!ॉ!!22!!໙

ႏఈਕேсఈਕଦ࿌ࠗ࠽຿

ѠѴяѰ࣡৫ႏุѠ๽ඨь

џй௙̝৾ఈਕѴѤ჆঳

Ѡџѿѳю̞

ІϺЉ຦ଙᅢ ͅшѣ࿫ခ҇ܟъџйќфѕъй̞͆

ᅧࣟબ࿼ၒၔဗѨѠ

બ࿼࠽໙ࡹѨᅧᅵ

(1)ᅧഎѤਹॏ཈৫໙ѣᅑ໙рѾ஍࠽ࠕ໙ѳќшҁ҇࿌
!!!ц̝݁ࡌѠซѶҀᅧ࿼࠽໙Ѡ̝ީᅧ࿼࠽໙Ѡܥэє
!!!ᅧᅵѠѽѿ̝ީђѣ໙ѳќѣಷϨݚ໪ခ҇બ࿼л̞

്Ϩ̜ݸϩϧϩϪ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/121ͮ

്ϩ̜ݸϩϧϩϫ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/145ͮ

്Ϫ̜ݸϩϧϩϬ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/169ͮ

്ϫ̜ݸϩϧϩϭ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/193ͮ

്Ϭ̜ݸϩϧϩϮ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/217ͮ

്ϭ̜ݸϩϧϩϯ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/241ͮ

്Ϯ̜ݸϩϧϩϰ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/265ͮ

്ϯ̜ݸϩϧϪϧ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/297ͮ

്ϰ̜ݸϩϧϪϨ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/314ͮ

ϩϧϪϩ!໪!ϩ!ॉ!2!0!໙!!!1/348̜ͮݸ10്

24/

౺ᅶ೏৾ѣ

჏!!஻

౺ᅶଛස
̜཯৽

΁ࣟᄪޱ࠙ࡀ໢ᅢ

୹ ੔ ඒ

࿼ਕࣟ޾ͅ޾ოࣟ͆޾

౺

ᅶ

೏

৾

ൊྴଅ୿჏ᅢͅ ྣяॶ੔ѣൊྴଅс૜୿ьћфѕъй̞͆

ႏఈਕேੑࡌૉ৷ࡹѨӑӦҪӚӦюѳй̡Ҁਹѣьпѿ҇஢໢ѣ௒̝ܥြйєьєф̝
௒ࡌѣѝпѿఈьਕѴѳю̞

ᄭ༭̢щ೾࿌ѣ੒ѠѤшѣᄭ༭҇฿ಧќಃѿଙјћфѕъй̞

ͅಃѿଙѿಧ͆

ͱ౺ᅶ೏৾ѣ჏஻̝୹੔ඒࡹѨൊྴଅѠဦ৐сзҀ௙৾Ѥ્̝ھ࿫ခ҇໐୔ಧќผ౞ь̝
̜ᇳ຿Ѡ݈ྥଳ౞ьћфѕъй̞џп̝ђѣ੒Ѥ͑ӑӦҪӚӦюѳй̡Ҁਹѣьпѿ͒
̜҇щޱ໢ѣ௒̝ဦ৐ଛഘ҇ྣя৫јћфѕъй̞

௒ޓړࡌѣૉ৷Ѥ̝шҁ҇ႏఈਕேѣᅯოѠੑࡌь̝ఈਕேੑࡌૉ

৷ѣڵ࿫ѝюҀ̞

৔ѠпцҀϨϧॉႩॶ੔ѣ๏ᇪ຿ᄵќю̞ͅࡀ܎຿ᄵѤ୊ൕࣟᄪબ્ھѣ݁ړ ͱ͆

3133໪3ॉ!!!ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔̜ᅬૉේ

NA15

2021.10

初校  （2）-b_申込証_20210913_SATO

ᅯ ო ࡌ ੑ ૉ ৷

ᄭ༭̢щ೾࿌ѣ੒ѠѤшѣᄭ༭҇฿ಧќಃѿଙјћфѕъй̞

ͅಃѿଙѿಧ͆

)3*25ѣ(1)рѾ)4*ѳќѠ࠱њтႏਹॏѣ༞໛ர҇ࡰ৫л
̜௙৾ѠѤ̝๵ޝ༞໛ரࡰѠओҀ༞໛ൊࣟѣফ࿌໙
̜!ͅ ໙͒ѝйл̞͆ࡰ༞໛ர͑݁ړ Ѡ̝๵ޝ༞໛ரࡰ
̜ෟಷѣ௒(1)ࡌѠซѶҀᅧ࿼໙ѣᅑ໙рѾ๵ޝ༞໛ரࡰ໙
̜ѳќѣफࠗ࠽ݦѠܥэ̝ລᅶ৫ౘၔఘ୊ൕࣟᄪબ܎
બ࿼л̞҇޾৔ѣซѶҀၒၔѠѽѿल઎ьєᅧഎࡀ̜
)4)ᅧഎ҇બ࿼лѮт໙с࣡৫ࣅࡸ໙Ѡ๵єҀѝтѠѤ̝
̜ђѣಷ۫ࣅ໙Ѡआѿ௒чҀ̞
)5*22ѠซѶҀ஍ࠕѣ࠽໙ঞѤᅧഎ҇࿌цџй̞
(1)༞໛ரࡰѤйљќѷ৫лшѝсќтҀѷѣѝь̝୊
̜ൕࣟᄪબࡀ܎৔ਹॏѣ౺ᅶଅс૜Ѿ౺Ѵᅶћລᅶ৫ౘ
̜ၔఘ୊ൕࣟᄪબࡀ܎৔Ѡဲࠊѣښ൜҇ьћйҀ୊ൕࣟ
̜ᄪબࡀ܎৔ਹॏѠљт്̝ 2 ѣ౺ᅶћрѾݸ 2 ໪ړ௒
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初校  （2）-b_申込証_20210913_SATO

区第○○回○○号住宅金融支援機構債券

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○
東京都文京区後楽○－○－○

￥○○,○○○,○○○

後楽太郎 後　楽　太　郎
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2 2回目以降の購入を行う時

（ 2）振込依頼書

金融機関に振込みを依頼された日付
を西暦でご記入ください（ 2か所）。

代表者の方のご氏名及
びお電話番号（日中に
連絡がとりやすいお電
話番号）をご記入くだ
さい。

届出印を押印しないようにご注意ください。
10桁の積立手帳番号、
管理組合名及び住所が
あらかじめ印字されて
います（記入不要）。

ɧĲııĮĹĳĵĲȁ൐ނസ୷యന͈܃ߊඤ ĲĮĴĮĴġ̴͙͕͈܃ඤΗχȜ

ġġȪႲ၁୶ȫ ıĴĮĶĳĶĳĮķıĲĸȁ

ɧĲııĮĹĳĵĲȁ൐ނസ୷యന͈܃ߊඤ ĲĮĴĮĴġ̴͙͕͈܃ඤΗχȜ

ġġȪႲ၁୶ȫ ıĴĮĶĳĶĳĮķıĲĸȁ

䛂᣺㎸౫㢗᭩䛃 䛻䜘䜚䝬䞁䝅䝵䞁䛩䜎䛔 䞉 䜛മ䛾஦ົཷク㖟⾜䛷䛒䜛䜏䛪䜋㖟⾜䛻᣺䜚㎸䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹

✚❧㔠䛾᣺㎸䜏䜢⾜䛳䛯ᚋ䛿䚸 䛣䛾 䛂᣺㎸㔠ཷ㡿᭩䛃 䜢᣺㎸䜏䛾ドᣐ᭩㢮䛸䛧䛶䚸 ኱ษ䛻ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䈜ఫᏯ㔠⼥ᨭ᥼ᶵᵓ䛜ᐃ䜑䛯ᡤᐃ䛾ᮇ㛫ෆ䛻᭷ຠ䛺✚❧⏝᭩㢮䛾ᥦฟ䛜䛺䛔✚❧㔠䛾᣺㎸䜏
䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸 മๆⓎ⾜䛿⾜䜟䛪䚸 ✚❧⤌ྜ䛻㏻▱䛩䜛䛣䛸䛺䛟㏉㔠䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹 ㏉㔠
䛻䛛䛛䜛᣺㎸ᡭᩘᩱ䛿✚❧⤌ྜ䛾㈇ᢸ䛸䛺䜚䚸 ᣺㎸ᡭᩘᩱ䜢᥍㝖䛧䛶㏉㔠䛔䛯䛧䜎䛩䛾䛷䚸
䛤஢ᢎ䛟䛰䛥䛔䚹 䛺䛚䚸 ᣺㎸㔠 䠄⏦㎸ドᣐ㔠䠅 䛻䛿䚸 മๆ䛾Ⓨ⾜᪥䜎䛷䛾฼ᜥ䛿௜䛝䜎䛫䜣䚹

※届出印を押印しないでください。

左記の金額正に受け取りました。

NA16

2021.10

初校  （2）-d_振込依頼書兼振込金受領書_20210913_SATO

9999999999　コウラクコーポカンリクミアイ 9999999999　コウラクコーポカンリクミアイ

○○○○年○○月○○日
○○○○年○○月○○日

￥○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ￥○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○東京都文京区
後楽○－○－○

後　楽　太　郎

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○東京都文京区
後楽○－○－○

後　楽　太　郎
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あらかじめ印字されている
部分です（記入不要）。

右紙片（振込金受領書）は振込みの証拠書類となる書類です。
「積立手帳」とともに大切に保管してください。

　お振込みいただいた積立金（申込証拠金）について、振込みに関する証明書及び債券
の発行日までの残高に関する証明書を発行しません。

　所定の債券発行日に債券を発行した後、手続が完了し債券を発行した旨を記載した「発行
通知書」（ハガキ）を機構から積立組合の代表者の方（理事長等）又は積立組合が別途指定し
た管理会社宛てに送らせていただきます。

届出印を押印しないようにご注意ください。

●�書き損じの場合は、振込みをする金融機
関に訂正方法をご確認ください。

ɧĲııĮĹĳĵĲȁ൐ނസ୷యന͈܃ߊඤ ĲĮĴĮĴġ̴͙͕͈܃ඤΗχȜ

ġġȪႲ၁୶ȫ ıĴĮĶĳĶĳĮķıĲĸȁ

ɧĲııĮĹĳĵĲȁ൐ނസ୷యന͈܃ߊඤ ĲĮĴĮĴġ̴͙͕͈܃ඤΗχȜ

ġġȪႲ၁୶ȫ ıĴĮĶĳĶĳĮķıĲĸȁ

䛂᣺㎸౫㢗᭩䛃 䛻䜘䜚䝬䞁䝅䝵䞁䛩䜎䛔 䞉 䜛മ䛾஦ົཷク㖟⾜䛷䛒䜛䜏䛪䜋㖟⾜䛻᣺䜚㎸䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹

✚❧㔠䛾᣺㎸䜏䜢⾜䛳䛯ᚋ䛿䚸 䛣䛾 䛂᣺㎸㔠ཷ㡿᭩䛃 䜢᣺㎸䜏䛾ドᣐ᭩㢮䛸䛧䛶䚸 ኱ษ䛻ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䈜ఫᏯ㔠⼥ᨭ᥼ᶵᵓ䛜ᐃ䜑䛯ᡤᐃ䛾ᮇ㛫ෆ䛻᭷ຠ䛺✚❧⏝᭩㢮䛾ᥦฟ䛜䛺䛔✚❧㔠䛾᣺㎸䜏
䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸 മๆⓎ⾜䛿⾜䜟䛪䚸 ✚❧⤌ྜ䛻㏻▱䛩䜛䛣䛸䛺䛟㏉㔠䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹 ㏉㔠
䛻䛛䛛䜛᣺㎸ᡭᩘᩱ䛿✚❧⤌ྜ䛾㈇ᢸ䛸䛺䜚䚸 ᣺㎸ᡭᩘᩱ䜢᥍㝖䛧䛶㏉㔠䛔䛯䛧䜎䛩䛾䛷䚸
䛤஢ᢎ䛟䛰䛥䛔䚹 䛺䛚䚸 ᣺㎸㔠 䠄⏦㎸ドᣐ㔠䠅 䛻䛿䚸 മๆ䛾Ⓨ⾜᪥䜎䛷䛾฼ᜥ䛿௜䛝䜎䛫䜣䚹

※届出印を押印しないでください。

左記の金額正に受け取りました。

NA16

2021.10

初校  （2）-d_振込依頼書兼振込金受領書_20210913_SATO

9999999999　コウラクコーポカンリクミアイ 9999999999　コウラクコーポカンリクミアイ

○○○○年○○月○○日
○○○○年○○月○○日

￥○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ￥○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○東京都文京区
後楽○－○－○

後　楽　太　郎

後楽コーポ管理組合

〒○○○－○○○○東京都文京区
後楽○－○－○

後　楽　太　郎
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3 変更手続時

登録内容の変更届出書

西暦　　 　○　  年　　   ○　  月　　  ○　  日

3 ○ ○ ○○○

　フリガナ

〒 ○ ○○－ ○○○○

　TEL　 （ ） － （ ） － （○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○ ）

積立組合所在地 〒 －

旧届出印 新届出印

①会計担当役員等の連絡先
役員等氏名

TEL(  )-(  )-( ○○ ○○○○ ○○○○ )

②管理会社等の連絡先

管理会社名（支店名含む）※自主管理組合の場合は、管理組合事務所等

住所

担当部署名

担当者氏名
TEL(  )-(  )-( ○○ ○○○○ ○○○○ )

銀行 支店

0 0 0 0 0 0 0

【元利金自動振込先口座を変更する場合は下記についてご誓約頂きますので、下記の内容を必ずご確認ください】

積立組合
名称

変更なし □

後楽コーポ管理組合

（登録済の情報）
　フリガナ

コウラクコーポカンリクミアイ

（変更後）
　フリガナ

代表者氏名
・住所等

変
更
な
し

登
録
済
の
情
報

変
更
あ
り

変
更
後
の
情
報

氏
名

変更なし □
住
所
等

変更あり □

　住 構 　次 郎

　  ジュウコウ　ジロウ

東京 文京

後楽　○－○－○

都道
府県

市区
郡

住宅金融支援機構「マンションすまい・る債」登録内容の変更届出書

下記太枠内についてもれなくご記入ください。（□欄には、✔マークを付してください。）
変更がある項目については、所定の欄にもご記入ください。

住宅金融支援機構 ※

※

15日までに送付（消印有効）され、かつ、20日までにみずほ
銀行資本市場部に到着し、同日までに不備なく処理が終了し
た変更内容が翌月から反映されます。

必要事項を記入・押印いただいた上でコピーし、控えとして大
切に保管してください。

株式会社みずほ銀行（事務受託銀行）資本市場部　御中

記入日

法人登記有無 有　 ・ 　無積立組合番号

区町村名
番地

変更あり □

号室等
後楽コーポ　201号室

変
更
後

都道
府県

市区
郡

変更なし □ 区町村名
番地

変更あり □

届出印
届
出
内
容

※届出印を変更される場合は、必ず、旧届出印と新届出印の
　両方を押印願います。

変更なし □

  変更あり
※ □

預金口座
名義

後楽

　
　
　
 
変
更
後

（注)今後、左記連絡先の方に
積立内容の確認等をさせてい
ただくことがありますのでご了
承ください。

（注)書類の送付先を管理会社
としている場合で、ご担当の管
理会社が変更となったとき、又
は自主管理に変更になったと
きは併せて「送付先指定(変
更・中止)依頼書」の提出によ
り送付先を変更する手続が必
要です(担当者のみが変更と
なる場合は提出不要です。)。

都道
府県

市区
郡

住 宅 　花 子

○○マンション管理（株）　○○支店

東京 中央 八重洲 ○－○－○

○○課

機 構 　三 郎

日本橋

後楽コーポ管理組合

フリガナ

(必ずご記入ください)
コウラクコーポカンリクミアイ

備考

権

限

者

再

鑑

者

担

当

者
機構使用欄 5

受付日
振込先

銀行店コード

代表者以外
の連絡先

変更なし □

変更あり □
（①・②いずれかの
変更の場合も、

①・②の両方を必ず
ご記入ください。）

変更なし

変更あり

元利金
自動振込先
口座

□

 当マンション管理組合は、今後貴行において受領するマンションすまい・る債の元利金について、上記の預金口座への自動振込みを依頼します（上記預金口座を元利金自動振込先
口座として指定します。）。なお、今後元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行いますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必要ありませ
ん。また、この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても当マンション管理組合がその責任を負い、独立行政法人住宅金融支援機構及び貴行に対しましては一
切ご迷惑、ご損害をおかけしません。

銀行使用欄 確認書類 1.登記簿謄本又は全部事項証明書 　2.印鑑証明書 　3.住民票　 4.運転免許証コピー　 5.健康保険証コピー 　6.その他(       　　　　　　　  　　        　)

変
更
後

　振込先
（金融機関及び店舗名）

左記(振込先、預金

種目、口座番号)の

変更には、「積立手

帳」の提示が必要

です。

届出印

預金種目 1)普通    　2)当座 口座番号

□

【元利金自動振込先口座に関する注意点】

①積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と同一であること。

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であること。

③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行等の口座であること（証券会社及び保険会社の口座は指定できません。）。

元利金自動振込先口座を
変更される場合は、必ず
届出印を押印ください。
（注）金融機関届け出印で
はありません

変

更

の

有

無

に

か

か

わ

ら

ず

右

欄

も

ご

記

入

く

だ

さ

い

変

更

が

あ

る

場

合

の

み

右

欄

も

ご

記

入

く

だ

さ

い

印

●15日までに送付(消印有効)され、かつ、20日

・�15日までに送付（消印有効）され、
かつ、20日までにみずほ銀行資本市
場部に到着し、同日までに不備なく
処理が終了した内容変更が翌月から
反映されます。

・�必要事項を記入・押印いただいた上
でコピーし、控えとして大切に保管
してください。

・�太枠内は変更の有無に関わらず全て
記入してください。書き損じの場合
は、二重線で訂正ください。

積立組合所在地に変更がない場合は
「変更なし」にチェックを入れてくだ
さい。積立組合所在地の記入は不要で
す。積立組合所在地に変更がある場合
は「変更あり」にチェックを入れ、変
更後の積立組合所在地を記入ください。

記入日をご記入ください。

「積立手帳」をご覧いただき、積立組
合番号（ 3で始まる 6桁の番号）をご
記入ください。

積立組合名称に変更がない場合は「変
更なし」にチェックを入れ、「登録済
の情報」欄に積立組合名称を記入くだ
さい。積立組合名称に変更がある場合
は「変更あり」にチェックを入れ、「登
録済の情報」欄に変更前の積立組合名
称を、「変更後」欄に変更後の積立組
合名称を記入ください。フリガナも必
ず記入ください。
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※�この書類のほか、ご提出いただく書類等は25-28ページをご覧ください。

西暦　　 　○　  年　　   ○　  月　　  ○　  日

3 ○ ○ ○○○

　フリガナ

〒 ○ ○○－ ○○○○

　TEL　 （ ） － （ ） － （○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○ ）

積立組合所在地 〒 －

旧届出印 新届出印

①会計担当役員等の連絡先
役員等氏名

TEL(  )-(  )-( ○○ ○○○○ ○○○○ )

②管理会社等の連絡先

管理会社名（支店名含む）※自主管理組合の場合は、管理組合事務所等

住所

担当部署名

担当者氏名
TEL(  )-(  )-( ○○ ○○○○ ○○○○ )

銀行 支店

0 0 0 0 0 0 0

【元利金自動振込先口座を変更する場合は下記についてご誓約頂きますので、下記の内容を必ずご確認ください】

積立組合
名称

変更なし □

後楽コーポ管理組合

（登録済の情報）
　フリガナ

コウラクコーポカンリクミアイ

（変更後）
　フリガナ

代表者氏名
・住所等

変
更
な
し

登
録
済
の
情
報

変
更
あ
り

変
更
後
の
情
報

氏
名

変更なし □
住
所
等

変更あり □

　住 構 　次 郎

　  ジュウコウ　ジロウ

東京 文京

後楽　○－○－○

都道
府県

市区
郡

住宅金融支援機構「マンションすまい・る債」登録内容の変更届出書

下記太枠内についてもれなくご記入ください。（□欄には、✔マークを付してください。）
変更がある項目については、所定の欄にもご記入ください。

住宅金融支援機構 ※

※

15日までに送付（消印有効）され、かつ、20日までにみずほ
銀行資本市場部に到着し、同日までに不備なく処理が終了し
た変更内容が翌月から反映されます。

必要事項を記入・押印いただいた上でコピーし、控えとして大
切に保管してください。

株式会社みずほ銀行（事務受託銀行）資本市場部　御中

記入日

法人登記有無 有　 ・ 　無積立組合番号

区町村名
番地

変更あり □

号室等
後楽コーポ　201号室

変
更
後

都道
府県

市区
郡

変更なし □ 区町村名
番地

変更あり □

届出印
届
出
内
容

※届出印を変更される場合は、必ず、旧届出印と新届出印の
　両方を押印願います。

変更なし □

  変更あり
※ □

預金口座
名義

後楽

　
　
　
 
変
更
後

（注)今後、左記連絡先の方に
積立内容の確認等をさせてい
ただくことがありますのでご了
承ください。

（注)書類の送付先を管理会社
としている場合で、ご担当の管
理会社が変更となったとき、又
は自主管理に変更になったと
きは併せて「送付先指定(変
更・中止)依頼書」の提出によ
り送付先を変更する手続が必
要です(担当者のみが変更と
なる場合は提出不要です。)。

都道
府県

市区
郡

住 宅 　花 子

○○マンション管理（株）　○○支店

東京 中央 八重洲 ○－○－○

○○課

機 構 　三 郎

日本橋

後楽コーポ管理組合

フリガナ

(必ずご記入ください)
コウラクコーポカンリクミアイ

備考

権

限

者

再

鑑

者

担

当

者
機構使用欄 5

受付日
振込先

銀行店コード

代表者以外
の連絡先

変更なし □

変更あり □
（①・②いずれかの
変更の場合も、

①・②の両方を必ず
ご記入ください。）

変更なし

変更あり

元利金
自動振込先
口座

□

 当マンション管理組合は、今後貴行において受領するマンションすまい・る債の元利金について、上記の預金口座への自動振込みを依頼します（上記預金口座を元利金自動振込先
口座として指定します。）。なお、今後元利金自動振込先口座の変更が必要な場合には、速やかに届出を行いますので、振込みの度に貴行からの入金先確認の連絡は必要ありませ
ん。また、この依頼書の提出に当たっては、将来どのような事故が生じましても当マンション管理組合がその責任を負い、独立行政法人住宅金融支援機構及び貴行に対しましては一
切ご迷惑、ご損害をおかけしません。

銀行使用欄 確認書類 1.登記簿謄本又は全部事項証明書 　2.印鑑証明書 　3.住民票　 4.運転免許証コピー　 5.健康保険証コピー 　6.その他(       　　　　　　　  　　        　)

変
更
後

　振込先
（金融機関及び店舗名）

左記(振込先、預金

種目、口座番号)の

変更には、「積立手

帳」の提示が必要

です。

届出印

預金種目 1)普通    　2)当座 口座番号

□

【元利金自動振込先口座に関する注意点】

①積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と同一であること。

②積立組合が修繕積立金管理のために使用している口座であること。

③銀行、信金、信組、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行等の口座であること（証券会社及び保険会社の口座は指定できません。）。

元利金自動振込先口座を
変更される場合は、必ず
届出印を押印ください。
（注）金融機関届け出印で
はありません

変

更

の

有

無

に

か

か

わ

ら

ず

右

欄

も

ご

記

入

く

だ

さ

い

変

更

が

あ

る

場

合

の

み

右

欄

も

ご

記

入

く

だ

さ

い

印

●15日までに送付(消印有効)され、かつ、20日

届出印に変更がない場合は「変更なし」にチェックを入れてください。届出印の押印は不要で
す。届出印に変更がある場合は「変更あり」にチェックを入れ、変更前の届出印及び変更後の
届出印の両方を押印ください。

①会計担当役員等の連絡先又は②管理会社等の連絡先のどちらにも変更がない場合は「変更な
し」にチェックを入れてください。連絡先の記入は不要です。①会計担当役員等の連絡先又は
②管理会社等の連絡先のいずれかに変更がある場合は「変更あり」にチェックを入れ、変更の
有無にかかわらず①会計担当役員等の連絡先及び②管理会社等の連絡先の全ての項目を記入く
ださい。①会計担当役員等の連絡先について、会計担当役員がいない場合は、会計担当以外の
役員の方を記入ください。②管理会社等の連絡先について、自主管理組合の場合は管理会社名
及び住所のみの記入で構いません。

【代表者以外の連絡先へのご連絡】
債券の買入（中途換金）の請求の際に、①会計担当役員等の連絡先に対し、機構（住宅債券事
務センター）から電話で買入請求の意思確認をさせていただきます。代表者の方がご不在等の
緊急連絡先として、②管理会社等の連絡先にご連絡する場合がございます。
なお、代表者以外の連絡先として登録された方に、積立内容等を確認させていただくことがあ
ります。

元利金自動振込先口座に変更がない場合は「変更なし」にチェックを入れてください。元利金
自動振込先口座の記入及び届出印の押印は不要です。元利金自動振込先口座に変更がある場合
は「変更あり」にチェックを入れ、変更後の元利金自動振込先口座を記入し、届出印を押印く
ださい。記入の際は、利息、償還金及び買入代金のお受取に使用される口座の情報を正確に記
入ください（口座名義（フリガナを含みます。）は省略せずに記入ください。）。

元利金自動振込口座について
ご指定いただく口座は、修繕積立金の管理のための口座で、下記の条件を全て満たす口座としてください。
〇�積立組合自身の預金口座で、かつ、口座名義が管理規約に定められた積立組合の名称と同一であるもの
〇普通預金又は当座預金（定期預金、金銭信託等は指定できません。）
〇�銀行のほか、信金、信組、農協、漁協、労金、ゆうちょ銀行等の国内店舗の口座（証券会社及び保険会社
の口座は指定できません。）

管理組合が法人登記されている場合は「有」、法人登記されていない場合は「無」に〇をつけて
ください。

代表者氏名・住所等に変更がない場合は「変更なし」にチェックを入れ、登録されている代表
者氏名・住所等を記入ください。代表者氏名・住所等に変更がある場合は「変更あり」にチェッ
クを入れ、変更後の代表者氏名・住所等を記入ください。代表者氏名のフリガナも必ず記入く
ださい。
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※�複数の手帳を保有している場合
は、積立手帳ごとに作成してく
ださい。

4 中途換金（買入請求）をする時

債券買入請求書

積立組合の名称・所在地をご記入ください。

代表者の方の氏名を自署してください（ゴム印
不可）。

会計担当役員等の方の氏名・連絡先を必ずご
記入ください。機構住宅債券事務センターよ
り中途換金の意思確認をさせていただきます。
なお、意思確認がとれ次第、中途換金の手続
を進めさせていただきます（中途換金の意思
確認ができない場合は、中途換金の代金及び
経過利息をお支払できませんのでご了承くだ
さい。）。日中ご連絡のとれる連絡先をご記入
ください。

・�購入した債券全てについて中途換金をご希
望する場合は「 1」に○をつけてください。

　�　また、今後も継続して購入することを希
望する場合は「今後の積立継続を【希望す
る】」に、希望しない場合は「今後の積立継
続を【希望しない】」に○をつけてください。

・�購入した債券の一部について中途換金をご
希望される場合は「 2」に○をつけてくだ
さい。

　�　また、中途換金をご希望する口数及び金
額をご記入ください（ 1 口は50万円（2002
年度以前の購入開始分は 1口100万円）で、
口数単位のご希望としてください。）。

〇〇〇〇〇　〇〇〇

後　楽　太　郎
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記入日をご記入ください。

「積立手帳」をご覧いただき、「積立手帳
番号」をご記入ください。

※�この記入例は、2003年度以降の購入開
始分（ 1 口50万円単位）の場合です。
2002年度以前の購入開始分は 1 口100
万円単位でご記入ください。

※ 1 口あたりの金額は
　積立手帳番号（10桁）の下 2 桁が
　11→ 1 口100万円
　12→ 1 口50万円

「買入れの理由」の該当する番号に○を
つけてください。なお、「 3．その他」
に○をつけた場合は、具体的な理由を括
弧内にご記入ください。

届出印を鮮明に押印ください。

※�この書類のほか、積立手帳（原本）が必要となります。詳しくは20ページをご覧ください。

ご記入いただきましたら、 １ 枚目と ２ 枚目を「積立
手帳」と一緒にみずほ銀行宛て、ご返送ください。
※�３ 枚目は積立組合控となっていますので送付不要

です。「積立手帳」とともに、大切に保管してく
ださい。

●�書き損じの場合は、訂正箇所に届出印を
押印ください。

〇〇〇〇〇　〇〇〇

後　楽　太　郎
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ＭＥＭＯ
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ＭＥＭＯ



マンションすまい・る債に関するお問合せ先
【「マンションすまい・る債」の購入に関するお問合せに当たってのご注意】
　積立金振込期間後の手続には一切応じられませんので、ご注意願います。
　なお、積立用書類の到着確認に関するお問合せには応じかねます。期限には余裕をもってご送付くださ
いますよう、お願いします。

マンションすまい・る債の募集内容や残高証明書の内容に関するお問合せ先

　住宅金融支援機構お客さまコールセンター  住宅債券専用ダイヤル

0120-0860-23
※このしおりでは、『住宅債券専用ダイヤル』と記載しています。

●営業時間　 ９：００～17：００（土日、祝日、年末年始は休業）
●�国際電話等でご利用いただけない場合は、次の番号におかけください（通話料金がかかり
ます。）。

　電話：048-615-2323
●�月曜日や祝日明けはお電話が混み合って、つながりにくい場合がありますのでご了承くだ
さい。

●�お電話の内容は、相談サービスの質の向上と内容を正確に承るため、録音させていただい
ております。

●�お電話がつながると自動音声が流れますので、「 １」を押してください。ご案内の途中で
押していただいてもおつなぎすることができます（ダイヤル回線の方は、「＊」ボタンや
「＃」ボタン等を押してプッシュトーンに切り替えてください。）。
■�　購入開始後の残高などの照会につきましては、お客さま情報保護の観点から、登録いただいて
いる積立組合の代表者の方（理事長等）及び委託を受けている管理会社の方に限り回答していま
す。このため、電話照会時に、積立手帳番号、積立組合名や代表者の方の氏名など（このほか、委
託を受けている管理会社の方には管理会社名など）あらかじめ登録いただいた積立内容のわかる事
項等の確認をさせていただいております。この確認ができない場合、ご照会にお答えできません
ので、ご了承ください。

マンションすまい・る債の積立用書類の返送先・積立手続事務の取扱いに関するお問合せ

みずほ銀行　資本市場部業務第二チーム（事務受託銀行）
　〒100-8241　東京都千代田区丸の内 1 - 3 - 3 みずほ丸の内タワー　TEL：03-5252-6017
※このしおりでは、「みずほ銀行」と記載しています。

住宅金融支援機構ホームページ（マンション管理組合のお客さま向けページ）
https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile/index.html
※�「マンションすまい・る債」の最新情報や各種手続をご覧いただけるほか、変更届等の書式が
　ダウンロードできます。


